
① 153

１　施策の位置付け

Ⅴ １６

２　施策の取組状況 指標

産出 基本目標Ⅱ

成果 基本目標Ⅱ

H３0 R１ R２ R３
R４

（目標年）
評価 満足 やや満足

満足度
（計）

やや不満 不満 わからない

単年度
目標値

9 12 15 18 21
基準値
（Ｈ２９） 2.4% 26.0% 28.4% 25.4% 7.3% 32.5%

基準値
（Ｈ２８）

3件 実績値 16 18 Ｈ３０ 2.8% 26.1% 28.9% 16.6% 7.7% 40.7%

目標値
（Ｒ４）

21件
単年度の
達成度

177.8% 150.0% Ｒ１ 5.0% 24.1% 29.1% 20.3% 5.0% 38.7%

単年度
目標値

Ｒ２ .0%

基準値
（Ｈ２９）

実績値 Ｒ３ .0%

目標値
（Ｒ４）

単年度の
達成度

Ｒ４ .0%

単年度
目標値

2,078,131 2,126,667 2,175,203 2,223,739 2,272,275

基準値
（Ｈ２６）

1,981,059 実績値 2,122,209 2,186,774

目標値
（Ｒ４）

2,272,275
単年度の
達成度

102.1% 102.8% Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

単年度
目標値

中核市平均 933,671 933,671

基準値
（Ｈ２９）

実績値 本市実績 2,122,209 2,122,209

目標値
（Ｒ４）

単年度の
達成度

本市順位 5位/54市中 5位/54市中 指標 評価

産出
指標 Ａ

成果
指標 Ａ

市民
満足 Ｂ

構成
事業 Ｂ

市民満足度

総合評価

・国において，「第４次産業革命」と呼ばれるＩｏＴやビッグデータ，ＡＩ（人工知能）などの産業・技術革新を，あらゆる産業や社会生活に取り入れ，新しい価値やサービスを創出し人々に豊かさをもたらす社会である「Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０」の実現を目指し
ている。
・本市においては，東北道や北関東道が横断するなど，交通の要衝として，立地環境に優位性があるが，近年の圏央道などの整備により，本県の県南地域や近隣県の立地環境に変化が見られる。
・事務的職業の有効求人倍率（栃木労働局管内）は，０．５以下が継続しており，他の職業と比較して最も低い状況が続いている。
・新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大に伴い，サプライチェーンへの影響や休業要請，外出自粛などにより，飲食業やサービス業を始め，製造業など幅広い産業において大きな影響が出ていることから，事業継続や経営の安定化に
向けた国・県・市の緊急経済対策による事業者支援が図られているほか，今後のウィズコロナ，ポストコロナ時代の成長戦略としてサプライチェーンの変革やＩＣＴを用いたテレワークなどの拡大，新しい生活様式への変革に伴う業態変化などが
進んでいる。

施策の評価・分析　（現状とその要因の分析）

・景気の上昇傾向が継続し，企業活動は活発だったものの，市民意識調査の満足度はほぼ横ばいであり，「わからない」の
割合が依然高いことに加え，新型コロナウイルス感染症の影響があることから，市民等が実感できる取組が必要と考えら
れる。

施策目標 地域の特性を生かして高い付加価値を創出し，地域経済をけん引する産業集積が進んでいます。

産
出
指
標

①
施
策
指
標

指標名（単位）

製造品出荷額等
（中核市水準比較が可能なH30の実績にて
記載）

【

参
考
指
標

】

※
評
価
の
考
え
方

概ね順調 ：主にＢ評価が３つ以上
［７５点以上９０点未満］

総合評価

Ａ ：達成度１００％以上
［２５点］

政策の柱 基本施策目標
産業集積や地域資源などの特性を生かして，新技術導入による生産性向上や新たな
雇用創出などにより，付加価値の高い製品，サービスが生み出され，地域経済循環
が進展し，地域産業の創造性・発展性が高まっています。

令和２年度　行政評価　　施策カルテ

施策名 産業政策課
総合計画
記載頁

基本施策名「産業・環境の未来都市」の実現に向けて 地域産業の創造性・発展性を高める

地域特性を生かした産業集積の促進 施策主管課

関連する
SDGs目標

順調 ：Ａ評価が２つ以上
（Ｃ評価がある場合を除く）

［９０点以上］

①施策指標
（産出指標）
（成果指標）

③主要な構成事業の進捗状況　　　　　※　各事業の詳細は「３　主要な構成事業の状況」を参照

指標名（単位） 評価

Ｂ

施策の満足度（％）
（「満足」と「やや満足」の合計）

まち・ひと・しごと創生総合戦略

本市の産業構造や自然環境を踏まえた上で，市内に安定した雇用を創出することで，本市の人口の定着を図る。

本市の産業構造や自然環境を踏まえた上で，市内に安定した雇用を創出することで，本市の人口の定着を図る。

施策を取り
巻く環境等

施策指標

・企業への支援制度などの情報発信に努めてきたことから，既存企業の堅実な拡大・再投資需要を受け，補
助金の積極的な利用が促進され，市内立地企業の積極的な生産拡大が続いたことにより，製造品出荷額
等については，増加傾向となった。 順調

Ｃ ：達成度７０％未満
［１５点］

Ｃ ：基準値より低下（－５ｐｔ以下）
［１５点］

Ｃ ： 計画より遅れ
（構成事業２事業以上が計画より遅れ）

［１５点］

90点

Ａ ：基準値より向上（＋５ｐｔ以上）
［２５点］

　Ａ ： 計画以上
（構成事業２事業以上が計画以上）

［２５点］

やや遅れ：Ｃ評価が２つ以上
（Ａ評価が２つある場合を除く）

［７５点未満］

Ｂ ：達成度７０％以上１００％未満
［２０点］

Ｂ ：基準値同水準（±５ｐｔ未満）
［２０点］

Ｂ ： 計画どおり
（主に構成事業４事業以上が計画どおり）

［２０点］

②市民意識
調査結果
（満足度）

③主要な構成事業の
進捗状況

企業立地補助金・企業定着促進
拡大再投資補助金件数（累計）

Ａ

成
果
指
標

Ａ

製造品出荷額等（百万円）

中
核
市
水
準
比
較

指標名（単位）

Ｂ

評価の
組合せ

②
市
民
満
足
度
の
推
移

※『①施策指標』の単年度の達成度の計算について

★ 逓増型の指標（目標値が基準値より増加することが望ましいもの） × １００ （％）

★ 逓減型の指標（目標値が基準値より減少することが望ましいもの） × １００ （％）

実績値

目標値

目標値
実績値

28.4 28.9 29.1 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
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調査結果 基準値+5pt
基準値-5pt

（％）

製造品出荷額等については，当該年度の１年前の数値が最新値となることから，「単年度目標値，「実績値」，「単年度の達成度」については，そ

れぞれ上記の各年度に把握できる１年前の目標値，実績値，達成度を記載。



３　主要な構成事業の状況 ※　その他の事業の評価結果については，別途「事業評価一覧」を参照ください。

対象者・物（誰・何に） 取組（何を）

1
地域産業活性化支援事業
（宇都宮市リーディング企業支援事業）

地域内経済循環の拡大
市内に主たる事務所を有す
る事業者等

・企業間取引などにおいて
地域経済に貢献し，成長性
の高い企業を宇都宮市リー
ディング企業として認定

計画どおり 77 R1 　

【①昨年度の評価（成果や課題）：本市経済を牽引する企業の認定と集中支援の実施】
・令和元年度は，地域内経済循環を拡大させるため，本制度の運用開始とともに，金融機関や産業支援機関等に幅広く
周知するとともに，職員が個別に市内企業を訪問し説明を行い，８社を認定し，内４社が，認定企業を対象に要件等の緩
和を行った「拡大再投資補助金」などの支援策を積極的に活用した。
・地域経済循環の拡大に向けて，更なる認定企業の拡大や，認定を受けた企業に対する支援に積極的に取り組む必要
がある。

 【②今後の取組方針：更なる認定企業の拡大とアフターフォローの強化】
・金融機関や産業支援機関等と連携しながら，認定の候補となる企業の掘り起しや働きかけを行う。認定企業に対して
は，新型コロナウイルス感染症に係る各種施策等の情報を提供するとともに，本制度による支援策等の積極的な活用を
促しながら，企業活動の支援に取り組んでいく。

2
企業立地・企業定着促進拡大再投資補助
金

戦略事業
新規企業の誘致や工場等
の移設，市内既存企業の
事業拡大を促進

新規立地，施設設備等の
新増設をした企業

企業投資額の一部を補助  計画どおり 62,807 H18

【①昨年度の評価（成果や課題）：補助金交付件数の増加】
・消費増税前需要のいわゆる「先食い」によって，投資が一服したことに加え，人手不足等による工期の遅れなどにより，
竣工・操業が延伸し，補助実績は２件に留まっている。

 【②今後の取組方針：企業の実態に即した補助金の交付】
・事前届出件数は堅調であることから，新たな企業の誘致及び工場等の移設，既存企業の維持・発展を促進するため，
引き続き，市内工業団地内の低未利用地等の情報収集に努めながら，企業立地及び既存企業の定着促進に向け，企業
のニーズに即した支援を行う。

3 企業誘致推進事業費 戦略事業
新規企業の誘致や工場等
の移設，市内既存企業の
事業拡大を促進

企業
企業誘致の推進に関する
情報収集及び誘致活動

 計画どおり 836 H19

【①昨年度の評価（成果や課題）：企業訪問等による誘致推進及び定着促進】
・企業訪問等を積極的に行うことで，企業ニーズを的確に把握し，事業拡大に向けた補助金等の相談につながっている。
・複数の民間事業者による産業団地開発の意向を把握したことから，当該開発が可能となるよう，「市街化調整区域の地
区計画制度運用指針」を見直し，「産業団地型」を追加した。また，本市の産業振興に資する企業立地を促進するため，
産業団地型地区計画区域内を補助金の対象地域として拡充した。
・企業からの情報収集を行う中で，用地需要等を把握し，市内不動産業者や低未利用地へのマッチングを行うことで，新
規立地や事業拡大につながった一方で，本市の産業団地が完売しており，企業が立地できる用地が不足していることか
ら，企業の用地需要に対応する必要がある。

 【②今後の取組方針：企業からの用地需要への対応】
・企業からの用地需要に対応し，更なる誘致推進及び定着促進につなげるため，民間事業者による産業団地開発を誘導
する。
・地元不動産業者や金融機関等と連携を図り，既存工業団地内等の低未利用地に関する情報を収集し，立地を希望する
企業とのマッチングを行う。

4 本社機能・オフィス企業立地支援補助金
SDGs

好循環Ｐ
戦略事業

・企業の本社機能の本市へ
の移転及び拡充の促進
・女性雇用の受け皿となる
オフィス企業の立地の促進

・とちぎ本社機能立地促進
プロジェクトに基づき，栃木
県から計画の認定を受けた
企業
・市内にオフィスを新増設
する企業

・認定された計画に従って，
整備した本社機能の改修
費，賃借料，新規雇用等に
対して補助
・法人市民税，固定資産税
及び事業所税について3年
間減税
・新増設したオフィスの改修
費，賃借料，新規雇用等に
対して補助

 計画どおり 4,806 H29

【①昨年度の評価（成果や課題）：支援制度の活用による本社機能・オフィス企業の立地】
・本社機能移転関係については，市内への本社機能の整備に向けた栃木県の認定が堅調に推移しており，本市への本
社機能移転・拡充は着実に進んでいる状況にある。
・オフィス企業立地関係については，市内でオフィスを増設する企業からの補助金の申請が堅調に伸びている。

 【②今後の取組方針：支援制度の更なる活用による立地促進に向けた制度見直し】
・引き続き，本市への本社機能の移転・拡充及びオフィス企業の立地を促進するため，改修費や賃借料，新規雇用等に対
して補助していくとともに，法人市民税，固定資産税及び事業所税に関する不均一課税を行うため，「宇都宮市地方活力
向上地域における市税の不均一課税に関する条例」を改正し，適用期間を延長したことから，栃木県と連携しながら，制
度をPRする。
・今後の成長産業であり，雇用の受け皿となるＩＣＴ関連企業の立地促進に向け，令和２年度から拡充したオフィス企業立
地支援補助金の効果的な活用を図るとともに，新型コロナウイルス感染症を契機とした東京圏等の多様なオフィスニーズ
等を取り込むため，東京都内の「交流・活動拠点」などを活用しながら，都内での制度周知等を強化する。

5 ビジネス交流会事業 戦略事業

東京圏からの本社機能移
転等のオフィス進出，既存
立地企業の拡大再投資，
本市地域資源を活用した
企業の事業参画の促進

東京圏等の企業
市長によるトップセールス
を行う企業立地セミナーの
実施

 計画どおり 6,819 H29

【①昨年度の評価（成果や課題）：東京での市長による本市の魅力ＰＲ】
・企業誘致セミナーに予定を超える数の企業が参加したところであり，幅広く本市の魅力ＰＲにつながった。また，これを受
け，本市への立地に意欲的な企業から，これまでのセミナーの中で最多となる相談を受けた。
・エンドユーザーを抱える東京圏の金融機関や建設・不動産事業者等を中心に本市の魅力を発信し，広範な周知等につ
いては，効果があったが，より一層，企業への直接的な訴求を強化する必要がある。

 【②今後の取組方針：企業への訴求の強化に向けたセミナーの見直し】
・市内だけでなく，東京圏をはじめとした市外の企業への訪問等を強化するとともに，東京都内の「交流・活動拠点」等に
おける対面での魅力発信が可能な交流会形式のセミナーなど，更なる企業誘致に取り組む。

４　今後の施策の取組方針

・企業間取引などにおいて本市経済をけん引する，宇都宮市リーディング企業の認定数は順調に増加しており，地域経済循環の拡大に向け，更な
る認定企業の掘り起こしや認定企業に対する支援策の周知・啓発に積極的に取り組む必要がある。

・企業立地・定着促進拡大再投資補助金の交付件数は目標を達成しており，本市産業の更なる振興に向け，東京圏等からの新たな企業の誘致及
び工場等の移設，既存企業の維持・発展をより一層促進するため，低未利用地の活用促進や東京圏等への効果的なＰＲを行う必要がある。

・本社機能の立地については，本市への企業の本社機能の移転及び拡充を促進するため，東京圏等へのPRなどを図るとともに，本市産業構造の
多様化を図るため，リモートワークなどの働き方の変容やオフィス形態の変化を捉えながら，新たなニーズに対応した施策を検討する必要がある。

・地域経済循環は拡大傾向にあるが，さらなる拡大・円滑化に向け，金融機関や産業支援機関等と連携することで，認定の候補となる企業の掘り起こしや働きかけを強めると
ともに，認定企業に対しては，本制度による支援策等の積極的な活用を促し，加えて，認定企業やその候補企業への更なる支援策の充実を検討する。

・企業ニーズを捉えつつ，関係機関とも連携を図りながら市内の低未利用地等の情報を収集し，立地を検討している企業に対して情報発信していくとともに，新たな産業用地
の確保に向け，民間事業者による産業団地開発を誘導する。

・本市への本社機能の移転及び拡充並びにオフィス企業の立地を加速化させるため，東京都内に新たに設置予定の「宇都宮サテライトオフィス」を活用し，制度のＰＲや立地
促進等を強化するとともに，令和２年度から拡充を図ったオフィス企業立地支援補助金の効果的な活用を図る。

・また，将来にわたって地域内経済の発展を持続させるため，ウィズコロナ・ポストコロナ対応した新たなビジネスニーズを把握するとともに，多様な企業や人材の取り込みを
検討する。

事業内容

№
事業の
進捗

Ｒ１
概算

事業費
（千円）

①課題 ②取組の方向性（課題への対応）

開始
年度

日本一
施策
事業

「①昨年度の評価（成果や課題）」と「②今後の取組方針」事業名

好循環Ｐ
・

戦略事業
・

SDGs

事業の目的



② 153

１　施策の位置付け

Ⅴ １６

２　施策の取組状況 指標

産出 0

成果 0

H３0 R１ R２ R３
R４

（目標年）
評価 満足 やや満足

満足度
（計）

やや不満 不満 わからない

単年度
目標値

13 17 21 25 29
基準値
（Ｈ２９） 2.8% 17.1% 20.0% 25.8% 9.3% 38.9%

基準値
（Ｈ２８）

5件 実績値 15 20 Ｈ３０ 1.8% 16.9% 18.7% 17.6% 9.2% 48.3%

目標値
（Ｒ４）

29件
単年度の
達成度

115.4% 117.6% Ｒ１ 4.1% 17.7% 21.8% 21.0% 6.4% 43.9%

単年度
目標値

Ｒ２ .0%

基準値
（Ｈ２９）

実績値 Ｒ３ .0%

目標値
（Ｒ４）

単年度の
達成度

Ｒ４ .0%

単年度
目標値

147 147 147 147 178

基準値
（Ｈ２９）

144人 実績値 59 77

目標値
（Ｒ４）

178人
単年度の
達成度

40.1% 52.4% Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

単年度
目標値

中核市平均 42.8 42.2

基準値
（Ｈ２９）

実績値 本市実績 43.2 42.0

目標値
（Ｒ４）

単年度の
達成度

本市順位 33位/54市中 36位/58市中 指標 評価

産出
指標 Ａ

成果
指標 Ｃ

市民
満足 Ｂ

構成
事業 Ｂ

市民満足度

総合評価

・「第４次産業革命」と呼ばれるＩｏＴやビックデータ，ＡＩ（人工知能）などの産業・技術革新を受け，企業の新事業・新製品開発においても，製造業だけでなく，ソフトウェア企業の果たす役割が大きくなってきている。
・創業機運を醸成する事業をより一層促進するため，平成３０年７月に「産業競争力強化法」が改正され,ファンドの拡充など各種支援措置の充実が図られた。
・新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大に伴い，サプライチェーンの棄損や休業要請，外出自粛などにより，飲食業やサービス業を始め製造業など幅広い産業において大きな影響が出ていることから，事業継続や経営の安定化に向
けた国・県・市の緊急経済対策による事業者支援が図られているほか，今後のウィズコロナ，ポストコロナ時代の成長戦略としてサプライチェーンの変革やＩＣＴを用いたテレワークなどの拡大や，新しい生活様式への変革に伴う業態変化などが
進んでいる。

施策の評価・分析　（現状とその要因の分析）

・企業の新産業創出支援や，新規創業者に対する支援などを積極的に実施するなどメニューは充実してきており，市民満
足度は平成30年度と比較して令和元年度は上昇したところであるが，「わからない」という回答も依然多いことから，成果な
どに関する更なる情報発信が求められていると考えられる。

施策目標 次世代の地域産業を担う新規開業・新事業の創出が進んでいます。

産
出
指
標

①
施
策
指
標

指標名（単位）

民営事業所総数/市民1千人

【

参
考
指
標

】

※
評
価
の
考
え
方

概ね順調 ：主にＢ評価が３つ以上
［７５点以上９０点未満］

総合評価

Ａ ：達成度１００％以上
［２５点］

政策の柱 基本施策目標
産業集積や地域資源などの特性を生かして，新技術導入による生産性向上や新たな
雇用創出などにより，付加価値の高い製品，サービスが生み出され，地域経済循環
が進展し，創造性・発展性が高まっています。

令和２年度　行政評価　　施策カルテ

施策名 産業政策課
総合計画
記載頁

基本施策名「産業・環境の未来都市」の実現に向けて 地域産業の創造性・発展性を高める

新規開業・新産業創出の促進 施策主管課

関連する
SDGs目標

順調 ：Ａ評価が２つ以上
（Ｃ評価がある場合を除く）

［９０点以上］

①施策指標
（産出指標）
（成果指標）

③主要な構成事業の進捗状況　　　　　※　各事業の詳細は「３　主要な構成事業の状況」を参照

指標名（単位） 評価

Ｂ

施策の満足度（％）
（「満足」と「やや満足」の合計）

まち・ひと・しごと創生総合戦略

0

0

施策を取り
巻く環境等

施策指標

・県や大学，関係機関と連携し，幅広い周知・啓発を行った結果，平成３０年度よりソフトウェア開発に係る経
費を一部補助対象とした効果もあり，成長分野であるICT分野に関連した多くの有望案件の応募，採択につ
ながるなど，積極的な補助事業の活用につながっている。
・「起業家精神養成講座」や「ベンチャーズ起業フォーラム」など，起業機運の醸成に資する事業を実施して
きたことから，創業者数は増加しているものの，参加者が固定化し，新規参加者が少なかったことや，機運
醸成後に実際に起業に繋げる仕組みが不足していたことから目標の達成に至らなかった。

概ね順調

Ｃ ：達成度７０％未満
［１５点］

Ｃ ：基準値より低下（－５ｐｔ以下）
［１５点］

Ｃ ： 計画より遅れ
（構成事業２事業以上が計画より遅れ）

［１５点］

80点

Ａ ：基準値より向上（＋５ｐｔ以上）
［２５点］

　Ａ ： 計画以上
（構成事業２事業以上が計画以上）

［２５点］

やや遅れ：Ｃ評価が２つ以上
（Ａ評価が２つある場合を除く）

［７５点未満］

Ｂ ：達成度７０％以上１００％未満
［２０点］

Ｂ ：基準値同水準（±５ｐｔ未満）
［２０点］

Ｂ ： 計画どおり
（主に構成事業４事業以上が計画どおり）

［２０点］

②市民意識
調査結果
（満足度）

③主要な構成事業の
進捗状況

新産業創出支援事業補助金
件数（累計）

Ａ

成
果
指
標

Ｃ

市内における創業者数

中
核
市
水
準
比
較

指標名（単位）

Ｂ

評価の
組合せ

②
市
民
満
足
度
の
推
移

※『①施策指標』の単年度の達成度の計算について

★ 逓増型の指標（目標値が基準値より増加することが望ましいもの） × １００ （％）

★ 逓減型の指標（目標値が基準値より減少することが望ましいもの） × １００ （％）

実績値

目標値

目標値
実績値

20.0 18.7 
21.8 

0

5

10

15

20

25

30

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

調査結果 基準値+5pt
基準値-5pt

（％）



３　主要な構成事業の状況 ※　その他の事業の評価結果については，別途「事業評価一覧」を参照ください。

対象者・物（誰・何に） 取組（何を）

1 次世代産業イノベーション推進事業 イノベーション創出の推進
市内に主たる事務所を
有する事業者等

・交付金の交付によ
る，市内企業のイノ
ベーション創出に対す
る支援

計画どおり 1,549 H25

【①昨年度の評価（成果や課題）：企業間の連携創出と産業人材の育成】
・令和元年度は，企業間の事業連携の活性化を図るため，異業種交流会の開催方法を見直し，参加者間
の自由な交流から事業連携が創出できる内容に改善したことにより，７件の事業連携（協議中含む）が創
出されるなどの成果があったほか，産業人材を育成するため，「IoT」や「デジタルマーケティング」などを
テーマとしたセミナーを実施し，実践的なＩＴ人材の育成に取り組んだ。
・交流会やセミナーの参加者が固定化していることから，幅広い業種に参加を促すとともに，事業連携を多
く創出させるためのアフターフォローの仕組みを充実させる必要がある。

 【②今後の取組方針：更なる交流の創出とコーディネート活動の強化】
・産学官金の連携による新事業の創出を図るため，多種多様な事業者等が関心を持つ事業内容となるよ
う努めるほか，交流会への参加を積極的に促すとともに，産学間連携コーディネーターによる積極的な
コーディネートを実施し，多くの事業連携の創出に取り組む。また，交流会の実施に当たっては，新型コロ
ナウイルス感染症の影響を考慮し，オンライン開催を検討する。

2 地域産業活性化支援事業
（新産業創出支援事業補助金）

中小企業等の新産業創出
の促進

市内に主たる事務所を
有する事業者等

新産業分野における
研究開発等に係る経
費の一部を補助

 計画どおり 8,631 Ｈ24

【①昨年度の評価（成果や課題）：成長が見込める新技術・新製品の創出】
・令和元年度は，県や大学，関係機関との連携により，幅広い周知・啓発を実施した結果，申請件数７件の
内，特に成長が見込める事業を５件採択し，全国に事業展開した技術や特許を取得した製品の創出を支
援した。
・成長分野であるＩＣＴ分野から有望な案件が多く応募していることから，対象分野を拡充するとともに，更
なる申請件数の拡大に向けた周知に取り組む必要がある。

 【②今後の取組方針：補助制度の内容の拡充と周知啓発】
・ＩＣＴ技術に係る新事業や新商品開発を対象とするＩＣＴ分野を対象分野に拡大するとともに，金融機関や
大学，各支援機関等に本制度の幅広い周知・啓発を図り，市内企業の幅広い活用に繋げる。

3 起業家支援事業 新事業創出の促進 起業家

インキュベーション施
設の運営等（経営診
断，入居企業間の交
流促進，起業家の発
掘等）

計画どおり 3,499 H15

【①昨年度の評価（成果や課題）：成長産業に取り組む企業の入居・交流機会の創出】
・市ホームページや各種イベント等において広く周知を行うことにより，成長産業として期待できる「ＡＩ技
術」を活用した設計・開発を行う企業が新たに入居した。
・入居者へのカウンセリングを実施する中で，入居当初の目標を達成できず，課題を抱える企業が多く見
受けられることから，課題解決に資する支援者や企業とのマッチングを促進させるための交流機会の創出
等が必要である。

 【②今後の取組方針：積極的な交流機会の創出】
・新型コロナウイルス感染症の状況等も踏まえながら，入居者の経営ノウハウの向上や事業成長のため
のセミナーや交流サロン等を実施するとともに，市内起業家や中小企業，支援機関など多種多様な人々と
の交流機会を設けることで，事業成長に資する支援やノウハウ等を取得する機会の創出を図る。

4
起業家創出事業
（起業家養成事業）

　
起業家精神溢れる人材の
創出

大学生，専門学校生，
一般社会人
※特に若年者

アントレプレナーシップ
（起業家精神）を醸成
するための講座を実
施

 計画どおり 2,278 Ｈ25

【①昨年度の評価（成果や課題）：若者の創業機運の高まり・若年者へのアントレプレナーシップの醸成強
化】
・令和元年度は，２３名（大学生２０名，社会人２名，高校生１名）が受講し，２名の受講生を民間主催のビ
ジネスアイデアコンテストへ出場させた。
・経済界において，人材の採用時に「アントレプレナーシップ」を重要視する機運が高まっていることから，
大学生のみならず，高校生などの若年者に対し，高い創造意欲を持ち，積極的に挑戦する意識の醸成に
取り組む必要がある。

 【②今後の取組方針：若年層へのアントレプレナーシップ醸成強化に向けた事業内容の充実】
・令和２年度は，新型コロナウイルス感染症の影響により授業時間の確保が難しいことから実施を見合わ
せる。令和３年度以降については，大学生や高校生を始めとする若年層が起業をはじめとした自身の興
味・関心を育み，高い創造意欲や挑戦する意識を醸成することで，将来の選択肢を増やし視野を広げるこ
とができるよう，より効果的なカリキュラムの内容を検討していく。

5 ふるさと起業家支援事業 　 起業家の成長を支援
創業後５年未満の起業
家等

ふるさと納税制度を活
用したクラウドファン
ディング型創業支援
支援の実施

 計画どおり 1,741 Ｈ30

【①昨年度の評価（成果や課題）：採択事業者の事業の促進・寄附金の目標達成への取組】
・令和元年度は，中心部の廃ビルを活用してデザイナー等が集まるコワーキングスペースを構築する，ま
ちづくり事業者を１者採択した結果，９７人の支援者から１，７４１千円の寄附金があり，当事業をきっかけ
に各種メディアに取り上げられ，「第１回宇都宮地域クラウド交流会」で優勝するなど，一定の成果に繋
がった。
・目標金額達成に向けて寄附金を募集するため，ホームページのほか，ＳＮＳ等のツールを積極的に活用
し，県内外に幅広く周知する必要がある。

 【②今後の取組方針：対象起業家の発掘・寄付金募集のための周知の強化】
・令和２年度は，新型コロナウイルス感染症の影響により実施を見合わせる。令和３年度以降について
は，対象起業家や寄付者を増加させるため，メディア等を活用しながら，積極的な情報発信により，幅広く
周知に取り組んでいく。

４　今後の施策の取組方針

◆新型コロナウイルス感染症の状況なども注視しつつ，様々な成長分野における新産業の創出を図るため，多種多様な人材が出会う異
業種交流会の取り組みを更に充実させるとともに，参加者に対して積極的なアフターフォローを実施する。加えて，新産業創出支援事業
補助金など本市支援策の活用に向けた企業の掘り起こしと働きかけの強化が必要である。

◆起業家創出・支援事業においては，宇都宮ベンチャーズや宇都宮起業家支援ネットワークの各創業支援機関が起業希望者に向けて
多くの創業支援事業を実施しているが，より多くの起業希望者を発掘し，実際の創業につなげるためには，創業無関心層の起業・創業へ
の興味関心を高めるとともに，実際に起業に踏み出すきっかけとなる効果的な支援事業の実施が必要である。

◆異業種交流会などのイベントの開催に際し，新型コロナウイルス感染症の状況に応じてオンラインの活用や，令和２年度に東京に開設した「宇都宮サテライ
トオフィス」との連携により魅力的な企画運営を検討するなど，多様な人材が集う機会を創出するとともに，産学官金コーディネーターと連携した，参加者への
アフターフォローと本市補助金の活用に向けた働きかけ等を強化していく。

◆宇都宮ベンチャーズやうつのみや起業家支援ネットワークと連携し，新型コロナウイルスの状況に応じてオンラインなどの手法を検討しながら，多種多様な
人々が集まる交流会の開催や，起業に関するセミナーや相談窓口等の実施により，地域一体となり若者や女性・シニアなどの幅広い起業希望者の掘り起こし
を行うとともに，実際に起業や新規事業に取り組む人の増加を図る。

事業内容

№
事業の
進捗

Ｒ１
概算

事業費
（千円）

①課題 ②取組の方向性（課題への対応）

開始
年度

日本一
施策
事業

「①昨年度の評価（成果や課題）」と「②今後の取組方針」事業名

好循環Ｐ
・

戦略事業
・

SDGs

事業の目的



③ 153

１　施策の位置付け

Ⅴ １６

２　施策の取組状況 指標

産出 基本目標Ⅰ

成果 基本目標Ⅰ

H３0 R１ R２ R３
R４

（目標年）
評価 満足 やや満足

満足度
（計）

やや不満 不満 わからない

単年度
目標値

180 195 210 225 240
基準値
（Ｈ２９） 2.2% 18.1% 20.4% 31.0% 13.9% 29.4%

基準値
（Ｈ２９）

168 実績値 183 425 Ｈ３０ 2.0% 16.4% 18.4% 26.6% 15.1% 34.0%

目標値
（Ｒ４）

240
単年度の
達成度

101.6% 217.9% Ｒ１ 5.0% 16.2% 21.2% 25.3% 14.1% 32.7%

単年度
目標値

Ｒ２ .0%

基準値
（Ｈ２９）

実績値 Ｒ３ .0%

目標値
（Ｒ４）

単年度の
達成度

Ｒ４ .0%

単年度
目標値

242,002 242,002 243,055 243,055 243,055

基準値
（Ｈ２７）

242,002人 実績値

目標値
（Ｒ２）

243,055人
単年度の
達成度

Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

単年度
目標値

18,972 18,592 18,221 17,856 17,499 中核市平均 33.8 34.7

基準値
（Ｈ２９）

19,359人 実績値 18,883 20,962 本市実績 31.6 32.5

目標値
（Ｒ４）

17,499人
単年度の
達成度

100.5% 89.0% 本市順位 34位／54市中 39位/58市中 指標 評価

産出
指標 Ａ

成果
指標 Ｂ

市民
満足 Ｂ

構成
事業 Ｂ

市民満足度

指標名（単位）

就職率（％）

【

参
考
指
標

】

※
評
価
の
考
え
方

概ね順調 ：主にＢ評価が３つ以上
［７５点以上９０点未満］

総合評価

Ａ ：達成度１００％以上
［２５点］

Ｂ ：達成度７０％以上１００％未満
［２０点］

Ｂ ：基準値同水準（±５ｐｔ未満）
［２０点］

Ｂ ： 計画どおり
（主に構成事業４事業以上が計画どおり）

［２０点］

②市民意識
調査結果
（満足度）

③主要な構成事業の
進捗状況

①施策指標
（産出指標）
（成果指標）

施策目標
雇用が安定的に創出され，多様な人材が能力を生かしいきいきと働き，企業は人材確保・育成ができていま
す。

産
出
指
標

①
施
策
指
標

成
果
指
標

雇用保険受給者実人員数※
（ハローワーク宇都宮管内）

Ｂ

15歳以上人口に占める就業
者数

政策の柱 基本施策目標
産業集積や地域資源などの特性を生かして新技術導入による生産性の向上や新た
な雇用創出などにより，付加価値の高い製品，サービスが生み出され，地域経済循
環が進展し地域産業の創造性・発展性が高まっています。

令和２年度　行政評価　　施策カルテ

施策名 商工振興課
総合計画
記載頁

基本施策名「産業・環境の未来都市」の実現に向けて 地域産業の創造性・発展性を高める

就労・雇用対策の充実 施策主管課

関連する
SDGs目標

③主要な構成事業の進捗状況　　　　　※　各事業の詳細は「３　主要な構成事業の状況」を参照

指標名（単位） 評価

Ｂ

施策の満足度（％）
（「満足」と「やや満足」の合計）

まち・ひと・しごと創生総合戦略

結婚や子どもを持つことを願う若い世代の希望がかなえられるよう，経済的な安定や結婚につながる支援などの充実を図る。

結婚や子どもを持つことを願う若い世代の希望がかなえられるよう，経済的な安定や結婚につながる支援などの充実を図る。

85点

Ａ ：基準値より向上（＋５ｐｔ以上）
［２５点］

　Ａ ： 計画以上
（構成事業２事業以上が計画以上）

［２５点］

やや遅れ：Ｃ評価が２つ以上
（Ａ評価が２つある場合を除く）

［７５点未満］

順調 ：Ａ評価が２つ以上
（Ｃ評価がある場合を除く）

［９０点以上］

総合評価

・本市においては対東京圏への若者の転出超過が続いており，人口の東京一極集中による地方の人口減少の進行による人手不足の問題があり，国や県により地方創生の取り組みが進められている。
　このような中，新型コロナウイルス感染症拡大に伴う景気悪化により，雇用情勢は厳しさを増している。
・災害時や感染症の流行時などに備え，テレワーク等を活用し，非常時でも業務を継続していけるよう，企業の体制づくりが求められている。

施策の評価・分析　（現状とその要因の分析）

・求職者を対象としたセミナーの見直しを行い，参加者の大幅増につなげるなど，効果的に事業を実施するとともに，就職・
再就職の継続的な支援を行ったことにより，市民満足度は改善した。

市主催就職支援事業への参
加者数

Ａ

中
核
市
水
準
比
較

指標名（単位）

Ｂ

評価の
組合せ

②
市
民
満
足
度
の
推
移

施策を取り
巻く環境等

施策指標

・求職者に対する事業の周知啓発や国・県をはじめとした関係機関との連携を円滑に行ったことにより，就
職支援セミナーなどの市主催就職支援事業への参加者数は大幅に目標値を上回ったが，失業給付等の雇
用保険の受給者実人員数の達成度は，目標値を下回った。 概ね順調

Ｃ ：達成度７０％未満
［１５点］

Ｃ ：基準値より低下（－５ｐｔ以下）
［１５点］

Ｃ ： 計画より遅れ
（構成事業２事業以上が計画より遅れ）

［１５点］

※『①施策指標』の単年度の達成度の計算について

★ 逓増型の指標（目標値が基準値より増加することが望ましいもの） × １００ （％）

★ 逓減型の指標（目標値が基準値より減少することが望ましいもの） × １００ （％）

実績値
目標値

目標値
実績値

20.4 
18.4 

21.2 

0

5

10

15

20

25

30

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

調査結果 基準値+5pt
基準値-5pt

（％）

※成果指標に設定した「１５歳以上人口に占める就業者数」については，国勢調査（Ｈ２７，Ｒ２）結果から把握していることから，R１の評価に

おいては，「雇用保険受給者実人員数（ハローワーク宇都宮管内）」を代用する。



３　主要な構成事業の状況 ※　その他の事業の評価結果については，別途「事業評価一覧」を参照ください。

対象者・物（誰・何に） 取組（何を）

1 就業支援事業 好循環Ｐ 求職者の就・再就職を支援

①市内に在住または在
勤の求職者
②ハローワーク宇都宮
管内の求職者

①就・再就職に係る講
座，就職相談
②求人企業による合
同説明会・面接会等

計画どおり 45
①Ｈ18
②Ｈ14

　

【①昨年度の評価（成果や課題）：就職セミナー・合同説明会の実施】
　求職者や新卒者の円滑な就職を支援するため，各種セミナーや合同説明会等を開催するほか，セミナー
から相談へつなげることで，早期就職に寄与した。一方で，雇用環境が改善する中においても就職が決まら
ない若年求職者が抱える課題への対応など，より求職者のニーズに即した事業を展開する必要がある。

 【②今後の取組方針：効果的な事業の実施】
　就職相談において新たに相談者に対するアンケートを行うことで，日ごろから求職者のニーズの把握に努
めるほか，外部講師による専門的で実践的な講座の設定など，よりきめ細かな支援を行うほか，就職後の
情報把握に努める。また，合同説明会などの開催にあたっては，国・県をはじめとした関連機関と情報交換
を密にしながら連携して取り組む。令和２年度については，新型コロナウイルス感染症の拡大により，４，５
月開催予定の就職セミナー，５月開催予定の合同説明会・面接会については中止とした。今後の開催につ
いては，新型コロナウイルス感染症の広がりを注視し，開催にあたっては，時期の延期や中止なども含めて
慎重に判断していく。また，求職者が，多くの情報の中から，必要な情報を入手できるよう，情報リテラシー
のスキル定着促進に係る支援を行っていく。

2 就職マッチング事業
SDGs

好循環Ｐ
戦略事業

高齢者・女性の再就職の
支援

早期就職等の理由によ
り離職している５５歳以
上の求職者

出産・育児等を理由に離
職している女性の求職
者

就職に必要なプログラ
ム（研修，求人企業合
同説明会，キャリアカ
ウンセリング）を実施し
た上での就職斡旋

計画どおり 6,969 H26

【①昨年度の評価（成果や課題）：高齢者・女性の求職者への総合就職支援事業の実施】
　高齢者・女性の求職者の早期就職を促進するため，当事業を実施することで早期就職につながった。一方
で，求職者のライフスタイルに合った多様な働き方が認められてきていることから，正規雇用のみにこだわら
ない柔軟な雇用マッチングにも取り組んでいく必要がある。

 【②今後の取組方針：高齢者・女性の求職者への総合就業支援事業の更なる強化】
　昨今，就労ニーズが高まっている高齢者と女性を事業対象者とし，就職希望の視野を広げるため，正規雇
用以外も含めた，多様な業種・職種を知る合同企業説明会を設けることで早期就職を支援するほか，就職
後のカウンセリングにも取り組み，定着促進を図る。令和２年度については，事業の実施にあたり，新型コロ
ナウイルス感染症の動向を注視し，実施時期の延期や中止なども含めて慎重に判断していく。

3 ＵＪＩターン就職促進事業 好循環Ｐ
東京圏の若者等の市内へ
のＵＪＩターン就職の促進

県外在住の大学生，若
年求職者

ＵＪＩターン就職ガイド
による情報発信

計画どおり 855 H28

【①昨年度の評価（成果や課題）：ＵＪＩターン就職促進に係る情報発信の実施】
　東京圏等の若者の市内企業へのＵＪＩターン就職を促進するため，ＵＪＩターン就職の意識醸成を目的とした
ガイドによる情報発信を実施することで，若者のUJIターン就職に寄与した。一方，現在の若者を取り巻く就
職動向や雇用環境を踏まえ，より効果的な事業展開の検討が必要である。

 【②今後の取組方針：効果的な情報発信】
　今後はより効果的な事業となるよう，引き続きガイド等による情報発信事業を行うとともに，大学進学前の
高校生の段階で，市内企業等の魅力の理解促進を図る事業を実施する。令和２年度については，事業の実
施にあたり，新型コロナウイルス感染症の動向を注視し，実施時期の延期や中止なども含めて慎重に判断
していく。

4 ＵＪＩターン人材確保支援補助金 好循環Ｐ

県外大学生等の市内中小
企業の魅力に対する理解
促進とＵＪＩターン就職の意
識醸成

市内中小企業者

県外大学生等のイン
ターンシップ受け入れ
に際し，中小企業が負
担した大学生等の交
通費・宿泊費を一部補
助

計画どおり 143 Ｈ29

【①昨年度の評価（成果や課題）：インターンシップ受け入れ企業に対する補助支援】
　市内中小企業における若い人材確保を支援するため，県外大学生等のインターンシップ受け入れ企業に
対する補助事業に取り組んだことで，市内中小企業の魅力の理解促進や，UJIターン就職の意識醸成に寄
与した。一方で，より多くのインターンシップ実現に向けては，受け入れ企業の増加を図る必要があることか
ら，企業誘致推進事業会計年度任用職員による企業訪問を通じ，補助事業の周知・利用促進を図っていく。

 【②今後の取組方針：県外大学生等の参加促進と受け入れ企業の体制整備の充実】
　若者の市内企業へのUJIターン就職を促進するため，都内の「とちぎUＪIターン就職サポートセンター」との
連携により東京圏等の大学生への情報発信を強化するとともに，インターンシップ導入に関する，より実践
的なセミナーの実施により企業の受け入れ体制の充実を支援する。また，「（仮称）宇都宮サテライトオフィ
ス」を活用し，県内出身学生から意見を聴取するなど，学生の就職活動や地元就職に対する考え方などを
調査する。令和２年度については，事業の実施にあたり，新型コロナウイルス感染症の動向を注視し，実施
時期の延期や中止なども含めて慎重に判断していく。

5
若者の雇用促進・定着のための事業者向け
セミナー

　 若者の正規雇用の促進 市内事業者

若者の雇用促進・定着
に向けた企業の取組
や国等の助成金活用
方法等を紹介

計画どおり 390 H28

【①昨年度の評価（成果や課題）：若者の雇用促進・定着に向けた支援】
　若者の正規雇用を促進するため，若者の雇用促進・定着に向けた企業の取組や国等の助成金活用方法
の紹介・解説のほか，「働き方改革」に係る事業所向けセミナーに取り組んだことにより，若者が継続して働
き続けることができる職場環境の整備・改善の取組を促進した。今後は，市内企業の人材確保・定着により
効果的なテーマの選定や実施方法の検討が求められる。

 【②今後の取組方針：雇用情勢を捉えた効果的な事業の実施】
　より効果的な事業とするためには，雇用情勢を捉えた事業所の人材確保・定着に資するテーマの選定と，
若者をはじめとした多様な人材の雇用促進に向けた内容の充実が重要であることから，企業ニーズに応じ
た情報を収集し，提供していく。令和２年度については新型コロナウイルス感染症の拡大により，７月開催予
定の事業所向けセミナーは中止とした。今後の開催については，新型コロナウイルス感染症の動向を注視
し，実施時期の延期や中止なども含めて慎重に判断していく。

４　今後の施策の取組方針

事業内容

№
事業の
進捗

Ｒ１
概算

事業費
（千円）

①課題 ②取組の方向性（課題への対応）

開始
年度

日本一
施策
事業

「①昨年度の評価（成果や課題）」と「②今後の取組方針」事業名

好循環Ｐ
・

戦略事業
・

SDGs

事業の目的

・短期的には，新型コロナウイルス感染症の影響により，継続して，有効求人倍率の低下，完全失業率の上昇が懸念されることから，就労
支援に積極的に取り組む必要がある。

・一方，長期的には，今後の人口減少や東京圏への一極集中などにより，地方の人手不足は引き続き問題となると予測されることから，若
者・女性・高齢者など労働力の確保が課題となっている。

・大規模自然災害の発生時や未知の感染症の流行時等における事業継続のため，市内中小企業等に対して，テレワーク等の導入促進な
どによる支援を行っていく必要がある。

・少子高齢化・人口減少が進行する中でも，本市経済の活力を維持していくため，就労意欲の高まっている高齢者や女性に対する再就職支援に取り組む。

・また，市内企業の魅力発信により若者の地元就職やＵＪＩターンを促進するため，就職ガイド等の活用を図るほか，インターンシップ制度を導入する市内企業の
増加に取り組む。

・今後も，就職相談や就職支援セミナーの参加を促進するなど，就労支援の充実に取り組む。

・企業によるテレワーク等の導入を促進するため，導入事例のほか，活用できる国・県の制度などを，事業所便利帳や事業所向けセミナーなどで，周知及び支援
を実施していく。



① 155

１　施策の位置付け

Ⅴ １７

２　施策の取組状況 指標

産出 0

成果 0

H３0 R１ R２ R３
R４

（目標年）
評価 満足 やや満足

満足度
（計）

やや不満 不満 わからない

単年度
目標値

69 70 71 72 73
基準値
（Ｈ２９） 2.8% 14.9% 17.7% 33.7% 19.2% 24.0%

基準値
（Ｈ２７）

66事業 実績値 65 64 Ｈ３０ 1.5% 14.8% 16.3% 32.2% 21.5% 24.3%

目標値
（Ｒ４）

73事業
単年度の
達成度

94.2% 91.4% Ｒ１ 4.5% 16.7% 21.2% 27.0% 19.6% 24.3%

単年度
目標値

Ｒ２ .0%

基準値
（Ｈ２９）

実績値 Ｒ３ .0%

目標値
（Ｒ４）

単年度の
達成度

Ｒ４ .0%

単年度
目標値

59.0 64.0 69.0 74.0 79.0

基準値
（Ｈ２９）

52.6 実績値 28.5 38.9

目標値
（Ｒ４）

79
単年度の
達成度

48.3% 60.8% Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

単年度
目標値

中核市平均 0.97 1.09

基準値
（Ｈ２９）

実績値 本市実績 1.16 1.34

目標値
（Ｒ４）

単年度の
達成度

本市順位 8位/54市中 6位/58市中 指標 評価

産出
指標 Ｂ

成果
指標 Ｃ

市民
満足 Ｂ

構成
事業 Ｂ

市民満足度

魅力ある商店街等支援事業
補助制度を活用した件数

Ｂ

成
果
指
標

Ｃ

魅力ある商店街等支援事業補助制度（販売
促進事業）の活用により集客数が増加してい
ると感じている商店街の割合（％）

中
核
市
水
準
比
較

指標名（単位）

Ｂ

評価の
組合せ

②
市
民
満
足
度
の
推
移

施策を取り
巻く環境等

施策指標

・魅力ある商店街等支援事業補助制度を活用した件数については，商店街に定期的に補助制度の活用を
促したものの，昨年度と同水準であった。
・魅力ある商店街等支援事業補助制度の活用により，集客数が増加していると感じている商店街の割合
は，依然として基準値を下回っているものの，商店街の販売促進イベント等を着実に支援したことにより，一
定の賑わい創出が図られたことから，達成度は10ポイント以上，上昇した。 概ね順調

Ｃ ：達成度７０％未満
［１５点］

Ｃ ：基準値より低下（－５ｐｔ以下）
［１５点］

Ｃ ： 計画より遅れ
（構成事業２事業以上が計画より遅れ）

［１５点］

75点

Ａ ：基準値より向上（＋５ｐｔ以上）
［２５点］

　Ａ ： 計画以上
（構成事業２事業以上が計画以上）

［２５点］

やや遅れ：Ｃ評価が２つ以上
（Ａ評価が２つある場合を除く）

［７５点未満］

Ｂ ：達成度７０％以上１００％未満
［２０点］

Ｂ ：基準値同水準（±５ｐｔ未満）
［２０点］

Ｂ ： 計画どおり
（主に構成事業４事業以上が計画どおり）

［２０点］

②市民意識
調査結果
（満足度）

③主要な構成事業の
進捗状況

順調 ：Ａ評価が２つ以上
（Ｃ評価がある場合を除く）

［９０点以上］

①施策指標
（産出指標）
（成果指標）

③主要な構成事業の進捗状況　　　　　※　各事業の詳細は「３　主要な構成事業の状況」を参照

指標名（単位） 評価

Ｂ

施策の満足度（％）
（「満足」と「やや満足」の合計）

まち・ひと・しごと創生総合戦略

0

0

政策の柱 基本施策目標
社会経済環境の変化に対応するため，事業者が自主的に経営革新に取り組んでい
るとともに，企業の成長段階に応じた切れ目のない支援が充実しており，地域経済が
活性化しています。

令和２年度　行政評価　　施策カルテ

施策名 商工振興課
総合計画
記載頁

基本施策名「産業・環境の未来都市」の実現に向けて 商工・サービス業の活力を高める

魅力ある商業の振興 施策主管課

関連する
SDGs目標

総合評価

・少子高齢化や人口減少の進行に伴う「市場縮小」や，郊外型大型店舗の出店やインターネット販売市場の拡大など「商業形態の多様化」により，中小小売業においては厳しい状況が続いている。
・本市においては，郊外型大型店舗では広域からの集客で賑わいを見せる一方，中心市街地の小売業の事業者数・売場面積・年間商品販売額は，年々低下傾向にある。
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点等から，集客関連イベント等の開催・実施が減少し，商店街等による販促活動も低迷したが，国・県・市による経済対策の実施により，一定，消費マインドの回復は見られている。

施策の評価・分析　（現状とその要因の分析）

・商店街による各種イベント開催等の支援や中心商業地の賑わいの創出により，商店街の魅力向上等が図られ，市民満
足度が上昇した

施策目標 商業活動が，市民の日常生活やまちづくりを支えながら，活発化しています。

産
出
指
標

①
施
策
指
標

指標名（単位）

小売業年間商品販売額(百万円）／市民1
人

【

参
考
指
標

】

※
評
価
の
考
え
方

概ね順調 ：主にＢ評価が３つ以上
［７５点以上９０点未満］

総合評価

Ａ ：達成度１００％以上
［２５点］

※『①施策指標』の単年度の達成度の計算について

★ 逓増型の指標（目標値が基準値より増加することが望ましいもの） × １００ （％）

★ 逓減型の指標（目標値が基準値より減少することが望ましいもの） × １００ （％）

実績値

目標値

目標値
実績値

17.7 16.3 

21.2 

0

5

10

15

20

25

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

調査結果 基準値+5pt
基準値-5pt

（％）



３　主要な構成事業の状況 ※　その他の事業の評価結果については，別途「事業評価一覧」を参照ください。

対象者・物（誰・何に） 取組（何を）

1 中心商業地出店等促進事業補助金
中心商業地の空き店舗等
に新規出店を促進

中心商業地の空き店舗
に出店した経営者

内装改造費等の一部
を補助

計画どおり 15,393 H15 　

【①昨年度の評価（成果や課題）：中心商業地の新規出店への支援を着実に推進】
　中心商業地の賑わい創出のため，空き店舗へ新規出店をした経営者に対し，商工会議所を通し
て，出店費用を助成することで，中心商業地の新規出店を着実に推進した。今後は，更なる賑わい
創出に向けた支援策の充実が重要となっている。

 【②今後の取組方針：中心商業地への出店促進及び継続した支援】
　中心商業地の賑わい創出のためには，空き店舗への新規出店の促進が重要であることから，引き
続き，商工会議所を通して，新規出店者へ助成を実施するとともに，適宜，対象業種を見直すなど，
内容の充実を図りながら更なる賑わい創出を目指す。

2 魅力ある商店街等支援事業補助金
商店街等の魅力を高める
ための事業及び共同施設
の設置等を支援

商店街，商業組合，商店
街連盟等

販売促進などの共同
事業実施及び街灯設
置費，維持管理費の
一部を補助

 計画どおり 39,594 S45

【①昨年度の評価（成果や課題）：商店街の魅力向上の取組への支援を着実に推進】
　本市商業の振興を図るため，商店街等による販売促進事業や買い物環境向上のための事業に対
し助成をすることで，商店街の魅力向上を着実に推進してきた。また，商店街の商業機能の維持・強
化を図るため，中心商業地内の老朽化した共同施設（アーケード）の改修を支援した。

 【②今後の取組方針：継続した商店街の事業支援】
　地域商店街等の魅力を高め商業の振興をさらに促進するためには，引き続き，商店街の取組支援
を行うとともに，商店街等が必要とする支援の充実を図るため，ニーズ調査や次代を担う若手経営
者との意見交換等を踏まえ，日中時間帯の賑わい創出やキャッシュレス決済の導入促進を図る。

3 商業祭交付金
市内商店街の共同イベント
を支援

商店街，商店街連盟等
商店街連盟の商店街
が消費者向けイベント
を実施

 計画どおり 659 H13

【①昨年度の評価（成果や課題）：商店街主体の商店街活性化イベントへの支援を着実に推進】
　本市商業の活性化を図るため，商店街が主体となり開催している「宮の市」に対する助成を実施
し，商店街の活性化及び市内商店街の連携促進を着実に推進してきた。なお，本イベントは，商店
街の取組だけでなく，他のイベントと連携を図りながら実施することが効果的であることから，実施時
期や場所等について，他のイベントと調整を図ることが重要となっている。

 【②今後の取組方針：他のイベントとのタイアップ及びイベントへの継続した支援】
　商店街の活性化を図るためには，商店街が主体となり実施するイベントへの支援が重要であること
から，引き続き「宮の市」の開催に対し助成するとともに，市が主催・共催するイベントとのタイアップ
や調整の支援をしていく。

4 大道芸フェスティバル実行委員会交付金
中心商業地で開催される
大道芸イベントを支援

うつのみや大道芸フェス
ティバル実行委員会

大道芸を中心としたイ
ベント展開

 計画どおり 337 H20

【①昨年度の評価（成果や課題）：市民主体による中心商業地活性化のためのイベントへの支援を
着実に推進】
　まちなかの魅力向上，賑わい創出を図るのため，市民主体による「うつのみや大道芸フェスティバ
ル」の開催を支援することにより，中心市街地の活性化を着実に推進してきた。本イベントは開催よ
り１０年以上が経過したところであるが，更なる定着を図っていくためには，イベントへの継続した支
援が必要となっている。

 【②今後の取組方針：イベントの継続した支援】
　中心市街地の活性化の促進や，気軽に市民が楽しめるまちなかの雰囲気の形成のためには，市
民主体のイベントが活発に行われることが重要であることから，参加者が増加傾向にある当該イベ
ントの実施に向け，運営経費の助成や活動場所の提供，広報支援など，イベントの更なる定着を目
指す。

5 商店街空き店舗活用推進補助金
空き店舗活用による魅力と
賑わいあふれる商店街づく
りの推進

中心市街地の商店街組
織，商店街に出店してい
る者で組織する集合体，
商店街の推薦を受けた
公益活動法人等

空き店舗を活用したコ
ミュニティ創出事業の
実施経費の一部を補
助

 計画どおり 1,784 H30

【①昨年度の評価（成果や課題）：商店街等によるコミュニティ創出事業への支援を着実に推進】
　中心商店街の更なる賑わい創出を図るため，商店街自らが取り組む空き店舗を活用したコミュ二
ティ創出事業に対し助成を実施することで，賑わいのある商店街づくりを着実に推進した。今後は，
更なる賑わい創出に向けて，コミュニティ活動を活発化することが重要となっている。

 【②今後の取組方針：継続した商店街等によるコミュニティ創出事業の支援】
　中心商店街の更なる賑わい創出を図るためには，商店街自らが取り組むコミュニティ創出事業な
ど，賑わいづくりの取組への支援が重要であることから，引き続き，空き店舗を活用し，事業を実施し
ている商店街に対する助成を行うとともに，オリオン市民広場のイベントと合わせて，イベント主催者
等に対し空き店舗の活用を促すなど，更なる活性化の支援を行う。

４　今後の施策の取組方針

事業内容

№
事業の
進捗

Ｒ１
概算

事業費
（千円）

①課題 ②取組の方向性（課題への対応）

開始
年度

日本一
施策
事業

「①昨年度の評価（成果や課題）」と「②今後の取組方針」事業名

好循環Ｐ
・

戦略事業
・

SDGs

事業の目的

・　市内の商店街においては，郊外型大型店舗の進出や多様化した消費者ニーズ，消費形態の変化への対応が求められているため，地域
商店街が持つ身近な買い物の場やコミュニティの場となる生活支援機能を維持・向上させつつ，顧客ニーズの把握に努めながら，地域の特
性に応じた更なる活性化に向けた支援策の充実を図る必要がある。

・中心商店街においては，飲食店を中心とした出店が進み，空き店舗が減少するなど，休日や夜間を中心に一定賑わいを見せているが，平
日昼間の通行量は未だに少ない状況にあることから，中心商店街の更なる賑わい創出に資する支援策を検討する必要がある。

・多様化する消費者ニーズや消費形態の変化に対応するため，ニーズ調査や次代を担う若手経営者との意見交換等を踏まえて，キャッシュレス決済の
導入促進など，各商店街における生産性向上や顧客拡大の取組を支援していく。

・中心商店街における平日の昼間の賑わい創出を図るため。商工会議所等との連携を図りながら，空き店舗への新規出店や商店街の魅力を高めるため
のイベント等への支援を継続していく。



② 155

１　施策の位置付け

Ⅴ １７

２　施策の取組状況 指標

産出 0

成果 0

H３０ R１ R２ R３
R４

（目標年）
評価 満足 やや満足

満足度
（計）

やや不満 不満 わからない

単年度
目標値

70 75 80 85 90
基準値
（Ｈ２９） 2.6% 14.5% 17.1% 23.4% 9.3% 44.8%

基準値
（Ｈ２８）

63件 実績値 60 63 Ｈ３０ 1.5% 16.1% 17.6% 20.2% 9.2% 46.8%

目標値
（Ｒ４）

90件
単年度の
達成度

85.7% 84.0% Ｒ１ 4.8% 13.6% 18.4% 16.9% 7.9% 49.6%

単年度
目標値

Ｒ２ .0%

基準値
（Ｈ２９）

実績値 Ｒ３ .0%

目標値
（Ｒ４）

単年度の
達成度

Ｒ４ .0%

単年度
目標値

48 46 44 42 40

基準値
（Ｈ２８）

50件 実績値 36 26

目標値
（Ｒ４）

40件
単年度の
達成度

133.3% 176.9% Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

単年度
目標値

中核市平均 727.89 761.45

基準値
（Ｈ２９）

実績値 本市実績 1114.37 1125.82

目標値
（Ｒ４）

単年度の
達成度

本市順位 9位/54市中 7位/46市中 指標 評価

産出
指標 Ｂ

成果
指標 Ａ

市民
満足 Ｂ

構成
事業 Ｂ

市民満足度

事業承継に関する相談件数

Ｂ

成
果
指
標

Ａ

市内中小企業の倒産件数

中
核
市
水
準
比
較

指標名（単位）

Ｂ

評価の
組合せ

②
市
民
満
足
度
の
推
移

施策を取り
巻く環境等

施策指標

・事業承継セミナーの開催や商工会議所等の中小企業支援団体による企業ヒアリングなどにより，早期取
組の必要性や重要性が一定浸透している一方で，中小企業支援団体のヒアリングなどにおいて，センター
に相談すべき案件と，税理士や栃木県よろず支援拠点などの他の機関に相談すべき案件との整理・誘導が
図られてきたことから，事業引継ぎ支援センターへの市内事業者の相談件数は，基準年度とほぼ同程度と
なっている。
・市内中小企業においては，新型コロナウイルス感染症の影響を受けているものの，国・県・市や金融機関
の緊急的な支援などにより，倒産件数が減少している。

概ね順調

Ｃ ：達成度７０％未満
［１５点］

Ｃ ：基準値より低下（－５ｐｔ以下）
［１５点］

Ｃ ： 計画より遅れ
（構成事業２事業以上が計画より遅れ）

［１５点］

85点

Ａ ：基準値より向上（＋５ｐｔ以上）
［２５点］

　Ａ ： 計画以上
（構成事業２事業以上が計画以上）

［２５点］

やや遅れ：Ｃ評価が２つ以上
（Ａ評価が２つある場合を除く）

［７５点未満］

Ｂ ：達成度７０％以上１００％未満
［２０点］

Ｂ ：基準値同水準（±５ｐｔ未満）
［２０点］

Ｂ ： 計画どおり
（主に構成事業４事業以上が計画どおり）

［２０点］

②市民意識
調査結果
（満足度）

③主要な構成事業の
進捗状況

順調 ：Ａ評価が２つ以上
（Ｃ評価がある場合を除く）

［９０点以上］

①施策指標
（産出指標）
（成果指標）

③主要な構成事業の進捗状況　　　　　※　各事業の詳細は「３　主要な構成事業の状況」を参照

指標名（単位） 評価

Ｂ

施策の満足度（％）
（「満足」と「やや満足」の合計）

まち・ひと・しごと創生総合戦略

0

0

政策の柱 基本施策目標
社会経済環境の変化に対応するため，事業者が自主的に経営革新に取り組んでい
るとともに，企業の成長段階に応じた切れ目のない支援が充実しており，地域経済が
活性化しています。

令和２年度　行政評価　　施策カルテ

施策名 商工振興課
総合計画
記載頁

基本施策名「産業・環境の未来都市」の実現に向けて 商工・サービス業の活力を高める

安定した経営基盤の確立 施策主管課

関連する
SDGs目標

総合評価

・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて，多くの中小企業において短期的な資金需要が生じたが，本市融資制度を含む各種支援により，中小企業の資金繰りは一定，安定が図られてきた。
・倒産件数が減少を続けている一方で，今後，新型コロナウイルス感染症の影響を受けて経営状況が悪化する中小企業の増加が見込まれることに加え，経営者の高齢化や後継者不足を背景に，休廃業・解散企業は年々増加傾向にあり，特に
小規模企業の廃業が多くなっている。

施策の評価・分析　（現状とその要因の分析）

・市民満足度は，支援機関による経営相談の実施や円滑な事業承継支援など，中小企業の経営基盤の強化に対する支
援を継続的に実施していることから，緩やかに上昇している。

施策目標 中小企業が，経営力を高め，安定した経営基盤を確立しています。

産
出
指
標

①
施
策
指
標

指標名（単位）

従業者規模4～299人の製造業製造品出荷
額等

【

参
考
指
標

】

※
評
価
の
考
え
方

概ね順調 ：主にＢ評価が３つ以上
［７５点以上９０点未満］

総合評価

Ａ ：達成度１００％以上
［２５点］

※『①施策指標』の単年度の達成度の計算について

★ 逓増型の指標（目標値が基準値より増加することが望ましいもの） × １００ （％）

★ 逓減型の指標（目標値が基準値より減少することが望ましいもの） × １００ （％）

実績値

目標値

目標値
実績値

17.1 17.6 18.4 
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３　主要な構成事業の状況 ※　その他の事業の評価結果については，別途「事業評価一覧」を参照ください。

対象者・物（誰・何に） 取組（何を）

1 商工会議所事業補助金
商工会議所が行う事業者向
け研修会などを支援

宇都宮商工会議所
（会員事業所　5,936事業
所）

商工業の振興のため，
商品開発，主要な統計
調査，事業所の広報宣
伝などの一般事業に対
し，事業にかかる経費の
一部を補助

 計画どおり 7,426 S34

【①昨年度の評価（成果や課題）：商工関係団体に対する支援を着実に推進】
 本市商工業の振興のため，中小企業支援団体である宇都宮商工会議所に対する助成を実施し，中小企
業の人材確保・育成や商店街活動の支援など，中小企業の経営の安定と商工業の振興を着実に推進し
た。

 【②今後の取組方針：継続した商工関係団体に対する事業支援】
 本市商工業の振興のためには，中小企業の経営基盤の強化や商店街活動の活性化が重要なことから，
引き続き，宇都宮商工会議所が実施する事業を支援していく。

2 商工会議所中小企業相談所事業補助金
中小企業相談所が行う事
業者向け研修会などを支
援

宇都宮商工会議所
（会員事業所　5,936事業
所）

商工業の振興のため，
経営革新，経営改善な
どの相談事業に対し，
事業にかかる経費の
一部を補助

 計画どおり 4,577 S35

【①昨年度の評価（成果や課題）：中小企業への相談事業の支援を着実に推進】
　中小企業支援団体である宇都宮商工会議所に対する助成を実施し，中小企業の個別企業診
断，指導など，経営改善・向上に向けた取組を実施している中小企業の支援を着実に推進した。

 【②今後の取組方針：継続した中小企業への事業相談支援】
　本市商工業の振興のためには，中小企業の経営の基盤強化・合理化の促進が重要なことか
ら，引き続き，商工会議所が実施する事業を支援していく。

3 うつのみや市商工会事業補助金
うつのみや市商工会が行う
事業者向け研修会などを
支援

うつのみや市商工会（会
員企業数　583企業）

商工業の振興のため，
経営・技術強化支援，
金融相談などの一般
事業に対し，事業にか
かる経費の一部を補
助

 計画どおり 9,225 H23

【①昨年度の評価（成果や課題）：商工関係団体に対する支援を着実に推進】
　本市商工業の振興のため，中小企業支援団体であるうつのみや市商工会への助成を実施し，
経営改善普及事業など企業の育成支援や中小企業診断士による店舗・工場診断など，中小企業
の経営の安定と商工業の振興を着実に推進した。

 【②今後の取組方針：継続した商工関係団体に対する事業支援】
　本市商工業の振興のためには，中小企業の経営基盤の強化や地域商工業の活性化が重要な
ことから，引き続き，商工会が実施する事業を助成していく。

4 事業承継支援事業 戦略事業
市内事業者の円滑な事業
承継の促進

市内全企業

早期・計画的に事業承
継に取り組む意識醸
成のためのセミナーを
開催

 計画どおり 100 H30

【①昨年度の評価（成果や課題）：円滑な事業承継への支援を着実に推進】
　経営者の高齢化の進行や後継者不足を背景とする廃業を防ぎ，持続的な地域経済の活性化を
図るため，経営者を対象とした早期・計画的な事業承継の取組を促す「事業承継セミナー」を実施
し，円滑な事業承継の促進を着実に推進した。今後，更に円滑な事業承継の促進を図るために
は，経営者（被承継者）向けのほか，承継者や仲介する士業など多方面への切れ目のない支援
が必要となっている。

 【②今後の取組方針：事業者ニーズを反映した事業承継の支援】
　円滑な事業承継を促進するため，引き続き，早めの気づきを促す「事業承継セミナー」を実施し
経営者の意識醸成を図る。令和２年度については，新型コロナウイルス感染症の拡大により，各
セミナーの延期・中止を決定したところであるが，引き続き感染症の動向を注視しつつ，栃木県事
業引継ぎ支援センターと調整を図りながら，着実な事業の実施に努めていく。

5 県中小企業団体中央会事業補助金
県中小企業団体中央会が
行う事業者向け研修会など
を支援

栃木県中小企業団体中
央会（会員事業所　498
事業所）

栃木県中小企業団体
中央会が行う組織化
事業に係る経費の一
部を補助

 計画どおり 255 S42

【①昨年度の評価（成果や課題）：商工関係団体に対する支援を着実に推進】
　本市商工業の振興のため，中小企業支援団体である栃木県中小企業団体中央会に対する助
成を実施し，企業組合等の組織化や新規創業・事業化の促進，法人化の支援など，中小企業者
の連携促進や創業の促進を着実に推進した。

 【②今後の取組方針：継続した商工関係団体に対する事業支援】
　本市商工業の振興のためには，中小企業者等の連携促進及び創業の促進が重要なことから，
引き続き，栃木県中小企業団体中央会が実施する事業を支援していく。

４　今後の施策の取組方針

・本市商工業の振興のためには，中小企業の経営改善，経営・技術強化支援，金融相談などを行う商工会議所等の中小企業支援団体との連携が不
可欠であることから，更なる連携強化を図るとともに，必要な支援の検討を行う。

・小規模企業をはじめとした市内中小企業に対し，引き続き，事業引継ぎ支援センターなど支援団体との適切な役割分担，更なる連携強化等により，
市の主な役割である支援の必要な事業者の掘り起こしや早期・計画的な事業承継の準備を促進するなど，円滑な事業承継の支援に取り組む。

事業内容

№
事業の
進捗

Ｒ１
概算

事業費
（千円）

①課題 ②取組の方向性（課題への対応）

開始
年度

日本一
施策
事業

「①昨年度の評価（成果や課題）」と「②今後の取組方針」事業名

好循環Ｐ
・

戦略事業
・

SDGs

事業の目的

・本市の中小企業は，人口減少・少子高齢化の進行による人手不足や国際競争力の激化など，様々な課題を抱えており，それらの厳しい環
境を克服し，持続的に発展していくためには，企業の経営力強化が重要である。また，今後，新型コロナウイルス感染症の影響を受け，経営
が悪化する中小企業の増加が懸念されることから，特に，経営基盤が脆弱な小規模企業においては，支援機関等との連携を強化し，きめ
細かな支援を行う必要がある。

・中小・小規模事業者における経営者の高齢化や後継者不足が進行する中，後継者未定による廃業も増加しており，事業承継への早期取
組が重要である。また，新型コロナウイルス感染症の影響により，今後，経営が悪化する中小企業の増加が懸念され，事業者の事業承継
支援がさらに重要となることから，円滑な事業承継の促進を図るため，個々の事業者の課題・ニーズに応じた支援策が必要となっている。



③ 156

１　施策の位置付け

Ⅴ １７

２　施策の取組状況 指標

産出 0

成果 0

H３0 R１ R２ R３
R４

（目標年）
評価 満足 やや満足

満足度
（計）

やや不満 不満 わからない

単年度
目標値

37 37 37 37 37
基準値
（Ｈ２９） 2.6% 13.9% 16.5% 25.6% 10.3% 41.9%

基準値
（Ｈ２８）

35件 実績値 41 35 Ｈ３０ 1.8% 14.6% 16.4% 21.0% 8.4% 49.1%

目標値
（Ｒ４）

37件
単年度の
達成度

110.8% 94.6% Ｒ１ 3.3% 15.8% 19.1% 16.0% 8.8% 49.2%

単年度
目標値

Ｒ２ .0%

基準値
（Ｈ２９）

実績値 Ｒ３ .0%

目標値
（Ｒ４）

単年度の
達成度

Ｒ４ .0%

単年度
目標値

12.58 12.81 13.04 13.27 13.51

基準値
（Ｈ２６）

12.12
百万円

実績値
12.72
（H29)

13.13
（H30）

目標値
（R４）

13.51
百万円

単年度の
達成度

101.1% 102.5% Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

単年度
目標値

中核市平均 727.89 761.45

基準値
（Ｈ２９）

実績値 本市実績 1114.37 1125.82

目標値
（Ｒ４）

単年度の
達成度

本市順位 9位/54市中 7位/46市中 指標 評価

産出
指標 Ｂ

成果
指標 Ａ

市民
満足 Ｂ

構成
事業 Ｂ

市民満足度

総合評価

・中小企業の国内設備投資は，平成２５年から増加傾向にあったが，平成２８年以降は横ばいとなり，大企業との差が拡大傾向にある。
・多くの中小企業が新型コロナウイルス感染症の影響を受けており，その支援として国が中心となって，設備投資促進策等が講じられているが，中小企業における労働力の確保については，さらなる対応が必要となることから，それらの解決に
資する業務ＩＴ化などの生産性向上に資する取組が急務となっている。

施策の評価・分析　（現状とその要因の分析）

・市民満足度は，中小企業の設備投資や特許取得，ＩＣＴ利活用に対する助成などを着実に実施していることから，数値は
上昇した。

施策目標 中小企業が，技術の革新，経営の合理化などを進め，持続的に成長しています。
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従業者規模4～299人の製造業製造品出荷
額等

【
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え
方

概ね順調 ：主にＢ評価が３つ以上
［７５点以上９０点未満］

総合評価

Ａ ：達成度１００％以上
［２５点］

政策の柱 基本施策目標
社会経済環境の変化に対応するため，事業者が自主的に経営革新に取り組んでい
るとともに，企業の成長段階に応じた切れ目のない支援が充実しており，地域経済が
活性化しています。

令和２年度　行政評価　　施策カルテ

施策名 商工振興課
総合計画
記載頁

基本施策名「産業・環境の未来都市」の実現に向けて 商工・サービス業の活力を高める

中小企業の経営・技術革新の促進 施策主管課

関連する
SDGs目標

順調 ：Ａ評価が２つ以上
（Ｃ評価がある場合を除く）

［９０点以上］

①施策指標
（産出指標）
（成果指標）

③主要な構成事業の進捗状況　　　　　※　各事業の詳細は「３　主要な構成事業の状況」を参照

指標名（単位） 評価

Ｂ

施策の満足度（％）
（「満足」と「やや満足」の合計）

まち・ひと・しごと創生総合戦略

0

0

施策を取り
巻く環境等

施策指標

・生産性の向上に対する意識や設備投資への意欲が高まっている中小企業は存在するものの，設備投資
は各企業によって適切なタイミングがあり，高度化設備設置補助制度利用件数の目標値を下回ったもの
の，基準値と同程度の実績を維持した。
・成果指標の達成度については，中小製造業の設備投資などによる生産性向上の取組により，製品出荷額
等が伸び，一人あたりの付加価値額が増加し，目標値を上回った。

概ね順調

Ｃ ：達成度７０％未満
［１５点］

Ｃ ：基準値より低下（－５ｐｔ以下）
［１５点］

Ｃ ： 計画より遅れ
（構成事業２事業以上が計画より遅れ）

［１５点］

85点

Ａ ：基準値より向上（＋５ｐｔ以上）
［２５点］

　Ａ ： 計画以上
（構成事業２事業以上が計画以上）

［２５点］

やや遅れ：Ｃ評価が２つ以上
（Ａ評価が２つある場合を除く）

［７５点未満］

Ｂ ：達成度７０％以上１００％未満
［２０点］

Ｂ ：基準値同水準（±５ｐｔ未満）
［２０点］

Ｂ ： 計画どおり
（主に構成事業４事業以上が計画どおり）

［２０点］

②市民意識
調査結果
（満足度）

③主要な構成事業の
進捗状況

高度化設備設置補助制度を
活用した件数

Ｂ

成
果
指
標

Ａ

従業員規模4～299人の事業所（製造業）に
おける従業員1人当たりの付加価値額

中
核
市
水
準
比
較

指標名（単位）

Ｂ

評価の
組合せ

②
市
民
満
足
度
の
推
移

※『①施策指標』の単年度の達成度の計算について

★ 逓増型の指標（目標値が基準値より増加することが望ましいもの） × １００ （％）

★ 逓減型の指標（目標値が基準値より減少することが望ましいもの） × １００ （％）

実績値

目標値

目標値
実績値

16.5 16.4 
19.1 
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３　主要な構成事業の状況 ※　その他の事業の評価結果については，別途「事業評価一覧」を参照ください。

対象者・物（誰・何に） 取組（何を）

1 中小企業高度化設備設置補助金
技術の高度化・合理化を促
進

市内中小企業（製造業
者等）

機械設備の取得費の
一部を補助

 計画どおり 89,908 H18

【①昨年度の評価（成果や課題）：高度化設備の取得への支援を着実に推進】
・中小企業の生産性向上・経営力強化を図るため，企業が技術の高度化・経営の合理化のため
設置した設備投資に対し助成することで，企業の技術力及び経営力の向上を着実に推進した。今
後は，市内中小・小規模企業の更なる生産性向上・経営力強化を図るため，助成内容や条件な
どの見直しを検討する必要がある。

 【②今後の取組方針：継続した高度化設備の取得促進の支援】
・中小企業の付加価値や競争力を高めるためには，企業の技術の高度化・経営の合理化を図る
ための設備投資を促進していくことが重要であることから，引き続き，設備投資を支援するととも
に，助成内容や条件の見直しの検討を行う。

2 特許権等取得促進事業補助金
産業財産権等の取得への
意欲を喚起

産業財産権を出願した
市内中小企業

産業財産権等取得に
かかる経費の一部を
補助

 計画どおり 2,492 H17

【①昨年度の評価（成果や課題）：中小企業の産業財産権等取得への支援を着実に推進】
・中小企業の生産性向上・経営力強化を図るため，産業財産権等の取得を出願した中小企業に
対して，出願に係る経費を助成し，企業の製品・サービス及び技術の開発促進を着実に推進し
た。今後とも国の動向を注視し，適切な制度内容の検討に努める必要がある。

 【②今後の取組方針：継続的な中小企業の産業財産権等取得の支援】
・中小企業の付加価値や競争力を高めるためには，企業の技術向上の取組を促すことが重要で
あることから，引き続き，産業財産権の取得への意欲喚起及び取得を支援していく。

3 ＩＣＴ利活用促進事業
好循環P
戦略事業

中小企業の生産性向上や
経営力強化に資する「ＩＣＴ
利活用」の促進

市内全企業

ＩＣＴ導入に係るメリット
の理解促進や社内でＩ
ＣＴ利活用を担う人材
の育成を目的としたセ
ミナーを開催

 計画どおり 250 H30

【①昨年度の評価（成果や課題）：中小企業のＩＣＴ利活用への支援を着実に推進】
 ・中小企業の生産性向上・経営力強化を図るため，企業の経営者やＩＣＴ利活用を担う人材を対
象としたセミナーを実施し，ＩＣＴ導入に係るメリットの理解促進や人材育成を着実に推進した。今
後は，キャッシュレスや企業間取引の電子化等，ビジネスにおけるＩＣＴの利用拡大が見込まれる
ことから，特に小規模事業者に対してＩＣＴ導入を促進するため，ICTに馴染のない事業者の関心
を引き出し，分かり易いセミナーを実施する必要がある。

 【②今後の取組方針：ＩＣＴを活用できる人材の育成や個別の業務課題の解決に向けた支援の実
施】
 ・中小企業の持続的発展のためには，企業のＩＣＴ利活用促進は必要不可欠であることから，引
き続き，ＩＣＴ導入の理解促進や人材育成のためのセミナーを定期的に開催する。
・令和2年度は，新型コロナウイルス感染症の拡大により，専門家を派遣し，各企業に合ったICT
導入を支援する「小規模製造業向けICT促進事業」の実施を見送ったところであるが，製造業にお
ける業務へのICT導入の必要性は依然として高いことから，継続して周知・啓発を行っていく。
・また，国の消費活性化策の一環である「マイナポイント事業」を含む各種施策を活用してセミ
ナーを開催するなど，飲食・小売・サービス店舗を中心とした，キャッシュレス決済の導入促進に
向け，関係団体等と連携しながら，周知を行っていく。

4 ＩＣＴ利活用促進補助金
好循環P
戦略事業

中小企業の生産性向上や
経営力強化に資する「ＩＣＴ
利活用促進」の促進

卸売業，小売業，サービ
ス業の小規模事業者

業務効率化や売上アッ
プを図るため，ＩＣＴを
導入する場合の経費
の一部を助成

 計画どおり 374 H30

【①昨年度の評価（成果や課題）：中小企業のＩＣＴ利活用への支援を着実に推進】
・生産性が低いとされている卸売業，小売業，サービス業の生産性向上・経営力強化を図るた
め，小規模事業者が取り組むＩＣＴ導入に係る経費の一部を助成し，企業の生産性向上・経営力
強化を支援してきた。今後は，補助制度の認知度を高め，更なる活用を促すため，効果的な周知
方法を検討する必要がある。

 【②今後の取組方針：継続した中小企業のＩＣＴ利活用促進の支援】
・中小企業の持続的発展のためには，企業のＩＣＴ利活用促進は必要不可欠であることから，引き
続き，ＩＣＴを導入する企業への助成を行うとともに，ICTセミナーにおける活用事例の紹介や，商
工会議所や商工会等の関係機関を通じたICT活用事例のチラシの配布など，あらゆる機会を捉え
て制度の周知を図っていく。

5 宮のものづくり達人事業
企業支援・人材育成・後継
者確保・ものづくり学習の
促進

・卓越した技術・技能を
有する者（認定）
・企業・地域・学校など
（派遣）

宮のものづくり達人の
認定及び派遣

 計画どおり 290 H14

【①昨年度の評価（成果や課題）：技術，ものづくり周知の支援を着実に推進】
・本市地域産業の振興のため，卓越した技術・技能を有する者を「宮のものづくり達人」として認定
して，学校，地域等に派遣し，技術指導や体験教室等を実施することで，ものづくり学習の促進等
を着実に推進した。一方で，派遣する達人や制度を利用する団体が固定化している傾向にあるこ
とから，制度の更なる利用拡大を図るための方法を検討する必要がある。

 【②今後の取組方針：継続した技術，ものづくり周知の支援】
・「宮のものづくり達人」の認定及び，達人の派遣を実施することで，技術・技能を尊重する機運を
醸成し，地域産業の振興に繋げていくことが重要であることから，引き続き，達人のパンフレットを
活用した広報などにより，制度の利用促進に向けた方法について検討を行う。

４　今後の施策の取組方針

・労働力人口の減少による人手不足の深刻化や企業間競争の激化に対応し，生産性の向上や製品の付加価値を図るため，積極的な設備
投資や新たな技術活用を促進する必要がある。

・商業・サービス業については，ＩＣＴ利活用の遅れが見られ，他の業種と比べて生産性が低いことから，売上拡大やコスト削減などの生産性
向上を図るため，商業・サービス業のＩＣＴの積極的な活用を促進する必要がある。また，本市の産業を支えている製造業においても，大企
業や中堅企業と比較して，中小・小規模事業者のＩＴ・ＩｏＴ化が進んでおらず，本市産業の衰退につながる恐れがあることから，ＩＣＴ化の促進
を図る必要がある。

・企業の技術の高度化や生産性向上を図るための新たな設備投資，特許出願等の産業財産権出願に活用できる各種補助制度の活用促進等による，
着実な支援を行う。

・セミナーの実施などにより企業のＩＣＴ人材育成やＩＣＴ利活用の必要性・有用性の理解促進を図るほか，商業・サービス業の小規模企業のＩＣＴ導入へ
の助成を行うなど，生産性向上に向けた企業の取組を支援する。また，小規模製造業におけるＩＴ・ＩｏＴ化の促進支援により，本市製造業の競争力の底
上げを図る。

事業内容

№
事業の
進捗

Ｒ１
概算

事業費
（千円）

①課題 ②取組の方向性（課題への対応）

開始
年度

日本一
施策
事業

「①昨年度の評価（成果や課題）」と「②今後の取組方針」事業名

好循環Ｐ
・

戦略事業
・

SDGs

事業の目的



④ 156

１　施策の位置付け

Ⅴ １７

２　施策の取組状況 指標

産出 0

成果 0

H３０ R１ R２ R３
R４

（目標年）
評価 満足 やや満足

満足度
（計）

やや不満 不満 わからない

単年度
目標値

13.5 13.5 14.3 15.1 15.9
基準値
（Ｈ２９） 4.8% 32.3% 37.1% 25.2% 5.8% 25.8%

基準値
（Ｈ２９）

12.4万t 実績値 11.6 11.4 Ｈ３０ 4.1% 29.4% 33.5% 15.3% 7.2% 38.1%

目標値
（Ｒ４）

15.9万t
単年度の
達成度

85.9% 84.4% Ｒ１ 8.1% 27.7% 35.8% 16.7% 6.7% 33.9%

単年度
目標値

Ｒ２ .0%

基準値
（Ｈ２９）

実績値 Ｒ３ .0%

目標値
（Ｒ４）

単年度の
達成度

Ｒ４ .0%

単年度
目標値

132.4 132.4 140.2 148.0 158.7

基準値
（Ｈ２９）

122.8% 実績値 113.7 111.7

目標値
（Ｒ４）

158.7%
単年度の
達成度

85.9% 84.4% Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

単年度
目標値

中核市平均 60.3 52.1

基準値
（Ｈ２９）

実績値 本市実績 58.4 56.8

目標値
（Ｒ４）

単年度の
達成度

本市順位 6位/15市中 6位/18市中 指標 評価

産出
指標 Ｂ

成果
指標 Ｂ

市民
満足 Ｂ

構成
事業 Ｂ

市民満足度

総合評価

・社会構造の変化に伴う出荷者・消費者ニーズの多様化により，市場取扱数量が減少傾向にあることから，市場機能の維持・向上や市場の集荷・販売力を強化するなどして，市場の競争力を強化する必要がある。
・卸売市場法改正に伴う規制緩和を活用した新たな賑わいや市民に親しまれる市場の創出のほか，市場の役割である流通機能のＰＲの充実など，市場に対する理解を深めることにより市場の活性化を図る必要がある。

施策の評価・分析　（現状とその要因の分析）

・市場と食に関する情報の発信機能の強化に向け，市場の一般開放，見学会や各種講座を実施するほか市場ホームペー
ジの充実を図るなど，市場機能の普及啓発等に取り組んできたことにより市民満足度は前年度より改善している。

施策目標 生産者から消費者までの生鮮食料品の流通体制が確保され，安定的に供給されています。

産
出
指
標

①
施
策
指
標

指標名（単位）

中央卸売市場取扱高（青果物，千円）/市
民1人

【

参
考
指
標

】

※
評
価
の
考
え
方

概ね順調 ：主にＢ評価が３つ以上
［７５点以上９０点未満］

総合評価

Ａ ：達成度１００％以上
［２５点］

政策の柱 基本施策目標
社会経済環境の変化に対応するため，事業者が自主的に経営革新に取り組んでい
るとともに，企業の成長段階に応じた切れ目のない支援が充実しており，地域経済が
活性化しています。

令和２年度　行政評価　　施策カルテ

施策名 中央卸売市場
総合計画
記載頁

基本施策名「産業・環境の未来都市」の実現に向けて 商工・サービス業の活力を高める

流通機能の充実 施策主管課

関連する
SDGs目標

順調 ：Ａ評価が２つ以上
（Ｃ評価がある場合を除く）

［９０点以上］

①施策指標
（産出指標）
（成果指標）

③主要な構成事業の進捗状況　　　　　※　各事業の詳細は「３　主要な構成事業の状況」を参照

指標名（単位） 評価

Ｂ

施策の満足度（％）
（「満足」と「やや満足」の合計）

まち・ひと・しごと創生総合戦略

0

0

施策を取り
巻く環境等

施策指標

・青果については，野菜は生産地での天候不順等の影響が少なく前年並みの取扱数量を維持したが，果実
は冬果実の生育不良による販売不振により，取扱数量が減少した。
・水産については，サンマ，スルメイカの大不漁による鮮魚の減少や，原料不足による冷凍魚・塩干加工品
の減少に加え，新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による需要減により取扱数量が減少した。

概ね順調

Ｃ ：達成度７０％未満
［１５点］

Ｃ ：基準値より低下（－５ｐｔ以下）
［１５点］

Ｃ ： 計画より遅れ
（構成事業２事業以上が計画より遅れ）

［１５点］

80点

Ａ ：基準値より向上（＋５ｐｔ以上）
［２５点］

　Ａ ： 計画以上
（構成事業２事業以上が計画以上）

［２５点］

やや遅れ：Ｃ評価が２つ以上
（Ａ評価が２つある場合を除く）

［７５点未満］

Ｂ ：達成度７０％以上１００％未満
［２０点］

Ｂ ：基準値同水準（±５ｐｔ未満）
［２０点］

Ｂ ： 計画どおり
（主に構成事業４事業以上が計画どおり）

［２０点］

②市民意識
調査結果
（満足度）

③主要な構成事業の
進捗状況

中央卸売市場年間取扱数量

Ｂ

成
果
指
標

Ｂ

宇都宮市民への生鮮食料品
供給率（％）

中
核
市
水
準
比
較

指標名（単位）

Ｂ

評価の
組合せ

②
市
民
満
足
度
の
推
移

※『①施策指標』の単年度の達成度の計算について

★ 逓増型の指標（目標値が基準値より増加することが望ましいもの） × １００ （％）

★ 逓減型の指標（目標値が基準値より減少することが望ましいもの） × １００ （％）

実績値

目標値

目標値
実績値

37.1 
33.5 35.8 
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基準値-5pt

（％）



３　主要な構成事業の状況 ※　その他の事業の評価結果については，別途「事業評価一覧」を参照ください。

対象者・物（誰・何に） 取組（何を）

1 市場内コミュニケーション強化事業
・食の安定確保と物流体制の
強化
・食の安全・安心の確保

市場関係者
・事業懇談会の開催支援
・連絡会議（青果部会・水
産部会）の開催

計画どおり - Ｈ24 　

【①昨年度の評価（成果や課題）：市場関係者間の情報交換の支援】
・卸・仲卸業者の担当者レベルの意見交換会の場である事業懇談会において，水産業界内の課題である取引代金の支払
い日までの期間についての検討作業を促進した。
　卸売業者，仲卸組合，小売商組合を構成員とする連絡会議（青果部会，水産部会）を開催することにより，集荷物の数量
や価格の動向などについての情報交換を促進した。

【②今後の取組方針：市場関係者間の情報交換の活発化】
 ・市場取引の活性化のためには，卸・仲卸・小売商の間で，入荷予定や価格動向の情報交換の強化が重要であることか
ら，引き続き，事業懇談会や連絡会議（青果部会，水産部会）の活用や，食品展示会等で得た新たな産地などの情報を市
場内業者へ提供することにより，集荷力・販売力の強化を図る。

2 危機管理対策事業
・食の安定確保と物流体制の
強化
・食の安全・安心の確保

市場関係者 危機・災害対策の強化 計画どおり - Ｈ22

【①昨年度の評価（成果や課題）：危機管理・災害対策のための市場内訓練の実施，連絡体制の強化】
・市場関係者と連携し，訓練実施に係る周知徹底に努めることにより，市場関係者の防火防災意識の向上を図ることがで
きた。
・一方で，地震や火災に限らず，様々な災害や危機に対応すべく，市場全体における危機管理体制の見直し・強化が必要
である。
　新型コロナウイルス感染症にかかる予防策や業務継続に関するガイドラインなど国等から提供された情報について，卸売
場への掲示や場内放送，市場ホームページで市場関係者に周知するとともに，市場内業者の従業員に感染者が出た場合
を想定した「中央卸売市場危機管理対策本部」の立ち上げ準備や市場内業者と市（開設者）との連絡体制などの見直しな
どにより感染症の予防などに努めた。

【②今後の取組方針：様々な災害に対応できる危機管理体制の強化】
・様々な災害時においても食の安定供給と物流体制を維持するために，地震を始め，感染症等の災害を想定した業務継続
計画（ＢＣＰ）を早期に見直すことにより，今後更なる危機管理体制の強化に努めるとともに，災害時における市場内業者と
の連携や情報伝達の向上を図っていく。

3 宇都宮市中央卸売市場一般開放事業 　
・市場と食に関する情報発信
の充実

一般消費者 一般開放の推進・支援 計画どおり 1,200 Ｈ24

【①昨年度の評価（成果や課題）：市場と食に関する情報発信の実施】
・うんめーべ朝市について，広報紙や市場ホームページによる開催の周知に加え，抽選会等のイベント実施内容への助言
など実行委員会への支援に取り組み，４月から２月までの開催における月平均来場者数は前年度よりも増加となった。

【②今後の取組方針：来場者数の確保・増加への取組み】
・市場の役割を広く市民に周知するためには，一般開放の推進は重要であり，中でも，うんめ～べ朝市の開催は，魚食の
普及活動として非常に効果的であることから，来場者数が増加していくよう，新型コロナウイルス感染症の影響下において
も，開催に向けての対応策や代替案を検討しながら，魅力あるイベントの企画や周知活動等を強化・支援していく。

4 食育・地産地消の推進事業 　
・市場と食に関する情報発信
の充実

一般消費者 各種講座等の開催 計画どおり 662 H19

【①昨年度の評価（成果や課題）：市場と食に関する情報発信の充実】
・講座や市場体験・見学会を通して，市民に市場の役割や必要性等を周知するとともに，市場を流通している地場産や旬
の生鮮食料品を活用した講座を実施することにより，市場と食に関する情報発信の充実を図った。
・講座や見学会については，参加者数が伸び悩んでいることから，実施内容の充実を図るとともに，参加者の増加へ向け
て市民への周知を強化していく必要がある。
・食育フェアについては，出展ブースにおいて水産仲卸業者の協力により，広く市民に向けて魚のさばき方体験を実施する
ほか，水産卸売業者による鮮魚の展示や，青果卸売業者による模擬せり体験を実施するなど，市場関係者が一体となっ
て，市場と食に関する情報発信の充実を図った。
・食育フェアへの出展については，より多くの市民に，市場の役割や食への理解を深めてもらえるよう，出展内容の改善を
図る必要がある。

【②今後の取組方針：市場流通品や市場資源を活用した情報発信の推進】
・新型コロナウイルス感染症の影響下における講座等の開催に向けて対応策を検討するほか，新たな開催手法を検討す
るなど，市場が有する様々な資源を活用した講座等を実施することにより，市場の役割・必要性や食育・地産地消について
の情報発信を推進していく。

5 中央卸売市場再整備事業 戦略事業 ・市場再整備の推進 市場関係者
・老朽化が進む施設の長
寿命化・耐震化
・再整備事業の推進

計画どおり 50,235 H28

【①昨年度の評価（成果や課題）：卸売棟の耐震改修工事の実施，市場再整備の推進】
・青果棟（東側）及び水産棟の耐震改修工事については，建設資材の不足により工期が延長となったことから，債務負担
行為を設定し工期を令和元年度から令和２年度までとした。
　改正卸売市場法の影響を踏まえ，一部施設規模や整備主体を見直したことに伴い，施設等整備基本設計を修正し，実施
設計に着手した。
・関連棟を含む賑わいエリアについては，改正卸売市場法の趣旨や影響を踏まえた整備方針を策定するため，関連事業者
との意見交換や賑わいエリア創出に係る「関連エリア利活用推進調査」を開始した。

【②今後の取組方針：卸売棟の耐震化の完了に向けた取組，市場再整備の円滑な推進に向けた取組】
・長寿命化・耐震化の完了に向けて，場内関係者の業務の妨げにならないよう適切に進捗管理するとともに安全に配慮し
た工事を実施する。
・現地再整備のため，ローリングによる複雑な整備工程となることから，市場内業者や工事施工業者と綿密な連絡調整を
行う。
・関連棟を含む賑わいエリアについては，引き続き，市場の活性化に寄与する整備方針を策定していく。

４　今後の施策の取組方針

・市場の活性化に向けた取組みの強化
　市場の活性化に向け，新たな賑わいを創出する取組みのほか，より多くの市民に市場への理解を深めてもらうための情報発信の強化
を図る必要がある。

・集荷・販売力の強化
　卸・仲卸業者が創意工夫を発揮し実施する取引強化事業を支援し，集荷・販路拡大に取り組む。
　他市場と連携した集荷ネットワークを構築することにより，品揃えの充実や取扱数量の増加を図る。

・市場機能の強化
　流通業界のニーズに対応し，市場機能の強化に向けた効果的な施設・設備の改修・更新を推進する。

・市場の活性化
　民間活力を活用した新たな賑わい創出に向けたエリアの整備に計画的に取り組む。
　新たにインターネットやドライブスルー販売を活用した魚食の普及啓発を行い，取扱数量が減少している生鮮食料品の認知度向上に取り組む。

事業内容

№
事業の
進捗

Ｒ１
概算

事業費
（千円）

①課題 ②取組の方向性（課題への対応）

開始
年度

日本一
施策
事業

「①昨年度の評価（成果や課題）」と「②今後の取組方針」事業名

好循環Ｐ
・

戦略事業
・

SDGs

事業の目的

・集荷・販売力の強化
　市場流通品の消費を促すためには，消費者ニーズに対応した多種多様な品揃えの確保が重要であるとともに，天候不順などにより集
荷量が大きく左右されないよう集荷元の拡大を図る必要がある。

・市場機能の強化
　施設の老朽化対策のほか市場内外からニーズが高まっているコールドチェーン等の品質管理機能の維持・向上に対応するなど，市場
機能の強化に向けた施設整備が必要である。
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１　施策の位置付け

Ⅴ １８

２　施策の取組状況 指標

産出 0

成果 0

H３0 R１ R２ R３
R４

（目標年）
評価 満足 やや満足

満足度
（計）

やや不満 不満 わからない

単年度
目標値

14 15 16 17 18
基準値
（Ｈ２９） 3.2% 14.5% 17.7% 23.0% 12.1% 41.1%

基準値
（Ｈ２８）

12 実績値 16 15 Ｈ３０ 1.0% 14.1% 15.1% 20.2% 10.7% 48.3%

目標値
（Ｒ４）

18
単年度の
達成度

114.3% 100.0% Ｒ１ 4.3% 14.1% 18.4% 18.1% 10.3% 45.3%

単年度
目標値

Ｒ２ .0%

基準値
（Ｈ２９）

実績値 Ｒ３ .0%

目標値
（Ｒ４）

単年度の
達成度

Ｒ４ .0%

単年度
目標値

756.0 760.0 764.0 768.0 772.0

基準値
（Ｈ２８）

748 実績値 766.0 777.0

目標値
（Ｒ４）

772
単年度の
達成度

101.3% 102.2% Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

単年度
目標値

中核市平均 262.9 262.4

基準値
（Ｈ２９）

実績値 本市実績 748.0 762.0

目標値
（Ｒ４）

単年度の
達成度

本市順位 5位/54市中 5位/58市中 指標 評価

産出
指標 Ａ

成果
指標 Ａ

市民
満足 Ｂ

構成
事業 Ｂ

市民満足度

総合評価

・農業者が減少している一方で，地域農業の中核的な担い手である認定農業者数は増加しており，本市農業の持続的発展を支えている。
・担い手への農地集積が進む一方で，畑やほ場整備未実施の農地は担い手が借り受けず，荒廃農地の増加が懸念されている。
・果樹・畜産については初期投資に多額の費用がかかることや収益を上げるまでに年数を要するなどの理由から新規参入が進んでいない。

施策の評価・分析　（現状とその要因の分析）

就農段階に応じた切れ目のない支援に取り組み，毎年度２０名程度の新規就農者を確保しており，このような市の取組が
市民に認知されてきたことにより，満足度も向上したものと考える。

施策目標 地域の実情に合った多様な担い手が確保・育成されています。

産
出
指
標

①
施
策
指
標

指標名（単位）

認定農業者数（経営体）

【

参
考
指
標

】

※
評
価
の
考
え
方

概ね順調 ：主にＢ評価が３つ以上
［７５点以上９０点未満］

総合評価

Ａ ：達成度１００％以上
［２５点］

政策の柱 基本施策目標
農林業を支える多様な担い手が育ち，生産力や流通・販売力が強化されるとともに，
良好な農村環境の形成など，農林業の生産力・販売力・地域力が高まっています。

令和２年度　行政評価　　施策カルテ

施策名 農業企画課
総合計画
記載頁

基本施策名「産業・環境の未来都市」の実現に向けて 農林業の生産力・販売力・地域力を高める

農林業を支える担い手の確保・育成 施策主管課

関連する
SDGs目標

順調 ：Ａ評価が２つ以上
（Ｃ評価がある場合を除く）

［９０点以上］

①施策指標
（産出指標）
（成果指標）

③主要な構成事業の進捗状況　　　　　※　各事業の詳細は「３　主要な構成事業の状況」を参照

指標名（単位） 評価

Ｂ

施策の満足度（％）
（「満足」と「やや満足」の合計）

まち・ひと・しごと創生総合戦略

0

0

施策を取り
巻く環境等

施策指標

本市においては，担い手に対する支援として，経営所得安定対策などの国の制度のほか，独自の補助制度
を創設するなど支援の充実を図り，担い手の確保に取り組んできたことにより，離農などにより認定の更新
を行わない経営体も増える一方，令和元年度においては３３経営体（前年度比＋１１経営体）が新規認定と
なり，単年度目標を達成した。

順調

Ｃ ：達成度７０％未満
［１５点］

Ｃ ：前年度より低下（－５ｐｔ以下）
［１５点］

Ｃ ： 計画より遅れ
（構成事業２事業以上が計画より遅れ）

［１５点］

90点

Ａ ：前年度より向上（＋５ｐｔ以上）
［２５点］

　Ａ ： 計画以上
（構成事業２事業以上が計画以上）

［２５点］

やや遅れ：Ｃ評価が２つ以上
（Ａ評価が２つある場合を除く）

［７５点未満］

Ｂ ：達成度７０％以上１００％未満
［２０点］

Ｂ ：前年度同水準（±５ｐｔ未満）
［２０点］

Ｂ ： 計画どおり
（主に構成事業４事業以上が計画どおり）

［２０点］

②市民意識
調査結果
（満足度）

③主要な構成事業の
進捗状況

地域農業の在り方の検討に
係る地域会合開催数（回/年）

Ａ

成
果
指
標

Ａ

認定農業者数（経営体）

中
核
市
水
準
比
較

指標名（単位）

Ｂ

評価の
組合せ

②
市
民
満
足
度
の
推
移

※『①施策指標』の単年度の達成度の計算について

★ 逓増型の指標（目標値が基準値より増加することが望ましいもの） × １００ （％）

★ 逓減型の指標（目標値が基準値より減少することが望ましいもの） × １００ （％）

実績値

目標値

目標値
実績値

17.7 
15.1 

18.4 
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３　主要な構成事業の状況 ※　その他の事業の評価結果については，別途「事業評価一覧」を参照ください。

対象者・物（誰・何に） 取組（何を）

1 新規就農者支援事業 戦略事業 ・新規就農者の確保・育成
・新規就農者
・（市内）で就農を考える者

・関係機関との連携
・農業士などとの交流機会の
提供
・農業次世代人材投資資金の
交付
・青年等就農計画制度の活用
促進

 計画どおり 63,688 Ｈ12 　

【①昨年度の評価（成果や課題）：新規就農者の確保・育成と継続した支援】
・新規就農者（園芸作目を中心に24名確保）に対し就農段階に応じた切れ目のない支援に取り組んだ結
果，円滑かつ計画的な就農につなげることができた。
・一方で，本市の離農者は，土地利用型農業を中心に年平均260名となっており，新規就農者の確保・育
成に継続的に取り組む必要がある。

【②今後の取組方針：継続した新規就農者の確保・育成】
・引き続き，関係機関と連携を図りながら，就農の3大障壁である「技術」「資金」「農地」に対する支援に
取り組む。

2 農業経営の第三者継承事業 戦略事業

・新規就農者の確保・育成
・経営資源の有効活用
・新規参入が困難な分野
の生産振興

・概ね６５歳以上で農業所得が
概ね580万円以上の認定農業
者
・２０歳以上５０歳未満の就農
希望者

・経営移譲希望者と継承希望
者のマッチング

 計画どおり 0 H30

【①昨年度の評価（成果や課題）：経営移譲希望者の情報収集及び農産加工所等施設の経営継承】
・ベテラン農業者の経営資源やノウハウを有効活用し農地や施設の流動化が困難な果樹，施設園芸，
畜産の分野における新規就農者を確保するため，関係機関との連携により，移譲希望者の情報収集を
行い，１経営体のカルテを作成した。
また，高齢化等により事業の継続が困難となった城山農産加工所等の施設について，地域農業振興の
拠点として有効活用されるよう継承希望者の発掘を行った。
・引き続き，果樹，施設園芸，畜産における経営移譲希望者の掘り起こしや情報収集に取り組む必要が
ある。
また，城山農産加工所等の施設について，円滑に継承されるよう，支援する必要がある。

【②今後の取組方針：関係機関との連携による事業推進及び農産加工所等施設の継承支援】
・果樹，施設園芸，畜産について，ＪＡや農地利用最適化推進委員との連携により，引き続き，経営移譲
希望者の掘り起こし・情報収集を行い継承希望者へのマッチングに取り組む。
また，城山農産加工所等施設について，資産の整理や継承手続きなど，県農業振興事務所と調整を図
りながら支援していく。

3 担い手育成支援事業 戦略事業 ・農業者の経営力の向上
・農業経営基盤の強化を目指
すために経営改善を図ろうと
する農業者等

・農業者が作成する農業経営
の改善計画の認定と計画達成
に向けた支援の実施

 計画どおり 5,568 H5

【①昨年度の評価（成果や課題）：認定農業者の確保・育成】
・青年等就農計画終了時や農業経営改善計画の更新時に，認定により資金や生産振興，規模拡大など
の支援を受けられるメリットを周知することにより，認定農業者777経営体を確保することができた。（うち
新規認定３３経営体）
・一方で，農業経営改善計画の目標所得である580万円に到達する「稼げる農業経営体」は，433経営体
に留まっていることから，個々の経営体に対する経営改善支援が必要である。

【②今後の取組方針：認定農業者の認定の継続及び計画達成に向けた支援】
・地域農業の中核的な担い手の確保が重要なことから，引き続き認定農業者の認定を継続するととも
に，所得目標に達していない認定農業者の経営改善を図り，所得を向上させるための本市独自の「伴走
型支援」の仕組みを構築していく。

4 農業経営法人化・組織化等支援事業 戦略事業
・組織的な農業経営体の
確保・育成

・宇都宮農業協同組合
・集落営農の組織化・法人化
に取り組む地域等

・地域会合や研修会の開催に
要する経費の一部補助
・地域会合における検討支援

 計画どおり 0 H22

【①昨年度の評価（成果や課題）：集落営農の組織化・法人化に向けた検討支援】
・本事業の活用により，１地区において集落営農の組織化が図られた。
・今後も，稼げる農業経営に向けた土地利用型農業における効率化・大規模化を実現するため，集落営
農の組織化を確保・育成していく必要がある。

【②今後の取組方針：集落営農の組織化・法人化に向けた継続した検討支援】
・引き続き，JAや金融機関等と連携しながら，地域会合の開催支援など，組織化を支援していく。

5 人・農地プラン事業 戦略事業
・担い手への農地利用集
積の推進

・地域の中心となる経営体 ・人・農地プランの作成  計画どおり 1,389 H24

【①昨年度の評価（成果や課題）：実効性のある人・農地プランの作成】
・本市農業の持続的な発展に向けて，地域の現状を的確に捉えながら，地域の将来指針となる実効性
のある人・農地プランを作成するため，プラン策定区域を市域６地区から28地区に細分化し，一部の地域
では，地域会合で使用するアンケート調査や地図化を行った。
・引き続き，すべての地域において，アンケート調査や地図化を行うとともに，地域会合の開催とプランの
策定に向けた支援することにより，農業者等の現状や意向を的確に捉えたプランを策定する必要があ
る。

【②今後の取組方針：プランの実質化及びプランに基づく担い手への農地集積・集約化の推進】
・地域が行うアンケート調査や地図化，地域会合における話し合いなどを支援することを通して，実質化
されたプランを策定する。

４　今後の施策の取組方針

・農業所得の向上に向けて，農地集積や営農の組織化・法人化等による担い手の経営規模の拡大や，収益性の高い園芸作物等への生産転換を促進
するとともに，「稼げる農業経営体」を確保・育成するため，個々の経営体の主要作目や経営形態・実態に即しながら，継続的に経営改善を支援する必
要がある。

・本市農業の持続的な発展に向けて，地域農業の将来方針となる実効性のある「人・農地プラン」を策定するとともに，策定された「人・農地プラン」に基
づき，地域における課題解決を図りながら，担い手への農地集積・集約化を促進していく必要がある。

・担い手による営農活動を支援するとともに，担い手が引き受けない農地を耕作する「地域農業・農村の守り手・支え手」を確保していく必要がある。

・農業の後継者不足が進む中，その確保・育成を支援するとともに，特に，畜産や果樹は初期投資に係る費用が新規参入の障壁となっていることから，
後継者不足に悩む農業者と新規参入者をつなぎ，農業施設等を有効活用するため第三者への継承を支援していく必要がある。

・「稼げる農業経営体」を確保・育成するため，県，ＪＡ，中小企業診断士等の専門家，先進農家等との連携を図りながら，所得目標５８０万円に満たない認定
農業者に対し，経営課題の発掘から改善方法の提案・実践までマンツーマンで指導する「伴走型支援」の仕組みを構築していく。

・農業者が，地域の現状や課題を共有し，徹底した話し合いを行えるよう，アンケート調査の実施や地域の担い手の状況を把握するための地図化を支援し，
「人・農地プラン」を策定するとともに，地域の課題解決を図るための，担い手と農地のマッチングや水田の大区画化，集落営農の組織化等を促進していく。

・「人・農地プラン」に，認定農業者などの担い手に加え，新たな区分として，担い手が引き受けない農地を耕作する「守り手・支え手」を登載することとし，「守
り手・支え手」の集団化や共同作業を促進するための支援策を検討していく。

・「第三者継承事業」について農業学校等で事業のＰＲを行いながら，関係機関と連携し，経営移譲希望者を掘り起こし，経営移譲に係るカルテを作成すると
ともに，継承希望者の募集を行い，マッチングに取り組んでいく。

事業内容

№
事業の
進捗

Ｒ１
概算

事業費
（千円）

①課題 ②取組の方向性（課題への対応）

開始
年度

日本一
施策
事業

「①昨年度の評価（成果や課題）」と「②今後の取組方針」事業名

好循環Ｐ
・

戦略事業
・

SDGs

事業の目的



② 159

１　施策の位置付け

Ⅴ １８

２　施策の取組状況 指標

産出 基本目標Ⅱ

成果 基本目標Ⅱ

H３0 R１ R２ R３
R４

（目標年）
評価 満足 やや満足

満足度
（計）

やや不満 不満 わからない

単年度
目標値

7,356 7,369 7,382 7,396 7,410
基準値
（Ｈ２９） 3.2% 17.3% 20.6% 23.2% 7.1% 43.1%

基準値
（Ｈ２９）

7,330ha 実績値 7,362 7,367 Ｈ３０ 0.8% 14.3% 15.1% 17.9% 7.4% 53.7%

目標値
（Ｒ４）

7,410ha
単年度の
達成度

100.1% 99.9% Ｒ１ 5.3% 14.8% 20.0% 17.7% 6.2% 48.4%

単年度
目標値

Ｒ２ .0%

基準値
（Ｈ２９）

実績値 Ｒ３ .0%

目標値
（Ｒ４）

単年度の
達成度

Ｒ４ .0%

単年度
目標値

124 125 126 127 128

基準値
（Ｈ２９）

122経営体 実績値 120 120

目標値
（Ｒ４）

128経営体
単年度の
達成度

96.7% 96.0% Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

単年度
目標値

中核市平均 32.7 33.4

基準値
（Ｈ２９）

実績値 本市実績 55.5 55.6

目標値
（Ｒ４）

単年度の
達成度

本市順位 9位/54市中 11位/58市中 指標 評価

産出
指標 Ｂ

成果
指標 Ｂ

市民
満足 Ｂ

構成
事業 Ｂ

市民満足度

ほ場整備実施面積（ｈａ）

B

成
果
指
標

B

農業所得1,000万円超の認定
農業者数（経営体）

中
核
市
水
準
比
較

指標名（単位）

Ｂ

評価の
組合せ

②
市
民
満
足
度
の
推
移

施策を取り
巻く環境等

施策指標

・「ほ場整備率」については，単年度目標はほぼ達成しており，国や県の財源を活用し，計画的なほ場整備
に取り組んだことにより，事業は着実に進捗している。
・「農業所得1,000万円以上の認定農業者」については，横ばいであるものの，県やＪＡなどの関係機関と連
携し，経営改善支援に取り組んだことにより，農業経営を法人化した経営体が３経営体（前年度比＋２経営
体）増加した。

概ね順調

Ｃ ：達成度７０％未満
［１５点］

Ｃ ：前年度より低下（－５ｐｔ以下）
［１５点］

Ｃ ： 計画より遅れ
（構成事業２事業以上が計画より遅れ）

［１５点］

80点

Ａ ：前年度より向上（＋５ｐｔ以上）
［２５点］

　Ａ ： 計画以上
（構成事業２事業以上が計画以上）

［２５点］

やや遅れ：Ｃ評価が２つ以上
（Ａ評価が２つある場合を除く）

［７５点未満］

Ｂ ：達成度７０％以上１００％未満
［２０点］

Ｂ ：前年度同水準（±５ｐｔ未満）
［２０点］

Ｂ ： 計画どおり
（主に構成事業４事業以上が計画どおり）

［２０点］

②市民意識
調査結果
（満足度）

③主要な構成事業の
進捗状況

順調 ：Ａ評価が２つ以上
（Ｃ評価がある場合を除く）

［９０点以上］

①施策指標
（産出指標）
（成果指標）

③主要な構成事業の進捗状況　　　　　※　各事業の詳細は「３　主要な構成事業の状況」を参照

指標名（単位） 評価

Ｂ

施策の満足度（％）
（「満足」と「やや満足」の合計）

まち・ひと・しごと創生総合戦略

本市の産業構造や自然環境を踏まえた上で，市内に安定した雇用を創出することで，本市の人口の定着を図る。

本市の産業構造や自然環境を踏まえた上で，市内に安定した雇用を創出することで，本市の人口の定着を図る。

政策の柱 基本施策目標
農林業を支える多様な担い手が育ち，生産力や流通・販売力が強化されるとともに，
良好な農村環境の形成など，農林業の生産力・販売力・地域力が高まっています。

令和２年度　行政評価　　施策カルテ

施策名 農業企画課
総合計画
記載頁

基本施策名「産業・環境の未来都市」の実現に向けて 農林業の生産力・販売力・地域力を高める

農林業経営を支える生産体制の強化 施策主管課

関連する
SDGs目標

総合評価

・本市のほ場整備率は県内平均より高く，現在計画している土地基盤の整備は順調に進んでいる状況にあるが，ほ場整備済みの地域においても，更なる営農の効率化に向けた生産基盤の整備が求められている。
・多くの水利施設が昭和30年代以降に整備されており，現在耐用年数を迎え，老朽化に伴う機能低下が懸念されている。
・農業分野における労働力不足は深刻化しており，作業の省力化等による生産性向上に向けたスマート農業が進展している。
・米の消費量は減少傾向にあることに加え，民間在庫も増加しており，米価への影響を注視する必要がある。

施策の評価・分析　（現状とその要因の分析）

安定した農業経営の展開に向けて，ほ場や農道の整備をはじめ，農業用用排水施設の修繕を計画的に進めていること
や，農業の生産性向上に資する経営規模拡大やICT機械等の導入支援に着実に取り組んでいることから，前年度よりも市
民満足度が向上したものと考えられる。

施策目標
生産性の高い土地基盤が整備・保全されるとともに，効率的な生産体制が確立され，安定した農業経営が展
開されています。

産
出
指
標

①
施
策
指
標

指標名（単位）

ほ場整備済面積／田，畑総面積  （％）

【

参
考
指
標

】

※
評
価
の
考
え
方

概ね順調 ：主にＢ評価が３つ以上
［７５点以上９０点未満］

総合評価

Ａ ：達成度１００％以上
［２５点］

※『①施策指標』の単年度の達成度の計算について

★ 逓増型の指標（目標値が基準値より増加することが望ましいもの） × １００ （％）

★ 逓減型の指標（目標値が基準値より減少することが望ましいもの） × １００ （％）

実績値

目標値

目標値
実績値

20.6 

15.1 

20.0 

0

5

10

15

20

25

30

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

調査結果 基準値+5pt
基準値-5pt

（％）



３　主要な構成事業の状況 ※　その他の事業の評価結果については，別途「事業評価一覧」を参照ください。

対象者・物（誰・何に） 取組（何を）

1 水田再整備事業
水田機能向上に向けた再
整備の方針策定

農業者

水田の大区画化やか
んがい排水施設の合
理化等，本市水田整
備のあり方に関する
基本方針の策定

 計画どおり 0 H29 　

【①昨年度の評価（成果や課題）：事業計画の策定と実施に向けた支援】
・３地区において，再整備の意向を確認し，「水田再生整備検討会」の開催による地域主体での
話合いや国庫補助金の活用に向けた事業計画の策定，事業の実施を支援が必要である。

【②今後の取組方針：水田の大区画化・汎用化に向けた地域の機運醸成】
・人・農地プランの実質化を推進する中で，集落等における話し合いにより，水田の再整備に向
けた検討ができるよう，ＰＲチラシにより水田再整備の手法や費用負担などの詳細を説明し，再
整備の実施に向けた地域の機運の醸成を図る。

2 農業構造改革事業交付金
需要に応じた作物の作付
促進等による農業所得の
向上

・宇都宮市農業再生協
議会

・宇都宮市農業再生
協議会が実施する需
要に応じた作物の作
付促進等に対する助
成

 計画どおり 57,383 H16

【①昨年度の評価（成果や課題）：収益性の高い露地野菜等の園芸作物への作付拡大】
・令和元年産主食用米の作付参考値を農業者に提示し，需要に応じた米づくりを促進したが，
作付参考値を上回る結果となったことから，機械化一貫体系による大規模な生産が可能な露
地野菜の生産振興など，主食用米からの転作を促進し，収益性を高めることが必要である。

【②今後の取組方針：大規模な露地野菜の生産に向けた支援】
・引き続き，作付参考値の提示を行うとともに，大規模な露地野菜の生産に向けて，農業再生
協議会の交付金による露地野菜への作付支援に加え，集落営農の組織化や担い手への農地
集積，さらには作業機械の導入支援に取り組む。

3 GAＰ導入促進事業
ＧＡＰ（生産工程管理）の取
組の普及促進

認定農業者，認定新規
農業者，輸出に取り組
む生産者など，GAPの
導入に関心のある生産
者

・ＧＡＰに取り組むこと
の重要性や最新動
向，取組事例等を周
知し，理解促進を図る
ための講習会を開催

 計画どおり 75 Ｒ１

【①昨年度の評価（成果や課題）：GAPの取組への理解促進】
・令和元年度は，ＧＡＰの導入に関心がある生産者等が多数参加し，実務に精通した講師によ
る講演と現地見学を通して，ＧＡＰの取組内容の理解促進を図ることができた。
・今後，ＧＡＰの取組みを実践する農家を増やしていくための取組を行う必要がある。

【②今後の取組方針：ＧＡＰ導入の促進】
・多くの生産者にＧＡＰの重要性，最新動向等を周知できるよう，講師の選定や講習会の内容を
検討し，効果的な講習会を実施するとともに，ＧＡＰ導入促進のための新たな取組を検討する。
※令和２年度については，新型コロナウィルス感染防止対策として，講習会の開催は中止とす
る。

4 園芸作物生産施設等整備事業
園芸作物の生産振興によ
る農業所得の安定化

農業生産者，宇都宮農
業協同組合，農業生産
法人，農事組合法人，
その他園芸作物の生産
団体

・園芸作物の生産力
向上のための施設・
機械等の導入に対す
る費用の一部補助

 計画どおり 29,767 H15

【①昨年度の評価（成果や課題）：園芸作物の生産力の向上】
・園芸作物のパイプハウスや作業機械などの導入により，生産面積の拡大や作業の効率化が
図られた。
・生産規模の拡大や作業の効率化のため，引き続き支援を実施するとともに，一層の作業の効
率化や生産物の品質・収量の向上のためＩＣＴの普及を促進する必要がある。

【②今後の取組方針：ＩＣＴ機器の普及促進】
・ＩＣＴ機器によりほ場環境測定の結果をほ場環境管理に効果的に活用し収量や品質の向上を
図るモデル事業を実施し，ＩＣＴの普及促進を図る。

5
土地利用型農業低コスト化機械等整備事
業

安定的な農業経営を支え
る基盤の確立

稲作の生産コスト低減
に取り組む農業者，営
農集団等

・生産コスト低減に向
けた機械等の導入費
用の一部補助

 計画どおり 4,021 Ｈ28

【①昨年度の評価（成果や課題）：稲作の生産コストの低減】
・作業省力化の機械導入により，育苗や定植の作業省力化が図られ，稲作農家の生産コストの
低減が図られた。
・一層の生産コストの低減を図るため，ＩＣＴなどの新たな技術の導入促進を図る必要がある。

【②今後の取組方針：生産コスト低減の推進】
・ＩＣＴを活用した水田の水管理センサーや農業用ドローンなど，導入支援の対象を拡充し，生産
の省力化や低コスト化の取組を促進する。

４　今後の施策の取組方針

・農産物の安全・安心の確保や農家経営の効率化を図るとともに，消費者に選ばれる産地づくりを推進するために，ＧＡＰの取組を普及・
定着させる必要がある。

・ＧＡＰ導入の効果や必要性について農業者の理解促進を図るための講習会を開催するとともに，農業者のＧＡＰ認証取得のための支援策を検討
する。

・農業者の減少や高齢化により労働力不足が深刻化する中，生産性や競争力の向上に向けて，作業の省力化や収量・品質の向上を図
るため，ＩＣＴなどの先進技術の普及促進に取り組む必要がある。

・営農類型や本市農業の現状に応じたＩＣＴ等の先進技術を活用した機械や設備の導入を促進するとともに，ＪＡや県農業振興事務所などの関係機
関と連携し，先進技術を活用した生産性の高い栽培技術の普及促進を図る。

・令和元年産の主食用米については，作付参考値を上回っており，今後も米の消費量の減少が見込まれることから，需要に応じた米の
生産振興や需要のある露地野菜等への生産転換が必要である。

・引き続き，作付参考値の提示を行い，需要に応じた米生産を推進するとともに，露地野菜等への生産転換に向けて，作付支援や機械化支援に取
り組んでいく。

・農業者が減少し耕作されない農地の増加が懸念される中，農地を大規模に活用し，より生産効率の高い生産基盤の整備に向け，平成
３０年度に策定した「水田再整備方針」に基づき，水田の大区画化等を効率的かつ円滑に実施するため，地域における機運醸成と実施
体制の構築が必要である。

・引き続き，計画的なほ場整備を実施していくとともに，水田の大区画化に向けた地域の機運醸成を図るため，地域会合等において事業の必要性
の理解促進に取り組むとともに，再整備の意向のある地区に対して，事業を円滑に実施できるよう，地域主体での話合いや国庫補助金の活用に向
けた事業計画の策定，事業の実施を支援を行い，水田の大区画化等の促進に取り組んでいく。

事業内容

№
事業の
進捗

Ｒ１
概算

事業費
（千円）

①課題 ②取組の方向性（課題への対応）

開始
年度

日本一
施策
事業

「①昨年度の評価（成果や課題）」と「②今後の取組方針」事業名

好循環Ｐ
・

戦略事業
・

SDGs

事業の目的



③ 159

１　施策の位置付け

Ⅴ 18

２　施策の取組状況 指標

産出

成果

H３0 R１ R２ R３
R４

（目標年）
評価 満足 やや満足

満足度
（計）

やや不満 不満 わからない

単年度
目標値

142 149 156 163 170
基準値
（Ｈ２９） 4.2% 22.8% 27.0% 20.4% 6.7% 39.7%

基準値
（Ｈ２９）

129店舗 実績値 140 140 Ｈ３０ 1.0% 19.4% 20.5% 17.9% 7.7% 48.3%

目標値
（Ｒ４）

170店舗
単年度の
達成度

98.6% 94.0% Ｒ１ 4.8% 18.9% 23.6% 19.6% 5.3% 44.4%

単年度
目標値

Ｒ２ .0%

基準値
（Ｈ２９）

実績値 Ｒ３ .0%

目標値
（Ｒ４）

単年度の
達成度

Ｒ４ .0%

単年度
目標値

81.5 83.0 84.5 86.0 87.5

基準値
（Ｈ２９）

78.5億円 実績値 81.2 77.5

目標値
（Ｒ４）

87.5億円
単年度の
達成度

99.6% 93.4% Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

単年度
目標値

中核市平均 127.6 179.9

基準値
（Ｈ２９）

実績値 本市実績 383.0 338.0

目標値
（Ｒ４）

単年度の
達成度

本市順位 5位/54市中 6位/58市中 指標 評価

産出
指標 Ｂ

成果
指標 Ｂ

市民
満足 Ｂ

構成
事業 Ｂ

市民満足度

うつのみや地産地消推進店
数（店舗）

Ｂ

成
果
指
標

Ｂ

うつのみや産青果物の国内
市場取扱金額（億円）

中
核
市
水
準
比
較

指標名（単位）

Ｂ

評価の
組合せ

②
市
民
満
足
度
の
推
移

施策を取り
巻く環境等

施策指標

・「うつのみや地産地消推進店」については，推進店を活用したキャンペーン等を通して新規勧誘に取り組んだことに
より，小売店，量販店の増加につながった。一方で，飲食店や宿泊施設は，宇都宮産農産物の継続的な取扱や報告
書類の提出などが負担であることを理由に辞退，減少となり，結果として推進店舗数は前年と同数に留まった。
・「うつのみや産青果物の国内市場取扱金額」については，ＪＡうつのみやにおいて，主力品目であるいちごなどの収
穫量が台風１９号の影響や天候不順により前年度と比べて減少したことに加え，トマトが全国的な供給過多により単
価が下がったため，全体的な取扱金額の減少につながった。

概ね順調

Ｃ ：達成度７０％未満
［１５点］

Ｃ ：前年度より低下（－５ｐｔ以下）
［１５点］

Ｃ ： 計画より遅れ
（構成事業２事業以上が計画より遅れ）

［１５点］

８０点

Ａ ：前年度より向上（＋５ｐｔ以上）
［２５点］

　Ａ ： 計画以上
（構成事業２事業以上が計画以上）

［２５点］

やや遅れ：Ｃ評価が２つ以上
（Ａ評価が２つある場合を除く）

［７５点未満］

Ｂ ：達成度７０％以上１００％未満
［２０点］

Ｂ ：前年度同水準（±５ｐｔ未満）
［２０点］

Ｂ ： 計画どおり
（主に構成事業４事業以上が計画どおり）

［２０点］

②市民意識
調査結果
（満足度）

③主要な構成事業の
進捗状況

順調 ：Ａ評価が２つ以上
（Ｃ評価がある場合を除く）

［９０点以上］

①施策指標
（産出指標）
（成果指標）

③主要な構成事業の進捗状況　　　　　※　各事業の詳細は「３　主要な構成事業の状況」を参照

指標名（単位） 評価

Ｂ

施策の満足度（％）
（「満足」と「やや満足」の合計）

まち・ひと・しごと創生総合戦略

政策の柱 基本施策目標
農林業を支える多様な担い手が育ち，生産力や流通・販売力が強化されるとともに，
良好な農村環境の形成など，農林業の生産力・販売力・地域力が高まっています。

令和２年度　行政評価　　施策カルテ

施策名 農業企画課・農林生産流通課
総合計画
記載頁

基本施策名「産業・環境の未来都市」の実現に向けて 農林業の生産力・販売力・地域力を高める

生産者と消費者を結ぶ流通・販売戦略の強化 施策主管課

関連する
SDGs目標

総合評価

・中央卸売市場を介さない直売や契約栽培，ＥＣサイト事業等の増加などにより，販路が多様化している。
・宇都宮産農産物に関心があり購入したいと市民は概ね感じており，農産物を購入する際の基準として，鮮度や価格に加えて，安全性・信頼性も重視している。
・地産地消を推進する重要拠点である「うつのみや地産地消推進店」について，登録件数は変わらないが，内訳として小売店，量販店の登録が増加している。

施策の評価・分析　（現状とその要因の分析）

・地産地消推進店を活用した飲食店フェアやキャンペーン，新商品開発の支援などの積極的な実施を通じ，購入場所や少
量販売・付加価値など様々な消費者ニーズに幅広く応えることができたことから，市民満足度は上昇しているものと考えら
れる。

施策目標
市場価値の高い良質な宇都宮産農産物が，様々なルートで市内はもちろん国内外へ流通・販売されていま
す。

産
出
指
標

①
施
策
指
標

指標名（単位）

エコファーマーの認定数（人）

【

参
考
指
標

】

※
評
価
の
考
え
方

概ね順調 ：主にＢ評価が３つ以上
［７５点以上９０点未満］

総合評価

Ａ ：達成度１００％以上
［２５点］

※『①施策指標』の単年度の達成度の計算について

★ 逓増型の指標（目標値が基準値より増加することが望ましいもの） × １００ （％）

★ 逓減型の指標（目標値が基準値より減少することが望ましいもの） × １００ （％）

実績値

目標値

目標値
実績値

27.0 

20.5 
23.2 

0
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20
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30

35

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

調査結果 基準値+5pt
基準値-5pt

（％）



３　主要な構成事業の状況 ※　その他の事業の評価結果については，別途「事業評価一覧」を参照ください。

対象者・物（誰・何に） 取組（何を）

1 食農体験学習事業

児童及び生徒が，農業及
び食への理解や関心を深
め，併せて，豊かな心を育
む。

各市立小・中学校の食育
体験事業を実施する団体

・農作業体験及び自ら収
穫した農作物の食味体験

 計画どおり 5,301 H12 　

【①昨年度の評価（成果や課題）：体験学習の充実】
・市内の全小・中学校において，食農体験学習を実施した。農や食への理解や関心を深めるため，引き続き，
体験活動実施の支援に取り組むとともに，内容の充実を図る必要がある。

【②今後の取組方針：関係者と連携した体験学習の実施】
・地域や農業者との連携を促進しながら，体験学習の実施支援に取り組む。
※令和２年度については，新型コロナウィルス感染防止対策として，各学校の実施意向を踏まえた実施支援を
行う。

2 うつのみや農産物ブランド推進事業 戦略事業
うつのみや農産物のブラン
ド力の向上

うつのみや農産物ブランド
推進協議会

・うつのみや農産物ブラン
ド推進協議会が実施す
る，認知度向上と販路拡
大のためのＰＲなどの協
議会事業や運営に対する
経費の一部補助

 計画どおり 4,904 H11

【①昨年度の評価（成果や課題）：ブランド農産物認知度向上の強化】
・市内外の各種イベント等において宇都宮産農産物のＰＲを行い，認知度向上などを図った。また，首都圏イベ
ントにおいては，首都圏スーパーで宇都宮産農産物を購入できる場所の紹介を新たに行った。今後，PRの効
果を検証するため，継続した認知度調査を行っていくとともに，米，いちご，トマト，梨など主要４品目以外に本
市を代表できる農産物の可能性についても調査研究する必要がある。

【②今後の取組方針：マーケティング調査の実施，統一マーク活用の推進】
・首都圏において，産地化が期待できる農産物についてマーケティング調査を実施するともに，作成したマーケ
ティングプランの方針を関係団体と共有を図ることで，今後，生産振興策や具体的な販売手法の検討をすすめ
る。また，令和元年度より運用を開始した統一マークの活用促進に向けた包装版代などの支援や消費者に対
する周知啓発を行い，ブランド農産物の認知度向上と消費拡大を図っていく。
・なお，新型コロナ感染症の影響を踏まえ，東京圏での顧客分析調査は令和３年度以降に実施するともに，令
和２年度はマーケティング調査対象となる農産物の品目の精査やＰＥＳＴ分析など実施可能なマーケティング
調査を進めていく。

3 宇都宮産輸出促進支援事業 戦略事業
本市生産者が実施する宇
都宮産農産物の輸出の支
援

うつのみや農産物ブランド
推進協議会

・うつのみや農産物ブラン
ド推進協議会が実施す
る，農産物輸出に関する
セミナー等の開催や，生
産者が実施する農産物輸
出の取組に対する支援に
要する経費の一部補助

 計画どおり 816 H28

【①昨年度の評価（成果や課題）：農産物販路拡大ミーティングの開催，タイにおける現地フェア開催】
　農産物販路拡大ミーティングの開催や生産者のタイ輸入商社による現地フェアへの参加を通して，海外への
販路拡大に対する生産者の機運向上を図ることができた。また，タイ向け輸出取引については，生産者と輸出
業者の関係性を構築することができた。今後，事業が継続するよう関係性の強化が図れるような支援が必要
である。

【②今後の取組方針：今後の取組方針：輸出に関する支援継続や調査研究など】
　生産者が引き続きタイへ輸出できるよう，輸入商社との調整等をサポートしていく。また，タイへの輸出を通し
て関係構築しつつある輸出商社は，他国にも輸出拠点を有していることから，そのコネクションを活用して他国
拠点（主に香港）への輸出の可能性を探るための調査研究を行い，生産者への情報提供や調整などを実施し
ていく。
　なお，新型コロナ感染症の影響を踏まえ，他国拠点（主に香港）への現地調査は令和３年度以降に実施する
ともに，令和２年度は輸出入に係る規制の動向など必要な情報を収集，提供を行っていく。

4 地産地消推進事業 戦略事業
安全安心な宇都宮産農産
物を供給できる仕組みの
構築

宇都宮市地産地消推進会
議

・宇都宮市地産地消推進
会議が実施する普及啓発
や，地産地消推進店の認
定及び地産地消推進店を
活用したキャンペーン等
の事業に対する経費の一
部補助

 計画どおり 7,574 H20

【①昨年度の評価（成果や課題）：地産地消推進店を活用したキャンペーン等の実施】
・地産地消推進店の認定や地場農産物・販売店等マッチング事業，地産地消推進店を活用したキャンペーン，
飲食店フェアなど，地産地消推進に向けた取り組みを積極的に実施し，宇都宮産農産物の消費喚起を図っ
た。その一方で，マッチング事業においては，マッチング成立の増加に向けた効果的な取り組みを実施する必
要がある。

【②今後の取組方針：地場農産産物・販売店等マッチング事業の効果的な実施など】
・農業者と実需者のニーズを踏まえたマッチングを的確に行うともに，よりまとまった需要が期待できる給食事
業者などの実需者をターゲットに宇都宮産農産物を消費喚起していくとともに，引き続き，地産地消に向けた取
り組みを積極的に実施していく。
・なお，新型コロナ感染症の影響を踏まえ，令和２年度については，本市農産物の消費喚起や流通促進の観
点から，小売店，飲食店などを活用したキャンペーンやフェアなどの前倒し実施や期間を延長する。また，新型
コロナ感染症の影響を著しく受けている「花き」，「牛」などの本市農産物についても，買い支えなどの必要な消
費喚起策などを実施していく。

5 米消費拡大事業
宇都宮産米の認知度向上
と消費拡大

市民等
・特色ある宇都宮産米の
配布

 計画どおり 34,023 H27

【①昨年度の評価（成果や課題）：はじめてごはん事業，げんきにごはん事業の実施】
・「はじめてごはん事業」等については，１歳６か月の健診会場や小中学校の入学という子育ての重要な節目
において，米を配付することで，宇都宮産米の認知度向上や米を中心にした食事の大切さなどのメッセージを
効果的，効率的に発信することができた。また，「これを機に購入してみたい」との利用者の声があり，宇都宮
産米の消費拡大に寄与することができた。一方，宇都宮産米を購入できる店が限られているため，関係団体
や生産者などに対し，購入できる場所や販売手段などを充実させるよう働きかけるほか，一定期間，事業を実
施してきたことを踏まえ，事業の効果分析を行う必要がある。

【②今後の取組方針：宇都宮産米の販売手法】
・引き続き，事業をとおして宇都宮産米のＰＲをするとともに，市民需要に対応できるよう，ＪＡうつのみやと連携
しながら販売促進活動に取り組んでいくほか，米食に対する意識の醸成やごはん事業を契機にどれくらい宇都
宮産米の消費が拡大したのか，効果検証していく。

４　今後の施策の取組方針

・国内外での宇都宮産農産物の消費拡大につながるよう，輸出に関わる生産者への支援や，大量消費が見込める首都圏を対象として高い需
要が期待できる市農産物を見極めたうえで，生産振興や販売促進に取り組んでいく必要がある。

・宇都宮産農産物の認知度向上・消費拡大に向けたＰＲに取り組むとともに，宇都宮の農と触れ合う機会を通じて，食や農の大切さの理解促進
に向けて取組を充実する必要がある。

・輸出については，販路拡大ミーティングなどを開催し，農業者の意識啓発に取り組むとともに，調査，収集した情報を提供するなど販路拡大に意欲的に取り組む
農業者への支援を行っていく。
　また，首都圏において，高い需要が期待できる農産物についてマーケティング調査を実施するともに，作成したマーケティングプランの方針を関係団体と共有を
図りながら，生産振興策や具体的な販売手法を立案し実行していく。

・地産地消推進店を活用したキャンペーン等や，「はじめてごはん事業」，「げんきにごはん事業」を通じた市内での消費拡大に向けたＰＲを行うとともに，食農体験
事業等を通じて，農と触れ合う機会を提供し，農業を大切に思う市民意識の醸成に取り組んでいく。

事業内容

№
事業の
進捗

Ｒ１
概算

事業費
（千円）

①課題 ②取組の方向性（課題への対応）

開始
年度

日本一
施策
事業

「①昨年度の評価（成果や課題）」と「②今後の取組方針」事業名

好循環Ｐ
・

戦略事業
・

SDGs

事業の目的
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２　施策の取組状況 指標

産出

成果

H３0 R１ R２ R３
R４

（目標年）
評価 満足 やや満足

満足度
（計）

やや不満 不満 わからない

単年度
目標値

3,682 3,827 3,987 4,137 4,288
基準値
（Ｈ２９） 2.4% 13.9% 16.3% 24.6% 9.5% 43.5%

基準値
（Ｈ２９）

3387.5ha 実績値 3,581.7 3,716.4 Ｈ３０ 1.3% 14.1% 15.4% 19.2% 9.2% 50.6%

目標値
（Ｒ４）

4287.5ha
単年度の
達成度

97.0% 97.1% Ｒ１ 4.1% 16.7% 20.8% 16.9% 9.1% 46.3%

単年度
目標値

Ｒ２ .0%

基準値
（Ｈ２９）

実績値 Ｒ３ .0%

目標値
（Ｒ４）

単年度の
達成度

Ｒ４ .0%

単年度
目標値

46.0 52.0 58.0 64.0 72.0

基準値
（Ｈ２９）

40.7 実績値 42.0 39.3

目標値
（Ｒ４）

72.0
単年度の
達成度

91.3% 75.6% Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

単年度
目標値

中核市平均 127.6 179.9

基準値
（Ｈ２９）

実績値 本市実績 383.0 338.0

目標値
（Ｒ４）

単年度の
達成度

本市順位 5位/54市中 6位/58市中 指標 評価

産出
指標 Ｂ

成果
指標 Ｂ

市民
満足 Ｂ

構成
事業 Ｂ

市民満足度

総合評価

・森林所有者の高齢化や世代交代による経営意欲の低下から管理がなされていない森林が多く存在しているため，森林の多面的機能の維持増進を図るための適切な森林整備が求められている。
・イノシシの生息域の拡大による農作物への被害に対し，これまで講じてきた対策により農作物被害額や出没数の減少につながっており，より効果的な対策となるよう地域ぐるみでの面的な取組の強化が求められる。また，ハクビシンやアライグ
マなどの小型獣による被害は増加傾向にあり対策が求められる。
・農村地域の高齢化や過疎化等の進行に伴う農村集落機能の低下が進んでいる。

施策の評価・分析　（現状とその要因の分析）

・SDGsを契機に環境保全等への社会全体の関心が高まっている中，「森林経営管理制度」や「森林環境譲与税」といった
森林整備に対する市の新たな取組が市民に認識されたことにより，市民満足度が上昇していると考えられる。

施策目標 農林業が持つ多様な公益的機能が維持・向上しています。

産
出
指
標

①
施
策
指
標

指標名（単位）

エコファーマーの認定数（人）

【

参
考
指
標

】

※
評
価
の
考
え
方

概ね順調 ：主にＢ評価が３つ以上
［７５点以上９０点未満］

総合評価

Ａ ：達成度１００％以上
［２５点］

政策の柱 基本施策目標
農林業を支える多様な担い手が育ち，生産力や流通・販売力が強化されるとともに，
良好な農村環境の形成など，農林業の生産力・販売力・地域力が高まっています。

令和２年度　行政評価　　施策カルテ

施策名 農業企画課・農林生産流通課
総合計画
記載頁

基本施策名「産業・環境の未来都市」の実現に向けて 農林業の生産力・販売力・地域力を高める

環境と調和した農林業の推進 施策主管課

関連する
SDGs目標

順調 ：Ａ評価が２つ以上
（Ｃ評価がある場合を除く）

［９０点以上］

①施策指標
（産出指標）
（成果指標）

③主要な構成事業の進捗状況　　　　　※　各事業の詳細は「３　主要な構成事業の状況」を参照

指標名（単位） 評価

Ｂ

施策の満足度（％）
（「満足」と「やや満足」の合計）

まち・ひと・しごと創生総合戦略

施策を取り
巻く環境等

施策指標

・「民有林整備事業量」について，近年，自然災害の激甚化により，林道等生産基盤の被災が増加しており，
計画した施業量の確保が困難であったことから，整備量が目標を下回る傾向にあるが，今後「森林経営管
理制度」による民有林の整備が実施されることから，事業量の増加を見込んでいる。
・「市内農地における環境保全カバー率」については，減少傾向にあるものの，国の多面的機能支払交付金
制度を活用した農地や農業用水などの保全活動等に取り組んでいる地域において，地域住民との共同作業
により，良好な農村環境の保全を実現している。

概ね順調

Ｃ ：達成度７０％未満
［１５点］

Ｃ ：前年度より低下（－５ｐｔ以下）
［１５点］

Ｃ ： 計画より遅れ
（構成事業２事業以上が計画より遅れ）

［１５点］

80点

Ａ ：前年度より向上（＋５ｐｔ以上）
［２５点］

　Ａ ： 計画以上
（構成事業２事業以上が計画以上）

［２５点］

やや遅れ：Ｃ評価が２つ以上
（Ａ評価が２つある場合を除く）

［７５点未満］

Ｂ ：達成度７０％以上１００％未満
［２０点］

Ｂ ：前年度同水準（±５ｐｔ未満）
［２０点］

Ｂ ： 計画どおり
（主に構成事業４事業以上が計画どおり）

［２０点］

②市民意識
調査結果
（満足度）

③主要な構成事業の
進捗状況

民有林整備事業量（ha）

Ｂ

成
果
指
標

Ｂ

市内農地における環境保全
活動カバー率（％）

中
核
市
水
準
比
較

指標名（単位）

Ｂ

評価の
組合せ

②
市
民
満
足
度
の
推
移

※『①施策指標』の単年度の達成度の計算について

★ 逓増型の指標（目標値が基準値より増加することが望ましいもの） × １００ （％）

★ 逓減型の指標（目標値が基準値より減少することが望ましいもの） × １００ （％）

実績値

目標値

目標値
実績値

16.3 15.4 

20.8 

0
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20

25

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

調査結果 基準値+5pt
基準値-5pt

（％）



３　主要な構成事業の状況 ※　その他の事業の評価結果については，別途「事業評価一覧」を参照ください。

対象者・物（誰・何に） 取組（何を）

1
多面的機能支払交付金[農地維持・資源向
上（共同）支払]

・農地・水環境の保全活動
の推進

農業者，地域住民等によ
り組織された活動組織

水路法面の草刈や泥上
げ，農業施設の補修な
ど，農地の持つ多面的機
能の維持・発揮に向けた
活動に要する経費の補助

 計画どおり 163,243 Ｈ19 　

【①昨年度の評価（成果や課題）：多面的機能支払交付金活動の支援】
・63活動組織が農地・水環境の保全活動を実施した。本市の農地・農業用施設を適正に管理するた
め，農地の持つ多面的機能の維持・発揮に向けた活動のエリア拡大が必要である。

【②今後の取組方針：新規・事業拡大に向けた検討】
・既存組織に対して事務負担の軽減に資する対策を検討するなど，活動の維持・拡大を支援するととも
に，農業委員や農地利用最適化推進委員などと連携し，新規の活動団体の掘り起しや地域のキー
パーソンの確保を図りながら，活動エリアの拡大に取り組む。

2 森林整備計画推進事業 　
計画に基づく森林の適正管
理

地域森林計画対象民有
林（7,591ha）

・　森林伐採に係る指導・
助言
・　森林経営計画審査
・　林地開発許可業務

 計画どおり - Ｈ10

【①昨年度の評価（成果や課題）：適正な管理の推進】
・適正な森林の維持管理を図るため，林地開発事業者に対し，森林法や関係法令に基づく適切な助
言・指導を実施する。大規模自然災害が頻発しており，開発地周辺で被害が生じないよう排水施設の
規模や残置する森林率などを定めた林地開発基準の見直しが必要である。

【②今後の取組方針：適正な管理の継続及び林地開発基準の見直し】
・引き続き適正な森林管理のための指導・助言を実施していく。国において林地開発基準の見直しに向
けた指針が示されたところであり，県と連携しながら必要な見直しを実施する。

3 有害鳥獣対策事業
有害鳥獣の捕獲や防除に
よる農林水産業等への被
害軽減

個人，団体，捕獲許可者

・　捕獲，防除に係る
　経費の一部補助
・　イノシシ捕獲者に
　対する報奨金の交付
・　猟友会による被害
　対策
・　捕獲機材の貸出や
　研修等の実施

 計画どおり 21,539 Ｈ20

【①昨年度の評価（成果や課題）：集落が一体となった被害防止対策の推進・捕獲従事者の高齢化】
・個人による捕獲を補完するため，猟友会による組織的な対策を強化し，隊員数の拡大等を図りなが
ら，集落が一体となった被害対策などを実施してきた。捕獲従事者の高齢化に伴い，新たな担い手の
確保やＩＣＴ機器活用による捕獲活動などの省力化が必要である。

【②今後の取組方針：効率的・効果的な被害対策の実施】
・新たに個人が捕獲したハクビシン等の処分支援業務を創設，様々な機会で周知を図りながら業務を
推進する。また，新たな担い手の確保や人材不足を補完するためのICT機器の有効活用などを検討
し，効率的・効果的な被害対策を実施していく。

4 民有林整備事業
民有林の森林施業を推進
するための支援

宇都宮市森林組合
下刈り，間伐，植栽など
の民有林整備に対する補
助

 計画どおり 10,996 S54

【①昨年度の評価（成果や課題）：森林経営計画による民有林整備の推進・施業量増に向けた支援】
・令和元年台風１９号の影響があったものの，一定の施業量を確保した。今後，「新たな森林経営管理
制度」の推進に伴い，施業量の増加が見込まれることから，林業経営者の施業量を増加させるための
支援が必要である。

【②今後の取組方針：民有林整備の推進・林業経営者への支援】
・引き続き森林経営計画による民有林整備を支援するとともに，県が実施する人材育成事業との連携
を図りながら，担い手の確保・育成に努めるほか，ドローンによる資源量調査といったＩＣＴの活用など
林業の効率化に向けた先進事例の情報収集を実施する。

5 新たな森林経営管理事業
森林環境譲与税を活用した
民有林の適正管理及び林
業経営の効率化の推進

森林所有者，市森林組合
等森林経営の担い手，市

森林経営管理法に基づく
新たな森林経営管理
事業の運用

 計画どおり 4,145 R1

【①昨年度の評価（成果や課題）：モデル地区内での事業実施・課題の洗い出しと新たなニーズへの対
応】
・モデル地区内での事業については，森林所有者への意向調査から集積計画策定準備までを実施し，
所有者や境界が不明な森林が多数存在するなどの課題が確認できたところであり，本格実施に向け引
き続き課題の洗い出しと解決に向けた整理が必要である。
・森林譲与税譲与税については，昨今の自然災害を受け，国が増額交付が決定したとろこであり，防災
に資する森林整備などと譲与税の趣旨に沿った活用が必要である。

【②今後の取組方針：本格実施に向けたノウハウ収集・新たな活用方法の検討】
・国手引きに沿った事業手順を一巡させ，事業の基本的な流れを確認するとともに，所有者不明案件な
ど諸課題の整理・対応を進め，円滑な本格実施に向けたノウハウ収集に努める。森林環境譲与税につ
いては，重要インフラ設備周辺の予防伐採など税の趣旨に沿った更なる活用方法を検討する。

４　今後の施策の取組方針

事業内容

№
事業の
進捗

Ｒ１
概算

事業費
（千円）

①課題 ②取組の方向性（課題への対応）

開始
年度

日本一
施策
事業

「①昨年度の評価（成果や課題）」と「②今後の取組方針」事業名

好循環Ｐ
・

戦略事業
・

SDGs

事業の目的

・農地や農業用水などの水路の保全活動等を支援する多面的機能支払交付金の交付対象となる活動組織について，令和元年度は，６３組織
が活動していたが，組織の高齢化や事務負担が大きいことを理由に活動を終了した団体（２団体）もあったことから，活動組織の継続や活動エリ
アの拡大，新規組織の立ち上げに向けて，事務負担の軽減を図る必要がある。

・「森林経営管理制度」の市域全域での実施に向け，事業ノウハウ収集のためのモデル事業に取り組むほか，県において人材の育成・確保の取り組みを進
めており，県や林業事業者と連携・協力し，一体となって担い手の育成・確保を進めていく。また，森林環境譲与税の活用についても，「森林経営管理制度」
などの森林整備の事業費を見据えながら，森林整備の促進につながる公共施設等の木造・木質化や重要インフラ施設周辺の森林整備など新たな活用先を
検討していく。

・捕獲活動に係るＩＣＴ機器活用に向けた実証実験を行い，実効性のあるものについて実用化に向けた取組を進める。また，小型獣の対策においては，捕獲
時の個体処分が捕獲従事者にとって相当な負担となっていることから，市による個体回収事業に取り組む。

・活動組織への事務負担の軽減を図るため，事務マニュアルを活用しながら，活動組織が行う事務処理の一部をJAや土地改良区等に事務委託が実施でき
る体制づくりを進めていく。

・経営管理がなされていない森林に対し有効な施策である「森林経営管理制度」について，早期に事業サイクルの確立を図るとともに，その森
林整備の担い手の確保もあわせて行っていく必要がある。また，「森林環境譲与税」についても，森林整備の一層の推進を図るため，「森林経
営管理制度」などの森林整備への活用のほか，森林整備の促進につながる施策への活用も検討する必要がある。

・捕獲従事者の高齢化により，ＩＣＴ機器の活用などによる捕獲活動の省力化やそれらの機器を活用できる新たな担い手の確保に取り組む必要
がある。また，小型獣への対策強化を図るため，捕獲従事者への支援の充実が必要である。



① 161

１　施策の位置付け

Ⅴ １９

２　施策の取組状況 指標

産出 0

成果 0

H３０ R１ R２ R３
R４

（目標年）
評価 満足 やや満足

満足度
（計）

やや不満 不満 わからない

単年度
目標値

13,189 13,344 13,500 13,630 13,760
基準値
（Ｈ２９） 3.8% 29.6% 33.5% 26.2% 7.9% 26.4%

基準値
（Ｈ２８）

11,416人 実績値 12,965 9,524 Ｈ３０ 5.9% 30.8% 36.7% 18.3% 4.3% 36.1%

目標値
（Ｒ４）

13,760人
単年度の
達成度

98.3% 71.4% Ｒ１ 6.1% 36.1% 42.3% 20.6% 3.2% 30.0%

単年度
目標値

Ｒ２ .0%

基準値
（Ｈ２８）

実績値 Ｒ３ .0%

目標値
（Ｒ４）

単年度の
達成度

Ｒ４ .0%

単年度
目標値

3,812 4,109 4,406 4,703 5,000

基準値
（Ｈ２８）

3,218世帯 実績値 4,333 4,638

目標値
（Ｒ４）

5,000世帯
単年度の
達成度

113.7% 112.9% Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

単年度
目標値

中核市平均

基準値
（Ｈ２８）

実績値 本市実績

目標値
（Ｒ４）

単年度の
達成度

本市順位 指標 評価

産出
指標 Ｂ

成果
指標 Ａ

市民
満足 Ａ

構成
事業 Ｂ

市民満足度

総合評価

・国連では，H２７年９月に，「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」を中核とする「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」を採択し，「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し，経済・社会・環境をめぐる広範な課題に，統合的に取り組むことを決
定。
・本市は，Ｒ１年７月に「ＳＤＧｓ未来都市」に選定され，「ＳＤＧｓ未来都市計画」に基づき，Ｒ２年１月に，「宇都宮市ＳＤＧｓ人づくりプラットフォーム」を設立し，地域の様々なステークホルダーと連携して，本市の特性を踏まえたＳＤＧｓを推進してい
る。
・国では，Ｈ２７年７月から，身近な生活の中で，未来のために，省エネ・低炭素型の「製品」，「サービス」，「行動」など，あらゆる「賢い選択」を国民一人ひとりに促す取組として，「ＣＯＯＬ　ＣＨＯＩＣＥ」を働きかけている。
・国は，Ｒ１年５月に，使い捨てプラスチックの削減を掲げた「プラスチック資源循環戦略案」を決定し，Ｒ２年７月から，小売業において「レジ袋有料義務化（無料配布禁止等）」を開始。
・県及び県内市町村は，Ｒ１年８月に，プラスチックごみ対策の一層の強化を図るため，「栃木からの森里川湖プラごみゼロ宣言」を共同で行い，県・市町が一丸となって取り組む体制を整備。
・国は，Ｒ１年１０月に，食品ロスの削減を総合的に推進することを目的とした「食品ロスの削減の推進に関する法律」を施行し，食品ロスの削減に向け，官民一体となった取組を推進。
・市民の「もったいない運動」の認知度について，市政世論調査（Ｒ１実施）によると，若年層への普及啓発に重点的に取り組んだ結果，世論調査において２０代の認知度が前回より高くなった一方で，３０・４０代の認知度が低くなったことから，子
育て世代に対する普及啓発に取り組む必要がある。
・レジ袋有料化に伴い，買い物にはマイバッグ，外食にはマイ箸利用を推進する「マイMy運動」に重点的に取り組むとともに，「みやエコファミリー認定制度」について，ポイント付与行動の大部分を占めるレジ袋を断る行動の定着が見込まれること
から，見直しが必要となっている。

施策の評価・分析　（現状とその要因の分析）

・「もったいない運動」をはじめとした，家庭等で身近に取り組める環境保全行動を継続的に推進してきたほか，本市の環境
学習の拠点である「環境学習センター」における講座等の実施，本市のＳＤＧｓ達成に向けた取組等の推進により，昨年度
の水準を上回る満足度につながったものと分析している。

施策目標
市民が，健全で恵み豊かな環境を享受できるよう，「もったいない」のこころを持って環境保全に取り組んでい
ます。

産
出
指
標

①
施
策
指
標

指標名（単位）
【

参
考
指
標

】

※
評
価
の
考
え
方

概ね順調 ：主にＢ評価が３つ以上
［７５点以上９０点未満］

総合評価

Ａ ：達成度１００％以上
［２５点］

政策の柱 基本施策目標
市民・事業者・行政が連携した環境配慮行動が実践され，エコで無理のない快適な生
活が送れています。

令和２年度　行政評価　　施策カルテ

施策名 環境政策課
総合計画
記載頁

基本施策名「産業・環境の未来都市」の実現に向けて 環境への付加を低減する

環境保全行動の推進 施策主管課

関連する
SDGs目標

順調 ：Ａ評価が２つ以上
（Ｃ評価がある場合を除く）

［９０点以上］

①施策指標
（産出指標）
（成果指標）

③主要な構成事業の進捗状況　　　　　※　各事業の詳細は「３　主要な構成事業の状況」を参照

指標名（単位） 評価

Ａ

施策の満足度（％）
（「満足」と「やや満足」の合計）

まち・ひと・しごと創生総合戦略

0

0

施策を取り
巻く環境等

施策指標

・台風１９号や新型コロナウイルスの影響により，「環境学習センター開催講座等への参加者数」は減少した
が，「地球温暖化防止」や「生物多様性の保全」を主軸として，ＳＤＧｓやＥＳＤを意識した講座運営を行ったこ
とにより，参加者から非常に高い評価が得られた。
・環境保全行動を推進する様々な取組を通して，市民に対する環境意識の醸成が図られ，「みやエコファミ
リー認定制度認定家庭数」は，単年度目標値を超える成果が得られた。

順調

Ｃ ：達成度７０％未満
［１５点］

Ｃ ：基準値より低下（－５ｐｔ以下）
［１５点］

Ｃ ： 計画より遅れ
（構成事業２事業以上が計画より遅れ）

［１５点］

９０点

Ａ ：基準値より向上（＋５ｐｔ以上）
［２５点］

　Ａ ： 計画以上
（構成事業２事業以上が計画以上）

［２５点］

やや遅れ：Ｃ評価が２つ以上
（Ａ評価が２つある場合を除く）

［７５点未満］

Ｂ ：達成度７０％以上１００％未満
［２０点］

Ｂ ：基準値同水準（±５ｐｔ未満）
［２０点］

Ｂ ： 計画どおり
（主に構成事業４事業以上が計画どおり）

［２０点］

②市民意識
調査結果
（満足度）

③主要な構成事業の
進捗状況

環境学習センター開催講座等
への参加者数（人）

Ｂ

成
果
指
標

Ａ

みやエコファミリー認定制度認
定家庭数（累計）（世帯）
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核
市
水
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較

指標名（単位）

Ｂ

評価の
組合せ

②
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民
満
足
度
の
推
移

※『①施策指標』の単年度の達成度の計算について

★ 逓増型の指標（目標値が基準値より増加することが望ましいもの） × １００ （％）

★ 逓減型の指標（目標値が基準値より減少することが望ましいもの） × １００ （％）

実績値
目標値

目標値
実績値

33.5 
36.7 

42.3 
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３　主要な構成事業の状況 ※　その他の事業の評価結果については，別途「事業評価一覧」を参照ください。

対象者・物（誰・何に） 取組（何を）

1 ＳＤＧｓ未来都市の推進 SDGs

・総合計画で掲げた「６つの未来都
市」の実現に向けた戦略的な取組の
推進
・ＳＤＧｓに対する宇都宮市全体での
理解促進と市民・事業者とのパート
ナーシップの基盤強化

・行政（宇都宮市）
・市民
・事業者

「ＳＤＧｓ人づくりプラットフォーム」
を通じた普及啓発の展開  計画どおり 0 R1 　

【①昨年度の評価（成果や課題）：ＳＤＧｓ人づくりプラットフォームの設立】
・講演会に定員を上回る150名の市民・事業者の参加があり，また，会員として163団体の登録があるなど，多くの市民・事
業者の参画を図ることができた。
・講演会では，ＳＤＧｓの認知度が高い参加者が多かったことから，今後は，ＳＤＧｓを知らない方への普及啓発の方法につ
いて検討が必要である。

【②今後の取組方針：市民・事業者のＳＤＧｓ認知度向上に向けた取組の実施】
・本市のＳＤＧｓの理解促進・認知度向上を図るため，運営本部と会員が連携協力しながら，市民・事業者に対する勉強会
等の開催やイベント等の実施について効率的・効果的に取り組む。

2 もったいない運動の推進 SDGs

すべての市民・事業者が「ひと・もの・
まち」を大切にする「もったいないのこ
ころ」をもった日常生活・事業活動の
主体的な実践

・行政（宇都宮市）
・市民
・事業者

「もったいない運動市民会議」を中
心とした普及啓発の展開  計画どおり 4,602 H17

独自性
先駆的

【①昨年度の評価（成果や課題）：様々な機会を活用した普及啓発】
・「もったいない残しま１０！」運動について，街頭での周知啓発や成人式において実践を促すなど，様々な機会を活用した
普及啓発により，運動の認知度が前回の世論調査の結果と比較して１１ポイント上昇し，認知者の割合が４割を超えた。
・１０代，２０代の若年層において「もったいない運動」の認知度が低いことから，「もったいない事例集」の作成など，学生と
連携した普及啓発を実施した。
・世論調査の結果においては，１０代，２０代の認知度が向上する一方，３０代，４０代の認知度が低かったことから，これら
の年代に対する普及啓発の強化を図る必要がある。

【②今後の取組方針：子育て世代への認知度向上に向けた周知啓発】
・　「残しま１０！運動」協力店など市内の飲食店，スーパー等に，マイバッグの活用を促すポスターの掲示を依頼するな
ど，家庭における身近な「もったいない」の周知啓発を行うとともに，引き続き全世代に対する「もったいない運動」の実践促
進を図る。

3 環境マネジメントの推進 SDGs
市の事務事業における環境負荷の
低減や行政コストの削減

市のすべての施設

「宇都宮市役所環境マネジメント
システム（もったいないＥＭＳ）」に
基づく庁内環境配慮行動の推進
及び監査

 計画どおり 341 H30

【①昨年度の評価（成果や課題）：もったいないＥＭＳの適正な運用】
・もったいないＥＭＳの運用状況について，平成３０年度の温室効果ガス排出が93,269ｔ-ＣＯ２となり，基準年度と比較して
16.5％の減となるとともに，グリーン調達率は96.6％と，エネルギー使用量や環境配慮行動の実施などにおいて，適正な運
用が確認できた。
・一方で，　省エネ法の努力目標達成（Ｓクラス）に向け，改めて一人ひとりの取組の強化・継続に加え，高効率設備への積
極的な更新など，エネルギー使用量の削減に向けた取組を全庁的に推進していくことが必要である。
・エネルギー使用量の大きい施設について省エネ診断を実施，診断結果を踏まえ，エネルギー使用の効率化に向け，各種
取組の実効性を高めることか必要である。

【②今後の取組方針：環境目標達成に向けた取組の実施】
・「環境都市うつのみや」の実現を目指し，効果的な省エネ方策及び再エネ導入のあり方などを含む第３次ストップ・ザ・温
暖化プランの改定を行うほか，引き続き，省エネ・省資源の推進やグリーン購入の推進，ごみ排出抑制など，行政活動によ
る環境負荷の低減に取り組むとともに，エネルギー使用量の削減や環境法令遵守の徹底などに取り組む。
・指定管理施設への導入については，関係課と連携を図りながら，指定管理施設への試験的導入を行い，システム導入に
伴う課題等の検証を行う。

4 みやエコ推進事業 SDGs

・環境マネジメントシステムによる家
庭・学校・事業所における市独自の
環境配慮行動の普及・促進
・環境を大切にする「もったいない
宮っ子」の育成

・家庭
・小中学校
・事業者
・幼稚園・保育園・認定こども園

・家庭・学校・事業者の計画的な
環境配慮行動の実践に対し，主
体別に，本市独自に「みやエコ
ファミリー」，「みやエコスクール」，
「ＥＣＯうつのみや21」として認定
・幼稚園などにおいて，環境保全
に親しむ活動が良好な園に対し，
「みやエコ園」として認定

 計画どおり 419 H13

【①昨年度の評価（成果や課題）：第３次環境基本計画の目標達成に向けた取組】
・「みやエコファミリー」について，協力店やイベントでキャンペーンを実施し，今年度の認定家庭数が4,637世帯となったが，
第3次環境基本計画における目標値である5,000世帯の認定に向けて引き続き取り組む必要がある。
・「ＥＣＯうつのみや21」について，新規認定事業所が１事業所に留まったことから，認定数拡大に向け，効果的な周知啓発
を実施する必要がある。
・「みやエコ園」について，認定園を対象とした活動支援「みやエコおてつだい」を3園で実施し，遊びを通して環境について
学ぶ機会を提供することができた。
・「みやエコスクール」について，小中学校もＥＭＳの対象となっていることから，校内の美化活動だけでなく，エネルギー使
用量の削減についても積極的な実践を促す必要がある。

【②今後の取組方針：新規認定に向けた働きかけ】
・「みやエコファミリー」について，認定家庭数拡大に向け，広報紙やＳＮＳを活用した周知啓発の強化やイベントでの積極
的な声かけ等の募集強化を図るとともに，協力店舗と連携した店頭での参加募集活動等，効果的な周知啓発を実施する。
・「ＥＣＯうつのみや21」について，庁内外の事業所向けセミナーなどを活用し，認定数拡大に向けた情報発信を行う。
・「みやエコ園」について，未認定園への積極的な働きかけや，「みやエコおてつだい」の活用について周知を行う。
・「みやエコスクール」について，未認定校に対して働きかけを行うとともに，認定校においては，先進的な環境配慮行動に
取り組む学校の情報提供を行う。

5 環境学習の推進 SDGs
環境問題に対する意識啓発と環境を
大切にする人づくり

・市民
・事業者

・環境学習センターを拠点とした
人材育成
・環境学習講座の開催

 計画どおり 33,706 H13

【①昨年度の評価（成果や課題）：新施設稼働に伴う環境学習への対応】
・クリーンセンター下田原，エコパーク下横倉における施設見学の実施体制や時期について，関係各課等との調整を図り，
施設整備のスケジュール等に合わせ，計画的に準備を進めることができた。
【①昨年度の評価（成果や課題）：ＥＳＤの視点を取り入れた講座の実施】
・環境学習センター事業において，ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）の視点を取り入れた講座を市内5小学校に提供
するとともに，環境学習講座24講座においても，受講者が環境問題の解決に繋がる身近な取組を考える機会を設けること
ができた。

【②今後の取組方針：供用開始に向けた整備】
・令和２年度からの供用開始に向け，クリーンセンター下田原の展示スペースの整備及び令和３年度開始の宇都宮学の受
け入れに向けて，予約方法や見学案内マニュアルの調整等を行う。
【②今後の取組方針：ＥＳＤの推進】
・環境学習センターの施設見学や一般講座においても，ＥＳＤの視点を取り入れた講座を実施する。

４　今後の施策の取組方針

事業内容

№
事業の
進捗

Ｒ１
概算

事業費
（千円）

①課題 ②取組の方向性（課題への対応）

開始
年度

日本一
施策
事業

「①昨年度の評価（成果や課題）」と「②今後の取組方針」事業名

好循環Ｐ
・

戦略事業
・

SDGs

事業の目的

・環境配慮行動の実践促進
　レジ袋有料化や家庭部門のＣＯ２排出量状況等を踏まえ，現行の家庭における環境配慮行動促進事業である「みやエコファミリー事業」を見直し，CO２排出量削減に効果的
につながる環境配慮行動の明確化を図るとともに，実践につなげるための手法について検討を行う。

・環境学習機会の充実
　環境学習センターにおいて，ＥＳＤの視点を取り入れた講座やクリーンセンター下田原・エコパーク下横倉等各施設の特色を活かした施設見学・講座の実施など，多様化する
市民の学習ニーズや現代的課題に対応した講座の提供などにより環境学習機会の充実を図る。

・ＳＤＧｓの視点を持った取組の実践促進に向けた普及啓発の強化
　本市のＳＤＧｓの推進に向け，市民・事業者・行政が一体となり，ＳＤＧｓの視点を持って主体的に環境配慮行動に取り組めるよう，普及啓発の強化を図る必要がある。

・環境配慮行動の実践促進
　市民が日常生活において，さらに主体的・積極的に環境に配慮した行動が実践できるよう，子育て世代の実践に向けたICTの活用や多様化する環境問題を踏まえた新たな仕
組みの検討が必要である。

・環境学習機会の充実
　市民・事業者の主体的・積極的な環境配慮行動の実践を推進するため，環境学習センターを拠点とした環境学習機会の更なる充実が必要である。

・ＳＤＧｓの視点を持った取組の実践促進に向けた普及啓発の強化
　「ＳＤＧｓ人づくりプラットフォーム」による市域全体のＳＤＧｓの認知度向上に向けた情報発信や勉強会における普及啓発をはじめ，「もったいない運動市民会議」と連携し，
「もったいない残しま１０！」運動や「マイMy運動」等の取組について，ＳＤＧｓの趣旨を踏まえて展開することにより，市民・事業者の環境保全行動の実践を促進する。



② 161

１　施策の位置付け

Ⅴ １９

２　施策の取組状況 指標

産出 基本目標Ⅲ

成果 基本目標Ⅲ

H３0 R１ R２ R３
R４

（目標年）
評価 満足 やや満足

満足度
（計）

やや不満 不満 わからない

単年度
目標値

16,484 17,742 19,000 20,000 21,000
基準値
（Ｈ２９） 3.2% 22.4% 25.6% 26.0% 14.3% 28.4%

基準値
（Ｈ２８）

15,138世帯 実績値 16,989 17,751 Ｈ３０ 5.1% 22.4% 27.5% 29.5% 11.2% 27.2%

目標値
（Ｒ４）

21,000世帯
単年度の
達成度

103.1% 100.1% Ｒ１ 5.4% 32.2% 37.6% 24.8% 11.5% 20.9%

単年度
目標値

Ｒ２ .0%

基準値
（Ｈ２８）

実績値 Ｒ３ .0%

目標値
（Ｒ４）

単年度の
達成度

Ｒ４ .0%

単年度
目標値

7.14 6.96 6.78 6.60 6.40

基準値
（Ｈ２６）

7.5
t-Co2／年

実績値 7.93 8.91

目標値
（Ｒ４）

6.2
t-Co2／年

単年度の
達成度

90.0% 78.1% Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

単年度
目標値

中核市平均 24.3 25.5

基準値
（Ｈ２８）

実績値 本市実績 43.5 45.9

目標値
（Ｒ４）

単年度の
達成度

本市順位 9位/54市 10位/58市 指標 評価

産出
指標 Ａ

成果
指標 Ｂ

市民
満足 Ａ

構成
事業 Ｂ

市民満足度

太陽光発電設備導入世帯数
（累計）（世帯）

Ａ

成
果
指
標

Ｂ

１世帯当たりの二酸化炭素排
出量（ｔ－Ｃｏ２／年）

中
核
市
水
準
比
較

指標名（単位）

Ｂ

評価の
組合せ

②
市
民
満
足
度
の
推
移

施策を取り
巻く環境等

施策指標

・太陽光発電設備導入世帯数については，冬場の日照時間が長い地域特性に着目し，太陽光発電に対す
る補助事業や各種普及啓発事業に積極的に取り組んだことにより，目標値を達成することができた。
・１世帯当たりの二酸化炭素排出量について，目標未達となっているが，これは，家庭部門における排出量
の増加（世帯数の増加や自動車依存などによる影響）が，主な要因として考えられる。

順調

Ｃ ：達成度７０％未満
［１５点］

Ｃ ：基準値より低下（－５ｐｔ以下）
［１５点］

Ｃ ： 計画より遅れ
（構成事業２事業以上が計画より遅れ）

［１５点］

９０点

Ａ ：基準値より向上（＋５ｐｔ以上）
［２５点］

　Ａ ： 計画以上
（構成事業２事業以上が計画以上）

［２５点］

やや遅れ：Ｃ評価が２つ以上
（Ａ評価が２つある場合を除く）

［７５点未満］

Ｂ ：達成度７０％以上１００％未満
［２０点］

Ｂ ：基準値同水準（±５ｐｔ未満）
［２０点］

Ｂ ： 計画どおり
（主に構成事業４事業以上が計画どおり）

［２０点］

②市民意識
調査結果
（満足度）

③主要な構成事業の
進捗状況

順調 ：Ａ評価が２つ以上
（Ｃ評価がある場合を除く）

［９０点以上］

①施策指標
（産出指標）
（成果指標）

③主要な構成事業の進捗状況　　　　　※　各事業の詳細は「３　主要な構成事業の状況」を参照

指標名（単位） 評価

Ａ

施策の満足度（％）
（「満足」と「やや満足」の合計）

まち・ひと・しごと創生総合戦略

ＳＤＧｓを原動力とした経済・社会・環境の三側面が調和した持続発展可能な都市を実現する。

ＳＤＧｓを原動力とした経済・社会・環境の三側面が調和した持続発展可能な都市を実現する。

政策の柱 基本施策目標
市民・事業者・行政が連携した環境配慮行動が実践され，エコで無理のない快適な生
活が送れています。

令和２年度　行政評価　　施策カルテ

施策名 環境政策課
総合計画
記載頁

基本施策名「産業・環境の未来都市」の実現に向けて 環境への負荷を低減する

地球温暖化対策の推進 施策主管課

関連する
SDGs目標

総合評価

・平成２７年１２月のＣＯＰ２１において「パリ協定」が採択され，我が国は２０３０年の温室効果ガス排出量を２０１３年比２６％削減する目標を提示したことを踏まえ，「地球温暖化対策計画」が，平成２８年５月に閣議決定された。
・平成３０年４月，国において「第５次環境基本計画」が策定され，環境政策の具体的な展開として，各地域が自立・分散型の社会を形成する「地域循環共生圏」の創造が位置付けられるととともに，平成３０年７月の「第５次エネルギー基本計画」
においては，再エネの主力電源化が盛り込まれるなど，これまで以上に再エネの導入が求められている。
・国は，新型コロナウイルスの影響を踏まえた経済復興に当たり，脱炭素・循環経済・分散型社会への移行を図る「グリーンリカバリー」の推進を表明し，具体的な取組の検討を開始した。
・本市は，市民・事業者・行政がより一層連携・協力し，具体的な行動を実践していくことにより，広範な環境課題の解決に取り組んでいくため，令和２年３月に「環境未来都市うつのみや」の実現を目指すことを宣言し，地球温暖化の原因となる温
室効果ガスを排出しない脱炭素社会，「もったいないのこころ」でひとやものを大切にする循環型社会，環境，経済，社会の統合的な向上が図られた持続可能なまちの構築に向けて，市民・事業者・行政が一体となって取組を進めていくこととし
た。

施策の評価・分析　（現状とその要因の分析）

・本市は，総合計画にも掲げている本市のまちづくりとSDGｓの達成の方向性が概ね一致していることやＬＲＴ沿線における
低炭素化の促進，「もったいない運動」といった本市独自の取組を提案し，令和元年７月１日に，県内ではじめて「ＳＤＧｓ未
来都市」に選定された。
・これまでの環境施策の着実な推進に加え，上記のような経済，社会，環境の３つの側面から，持続的な発展を目指すとい
うビジョンについてメディアに取り上げられたことなどから，満足度の大幅な増加につながったものと分析している。

施策目標
市民・事業者・行政の各主体がお互いに連携・協力しながら，温室効果ガスの削減に積極的に取り組んでい
ます。

産
出
指
標

①
施
策
指
標

指標名（単位）

住宅用太陽光発電システム設置家庭数
　／１，０００世帯（世帯）

【

参
考
指
標

】

※
評
価
の
考
え
方

概ね順調 ：主にＢ評価が３つ以上
［７５点以上９０点未満］

総合評価

Ａ ：達成度１００％以上
［２５点］

※『①施策指標』の単年度の達成度の計算について

★ 逓増型の指標（目標値が基準値より増加することが望ましいもの） × １００ （％）

★ 逓減型の指標（目標値が基準値より減少することが望ましいもの） × １００ （％）

実績値

目標値

目標値
実績値

25.6 27.5 

37.6 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

調査結果 基準値+5pt
基準値-5pt

（％）



３　主要な構成事業の状況 ※　その他の事業の評価結果については，別途「事業評価一覧」を参照ください。

対象者・物（誰・何に） 取組（何を）

1
自立分散型の再生可能エネルギー等の普
及促進
（家庭向け低炭素化普及促進補助事業）

SDGs
家庭からの温室効果ガス
排出量の削減

市内の自ら居住する住宅に太
陽光発電システム，太陽光連携
固定式蓄電池・太陽光連携電
気自動車（EV），太陽光連携機
器（V2H），エネファームを設置
した者又は市内の当該システ
ム付の建売住宅を購入した者

「創エネ・蓄エネ連携システム」
の導入に係る設置費の一部を
補助

計画
どおり

85,100

Ｈ28
（太陽光へ
の補助は

H15）

トップクラ
ス

【①昨年度の評価（成果や課題）：補助制度の周知と実施】
・事業者と連携した補助制度の周知・啓発等により，蓄電池の申請件数が増加し，自立分散型エネルギーの普及が
図られた。
・太陽光ＥＶ連携機器の活用方法を始めとした，市民の自立分散型エネルギーの理解促進が必要である。

【②今後の取組方針：自立分散型エネルギーの周知・啓発及び補助制度見直しの検討】
・自立分散型エネルギーの普及のため，引き続き市民に対する周知・啓発を実施するとともに，固定価格買取制度
による買取期間の終了を踏まえた市民の実態や，環境基本計画等の見直し，補助実績，国の動向等を踏まえ，補
助制度見直しの検討を行う。

2

自立分散型の再生可能エネルギー等の普
及促進
（事業所におけるエネルギー利用のスマー
ト化）

事業者における省エネに対
する理解の促進と意識の
醸成

・中小事業者 ・省エネルギーセミナーの開催
計画
どおり

512 H26

【①昨年度の評価（成果や課題）：事業者に対する取組の周知と参加促進】
・市内中小事業者（小規模事業者を含む）の省エネ意識の醸成と主体的な省エネ行動の拡大を図るため，関係課と
連携し，年2回の「省エネルギーセミナー」を効果的に実施するとともに，省エネ改修等の事例をまとめた「省エネガ
イドブック」を活用し，中小企業への周知啓発を図った。
・事業者に対する効果的な支援策を検討するため，省エネニーズ調査を行った。

【②今後の取組方針：新たな支援策の検討】
・事業者支援をより充実させていくため，環境出前講座を実施するとともに，省エネニーズ調査等を踏まえ，新たな
支援策を検討する。

3

自立分散型の再生可能エネルギー等の普
及促進
（市有施設におけるエネルギー利用のス
マート化）

　
市有施設におけるエネル
ギー利用の更なる効率化・
最適化

・市有施設

・もったいないEMSの運用によ
る効率的なエネルギー使用の
推進
・地区市民センターに設置した
蓄電池の有効活用の検討
・本庁舎へのLED導入

計画
どおり

0
（105,880）

H26

【①昨年度の評価（成果や課題）：エネルギー使用状況調査の実施及び本庁舎へのLED導入】
・地区市民センターにおける太陽光及び蓄電池の有効活用を検討するため，事業者と連携し，地区市民センターの
エネルギー使用状況の調査を実施した。
・本庁舎（4～10階，議場）へのLED照明の導入に伴い，照明に係る電力及びCO2排出量が約70％削減できる見込
みである。
・実効性の高い省エネ方策の抽出と他施設への普及展開方法の検討が必要である。

【②今後の取組方針：実効性のある省エネ方策の検討及び地区市民センターにおける蓄電池等の有効活用】
・エネルギー使用状況調査結果を踏まえ，地区市民センターにおける太陽光発電・蓄電池の平常時の有効活用方
法を検討する。
・庁舎管理部門などの関係課と連携し，引き続き本庁舎のLED化を進めるとともに，市民に対するLED事業効果の周
知に努める。

4
EV（電気自動車）等低環境負荷型自動車の
普及促進

　
市民への低環境負荷型自
動車の普及拡大

・市民

・イベント等でのEVの普及啓発
の実施
・家庭向け低炭素化普及促進
補助事業の実施
・EV体験の出前講座の実施

計画
どおり

0 H23

【①昨年度の評価（成果や課題）：様々な機会を活用した普及啓発，導入支援の実施】
・太陽光発電と連携したEVの補助申請件数増に向け，自動車販売店協会などへの周知を行いながら補助事業を実
施した。
・市民の低炭素型自動車に対する更なる理解促進が必要である。

【②今後の取組方針：自立分散型エネルギーの更なる周知啓発】
・環境出前講座やイベント等の機会を活用し，低炭素型自動車の周知を行うとともに，電気自動車の優位性（災害
時等に蓄電池として活用できる）を自動車メーカーやハウスメーカー等と共有しながら周知・啓発に取り組む。

5 LRT沿線の低炭素化促進事業 SDGs
LRT沿線における低炭素化
の推進

・市民
・事業者
・行政

・LRT沿線の低炭素化促進に向
けた検討

計画
どおり

6,600 H28

【①昨年度の評価（成果や課題）：事業の実現に向けた検討】
・清原工業団地ＴＣにおける自立分散型エネルギーの導入に向けた検討を実施し，方向性を整理した。
・環境省の補助事業に採択され，地域新電力会社の事業採算性や地域還元方策等の詳細な検討を実施し，安定
的・持続的な運営が可能であることを確認するとともに，事業の範囲や収益の取扱い，行政関与について整理を
行った。
・端末交通のＥＶ化による低炭素化について，スマートシティの取組と連携した検討を実施した。
・ＳＤＧｓの推進やスマートシティの形成に向け，既存事業との整合・調整を図る必要がある。

【②今後の取組方針：事業の実現に向けた具体的な検討】
・先進事例等の調査を踏まえつつ，関連する事業と連携しながら，清原工業団地ＴＣへの低炭素技術の導入やＴＣ
周辺街区ごとの最適な低炭素化技術を検討する。
・端末交通のEV化による低炭素化やモーダルシフトの促進に向け，民間事業者と意見交換等を行いながら課題の
整理や解決策の検討を行う。
・令和3年度の地域新電力会社の設立に向けて，民間事業者の募集・選定等の会社設立準備を行う。

４　今後の施策の取組方針

・家庭・事業所・市有施設における低炭素化のより一層の促進
　地球温暖化対策をより一層推進するため，第３次環境基本計画や実行計画の改定を行い，削減目標の達成に向け，各種取組を推進するとともに，新たな施策事業の
検討・推進に取り組む。
　（家庭）
　　自立分散型エネルギーの更なる普及を図るため，蓄電池に重点を置いたメリハリのある補助制度への見直しを検討する。
　　また，家庭におけるCO2排出量抑制のため，ZEHなど住宅の省エネ化に向けた支援策等を検討する。
　（事業所）
　　グリーン・リカバリーを促進するため，省エネ化・低炭素化が図られる設備導入への支援策等を検討する。
　（市有施設）
　　市有施設におけるグリーン・エネルギーの調達を進めるため，地域新電力会社からの電力調達を行う。
　（環境技術）
　　県と連携し，市内に水素ステーションの誘致などについて検討するとともに，FCV導入支援や水素エネルギー活用に係る調査など持続可能なエネルギー社会の構築
に向けて，新たな環境技術の導入に係る取組を推進する。

・再生可能エネルギーの地産地消の推進（LRT沿線の低炭素化の推進）
　TCにおける再生可能エネルギー設備等の導入や端末交通におけるEVバス等の導入補助，LRTを活用したモーダルシフトの検討のほか，令和３年度に会社設立を予
定している地域新電力会社について，LRT整備事業スケジュールに沿って円滑に事業を推進するため，関係者と緊密に連携・調整を図りながら，計画的に事業を進めて
いく。

・家庭・事業所・市有施設における低炭素化のより一層の促進
　太陽光発電設備導入については，太陽光発電設備の新規認定分の導入件数及び導入容量が中核市トップクラスとなっているほか，事業者と連携した補
助制度の周知啓発等により蓄電池の補助申請件数が増加するなど，自立分散型エネルギーの普及が図られているものの，世帯数の増加や自動車依存等
による影響により，一世帯当たりの二酸化炭素排出量については，平成２６年度の基準値から増加しており，更なる事業の推進や新たな施策の検討など，
市民・事業者・行政が一体となった施策の展開が必要である。
　（家庭）
　　家庭におけるCO2排出抑制と脱炭素化，自立分散型エネルギーの更なる普及促進に向け，効果的な支援策の構築が必要である。
　（事業所）
　　ポスト・コロナ時代における経済再生の取組に当たっては，省エネ化・低炭素化が図られる設備投資の喚起によりグリーン・リカバリーを促進する必要が
ある。
　（市有施設）
　　SDGｓ未来都市として，市有施設における更なる低炭素化を図るため，グリーン・エネルギーの調達を率先して進める必要がある。
　（環境技術）
　　脱炭素社会の構築に向けた取組を加速するため，水素を始めとした新たな環境技術を積極的に導入することが求められる。
・再生可能エネルギーの地産地消の推進（LRT沿線の低炭素化の推進）
　TCにおける再生可能エネルギー設備等の導入や端末交通におけるEVバス等の導入補助，LRTを活用したモーダルシフトの検討のほか，地域新電力会
社の設立について，LRT沿線における低炭素化を促進するため，各種手続や関係者との調整を滞りなく進めていく必要がある。
　また，地域新電力会社について，クリーンパーク茂原における廃棄物発電による電力と併せて，市民からの太陽光発電による電力調達の検討など，更な
る再生可能エネルギーの地産地消の推進を図る必要がある。

事業内容

№
事業の
進捗

Ｒ１
概算

事業費
（千円）

①課題 ②取組の方向性（課題への対応）

開始
年度

日本一
施策
事業

「①昨年度の評価（成果や課題）」と「②今後の取組方針」事業名

好循環Ｐ
・

戦略事業
・

SDGs

事業の目的



③ 161

１　施策の位置付け

Ⅴ １９

２　施策の取組状況 指標

産出 0

成果 0

H３0 R１ R２ R３
R４

（目標年）
評価 満足 やや満足

満足度
（計）

やや不満 不満 わからない

単年度
目標値

4,000 4,030 4,060 4,090 4,120
基準値
（Ｈ２９） 8.1% 38.3% 46.4% 21.4% 8.5% 19.0%

基準値
（Ｈ２９）

3,972人 実績値 4,002 4,529 Ｈ３０ 10.9% 42.5% 53.4% 18.3% 4.1% 20.6%

目標値
（Ｒ４）

4,120人
単年度の
達成度

100.1% 112.4% Ｒ１ 10.8% 41.5% 52.3% 22.1% 5.9% 15.7%

単年度
目標値

Ｒ２ .0%

基準値
（Ｈ２９）

実績値 Ｒ３ .0%

目標値
（Ｒ４）

単年度の
達成度

Ｒ４ .0%

単年度
目標値

762.0 756.0 750.0 742.0 734.0

基準値
（Ｈ２８）

781ｇ/人日 実績値 783.0 796.0

目標値
（Ｒ４）

734ｇ/人日
単年度の
達成度

97.3% 95.0% Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

単年度
目標値

中核市平均 817.38 808.53

基準値
（Ｈ２９）

実績値 本市実績 777.76 777.62

目標値
（Ｒ４）

単年度の
達成度

本市順位 17位/54市中 23位/58市中 指標 評価

産出
指標 Ａ

成果
指標 Ｂ

市民
満足 Ａ

構成
事業 Ｂ

市民満足度

総合評価

・リサイクル関連の法整備が進展しており，国の「第４次循環型社会形成推進基本計画」（平成３０年６月改訂）においては，地方公共団体に期待される役割として，地域住民，事業者，ＮＰＯ・ＮＧＯ，有識者等と連携する仕組みを構築し，地域の
特性に応じた地域循環共生圏の仕組みづくりを主導していくことが求められている。
・ＳＤＧｓが掲げる国際目標や「食品ロスの削減の推進に関する法律」（令和元年５月公布）及び「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」（令和２年３月策定）に基づき，地方公共団体は，国，他の地方公共団体，事業者，消費者等と連携
し，食品廃棄物の発生抑制に関する施策の策定・実施が求められている。
・国は「プラスチック資源循環戦略」（令和元年５月策定）の重点戦略のひとつに発生抑制の徹底を位置付け，その取組の一環として，レジ袋有料化（令和元年１２月に関係省令を改正）を令和２年７月に開始した。消費者がその必要性を考え，マ
イバッグを携行する習慣などのライフスタイル変革を促し，使い捨てプラスチックの使用削減を推進することが求められている。

施策の評価・分析　（現状とその要因の分析）

・様々な機会や場，媒体を活用した３Ｒに関する周知啓発や各種資源化事業の実施により，市民の分別協力への理解や
ごみの発生抑制，資源の循環利用に対する意識の一定の定着が図られており，市民満足度は前年度を下回ったものの基
準値を上回っている。

施策目標
市民がごみを減らすための３Ｒ（発生抑制，再使用，再資源化）に取り組めるよう，自ら積極的に行動できる環
境が整っています。

産
出
指
標

①
施
策
指
標

指標名（単位）

市民１人１日当たりの資源物以外のごみ排
出量（ｇ/人日）
※「成果指標」とは算出方法が異なる

【

参
考
指
標

】

※
評
価
の
考
え
方

概ね順調 ：主にＢ評価が３つ以上
［７５点以上９０点未満］

総合評価

Ａ ：達成度１００％以上
［２５点］

政策の柱 基本施策目標
市民・事業者・行政が連携した環境配慮行動が実践され，エコで無理のない快適な生
活が送れています。

令和２年度　行政評価　　施策カルテ

施策名 ごみ減量課
総合計画
記載頁

基本施策名「産業・環境の未来都市」の実現に向けて 環境への負荷を低減する

ごみの発生抑制，資源の循環利用の推進 施策主管課

関連する
SDGs目標

順調 ：Ａ評価が２つ以上
（Ｃ評価がある場合を除く）

［９０点以上］

①施策指標
（産出指標）
（成果指標）

③主要な構成事業の進捗状況　　　　　※　各事業の詳細は「３　主要な構成事業の状況」を参照

指標名（単位） 評価

Ａ

施策の満足度（％）
（「満足」と「やや満足」の合計）

まち・ひと・しごと創生総合戦略

0

0

施策を取り
巻く環境等

施策指標

・分別講習会の参加者数の増加については，リサイクル推進員と連携し，自治会等における分別講習会の
開催回数の増加を図ったことや，スーパー店頭等における３Ｒの周知啓発の強化を図ったことにより，単年
度の目標値を達成した。
・一方，市民１人１日当たりの資源物以外のごみ排出量の増加については，世帯数の増加に伴う粗大ごみ
等の増加や家庭系焼却ごみの中に，依然として資源物や食品ロスの混入が見受けられる状況にあるととも
に，消費増税に伴う駆け込み需要や令和元年台風第１９号による災害廃棄物，新型コロナウイルス感染症
対策に伴う家庭ごみの増加などの影響が考えられる。

順調

Ｃ ：達成度７０％未満
［１５点］

Ｃ ：基準値より低下（－５ｐｔ以下）
［１５点］

Ｃ ： 計画より遅れ
（構成事業２事業以上が計画より遅れ）

［１５点］

90点

Ａ ：基準値より向上（＋５ｐｔ以上）
［２５点］

　Ａ ： 計画以上
（構成事業２事業以上が計画以上）

［２５点］

やや遅れ：Ｃ評価が２つ以上
（Ａ評価が２つある場合を除く）

［７５点未満］

Ｂ ：達成度７０％以上１００％未満
［２０点］

Ｂ ：基準値同水準（±５ｐｔ未満）
［２０点］

Ｂ ： 計画どおり
（主に構成事業４事業以上が計画どおり）

［２０点］

②市民意識
調査結果
（満足度）

③主要な構成事業の
進捗状況

分別講習会等の参加者数
（人）

Ａ

成
果
指
標

Ｂ

市民１人１日当たりの資源物
以外のごみ排出量（ｇ/人日）

中
核
市
水
準
比
較

指標名（単位）

Ｂ

評価の
組合せ

②
市
民
満
足
度
の
推
移

※『①施策指標』の単年度の達成度の計算について

★ 逓増型の指標（目標値が基準値より増加することが望ましいもの） × １００ （％）

★ 逓減型の指標（目標値が基準値より減少することが望ましいもの） × １００ （％）

実績値

目標値

目標値
実績値

46.4 
53.4 52.3 
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（％）



３　主要な構成事業の状況 ※　その他の事業の評価結果については，別途「事業評価一覧」を参照ください。

対象者・物（誰・何に） 取組（何を）

1 リサイクル推進活動支援事業
地域における主体的なご
みの減量化・資源化，環境
美化の取組を推進する。

リサイクル推進員

・研修会，施設見学会
の開催
・情報紙「みやくるり
ん」の発行

計画どおり 773 H14 　

【①昨年度の評価（成果や課題）：リサイクル推進員との連携による，地域における主体的なごみの減
量化・資源化】
・リサイクル推進員との連携により，資源とごみの分別・排出指導などの地域活動を支援することができ
た。
・引き続き，リサイクル推進員による地域における主体的なごみの減量化・資源化，環境美化の取組を
推進する必要がある。

【②今後の取組方針：リサイクル推進員の育成と活動支援】
　「リサイクル推進員ハンドブック」を配布するほか，新型コロナウイルス感染防止のため中止した施設
見学先を職員がリポートし，その結果を情報紙「みやくるりん」に掲載することで情報を共有するなどし
て，リサイクル推進員の育成及び活動への支援に取り組む。

2 ３Ｒ推進活動支援事業
市民に対する３Ｒの取組の
一体的かつ効果的な周知
を行う。

市民

・分別講習会等の開催
・３Ｒ啓発冊子（社会科
補助教材）の作成・配
布
・ごみ分別アプリ等
様々な媒体を活用した
各種情報提供
・不動産管理会社や大
学等への分別に係る
周知啓発

計画どおり 1,434 H15

【①昨年度の評価（成果や課題）：ごみの分別や資源化に関する市民の協力度や理解度の向上】
・自治会における分別講習会や各種イベント等，様々な機会や場を活用した周知啓発の実施により，
市民の分別協力への意識醸成や理解促進を図った。
・引き続き，市民の分別協力度や分別精度の更なる向上を図り，３Ｒを推進する必要がある。

【②今後の取組方針：様々な機会や場を活用した周知啓発の実施等】
　新型コロナウイルス感染防止対策による自治会等における分別講習会や各種イベントなどの実施回
数の減少に対応するため，これまでの様々な機会や場に加え，新たにデータ放送などの媒体も活用し
た周知啓発を実施することにより５種１３分別の徹底強化を図るほか，分別に関する情報が行き届きに
くい共同住宅世帯や外国人に対する周知啓発の強化に取り組む。

3 家庭用生ごみ処理機設置費補助金 SDGs
家庭系ごみの減量化と資
源化を推進する。

市民
・家庭用生ごみ処理機
の購入費の助成

計画どおり 1,748 S61

【①昨年度の評価（成果や課題）：家庭における生ごみの減量化・資源化の取組促進】
・家庭用生ごみ処理機については，広報紙やホームページ，ラジオ等を活用した周知啓発により，毎年
100件超の補助申請があり，継続的に各家庭での生ごみの減量化・資源化が図られている。
・引き続き，家庭における生ごみの減量化・資源化の取組を促進するため，補助制度の活用に向けた
周知を実施していく必要がある。
　
【②今後の取組方針：補助制度の活用促進に向けた周知啓発の実施】
　家庭における生ごみの減量化・資源化に向けて，補助制度の活用促進に向けた周知啓発に取り組
む。

4 廃食用油・使用済小型家電資源化事業 SDGs

・資源循環利用の推進及び
市民の資源化意識の向上
を図る。
・障がい者の自立支援を促
進する。

市民

・廃食用油の回収，資
源化
・使用済小型家電の回
収，資源化

計画どおり 3,878

廃食用油
H19

使用済
小型家電

H20

【①昨年度の評価（成果や課題）：拠点回収の定着化と適正処理の確保】
・廃食用油については，拠点回収の定着化が図られ安定した回収量を確保できているが，使用済小型
家電については，アジア諸国の廃プラスチック禁輸措置の影響を受け，使用済小型家電の適正処理を
確保するため清掃工場における選別回収品目の見直しを行ったことから，資源化量が減少している。
・南清掃センターの稼働停止及びクリーンセンター下田原の稼働に伴う新たな回収保管体制を構築で
きた。
・引き続き，事業の周知啓発により市民のリサイクル意識の向上を図るとともに，資源化を取り巻く社会
情勢に対応した内容で事業を推進していく必要がある。
　
【②今後の取組方針：リサイクル意識の向上と適正処理を確保した資源化の推進】
　循環型社会の実現に向けた市民意識の向上を図るため，様々な機会を通じた周知啓発を行い回収
量の増加に取り組むとともに，障がい者支援団体や資源化事業者と連携して効果的・効率的に資源化
を推進する。

5 剪定枝資源化事業 SDGs

市民が取り組みやすい剪
定枝の資源化を推進し，家
庭系焼却ごみの減量化を
図る。

市民

・家庭から排出された
剪定枝の拠点回収
・剪定枝の資源化
（チップ化）
・チップ化された剪定
枝の市民への無料配
布

計画どおり 11,120 H25

【①昨年度の評価（成果や課題）：拠点回収による安定した回収量の確保】
　南清掃センターにおける剪定枝の拠点回収について市民への定着を図り，回収量を安定的に確保
し，資源化量を増加することができた。
　
【②今後の取組方針：資源化量の拡大及び本市に適した多様な回収体制の検討】
・令和２年３月をもって南清掃センターが廃止されたことに伴い，令和２年度からクリーンパーク茂原に
おいて剪定枝の拠点回収を継続する。また，回収拠点の拡充による資源化量の拡大を図るため，新設
のクリーンセンター下田原における拠点回収を開始する。
・本市に適した多様な回収方法についての調査・研究を行う。

４　今後の施策の取組方針

事業内容
№

事業の
進捗

Ｒ１
概算

事業費
（千円）

①課題 ②取組の方向性（課題への対応）

開始
年度

日本一
施策
事業

「①昨年度の評価（成果や課題）」と「②今後の取組方針」事業名

好循環Ｐ
・

戦略事業
・

SDGs

事業の目的

・資源循環利用の推進
　剪定枝や廃食用油等の拠点回収について定着が図られているものの資源化量の拡大効果が高い事業系生ごみについては，費用面等の
課題があることから資源化の取組が進みにくい状況にある。また，プラスチック製容器包装の排出量はほぼ横ばいで推移しているものの汚
れの付着など，不適物の除去等により容器包装リサイクルの引取りにおける資源化量が減少しているため，排出ルールのより一層の徹底
を図る必要がある。

・市民の分別協力度や分別精度の更なる向上
　分別講習会や各種イベント，様々な機会・場・媒体等を活用した周知啓発を継続して実施する。また，行政情報が行き届きにくい共同住宅世帯や外国人の
分別協力度や分別精度の向上を図るため，不動産管理会社や大学等を通じた冊子等の配布を継続して実施するとともに，外国人に対しては，ごみの分け
方・出し方に関するチラシやごみ分別アプリの対応言語を拡充するなど，周知啓発の強化を行う。

・もったいない生ごみ（食品ロス）の削減の推進
　分別講習会，各種イベント，市ホームページ，ごみ分別アプリなどを活用した周知啓発を継続して実施するとともに，「もったいない残しま１０！運動」協力
店の登録促進を図り，事業者と連携した食べ切り使い切り等の推進に取り組む。また，国や県等の関連施策の動向を踏まえ，より一層，フードドライブなど
市民・事業者が連携した取組を推進する。

・資源循環利用の推進
　剪定枝や廃食用油，使用済小型家電等の資源化事業について，更なる事業の認知度を高めるとともに，市民のリサイクル意識の向上を図るため，様々な
機会や媒体を活用して周知啓発を引き続き実施する。また，事業者の主体的な資源化の推進が図られるよう，費用対効果を踏まえた資源化ルートやリサイ
クル技術の最新動向，他自治体における先進事例等の調査・研究を行う。

・市民の分別協力度や分別精度の更なる向上
　家庭系焼却ごみに含まれる資源物の割合が減少していることから，ごみの分別や資源化への協力や理解は進んでいるものの，依然とし
て家庭系焼却ごみの中に資源物の混入が見受けられることから，ごみの減量化・資源化の推進に当たっては，更なる分別精度の向上を
図っていく必要がある。

・もったいない生ごみ（食品ロス）の削減の推進
　焼却ごみの中には賞味・消費期限切れなどにより廃棄されるもったいない生ごみ（食品ロス）が一定量含まれていることから，ごみの減量
化のためには，国，地方公共団体，事業者，消費者等の多様な主体が連携し，一体的に食品ロスの削減に取り組む必要がある。



④ 162ページ

１　施策の位置付け

Ⅴ １９

２　施策の取組状況 指標

産出 0

成果 0

H３0 R１ R２ R３
R４

（目標年）
評価 満足 やや満足

満足度
（計）

やや不満 不満 わからない

単年度
目標値

12.5 11.3 8.3 8.2 8.2
基準値
（Ｈ２９） 7.3% 34.1% 41.3% 23.4% 8.5% 21.8%

基準値
（Ｈ２８）

12.2％ 実績値 12.3 13.4 Ｈ３０ 11.5% 32.3% 43.8% 19.6% 8.1% 25.2%

目標値
（Ｒ４）

8.2％
単年度の
達成度

101.6% 84.3% Ｒ１ 10.6% 38.1% 48.7% 20.6% 7.4% 19.7%

単年度
目標値

Ｒ２ .0%

基準値
（Ｈ２９）

実績値 Ｒ３ .0%

目標値
（Ｒ４）

単年度の
達成度

Ｒ４ .0%

単年度
目標値

270 260 250 240 230

基準値
（Ｈ２８）

323件 実績値 349 266

目標値
（Ｒ４）

230件
単年度の
達成度

77.4% 97.7% Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

単年度
目標値

中核市平均 817.38 808.53

基準値
（Ｈ２９）

実績値 本市実績 777.76 777.62

目標値
（Ｒ４）

単年度の
達成度

本市順位 17位/54市中 23位/58市中 指標 評価

産出
指標 Ｂ

成果
指標 Ｂ

市民
満足 Ａ

構成
事業 Ｂ

市民満足度

ごみ排出量［t］に対する最終
処分場への搬入量［t］の割合

Ｂ

成
果
指
標

Ｂ

不法投棄発生件数

中
核
市
水
準
比
較

指標名（単位）

Ｂ

評価の
組合せ

②
市
民
満
足
度
の
推
移

施策を取り
巻く環境等

施策指標

・エコパーク板戸の埋立終了時期の延伸に伴い土堰堤整備計画を見直し，スラグの生産量を調整したた
め，令和元年度における「ごみ排出量に対する最終処分場への搬入量の割合」は，目標値を下回ることと
なった。
・不法投棄発生件数は，令和元年度の目標値に達していないものの，市民・事業者に対する廃棄物の適正
処理の啓発に加え，パトロールやカメラによる監視活動，地域住民による不法投棄監視活動への支援など，
各種事業を実施したことにより，前年より不法投棄発生件数の減少につながったものと考える。

概ね順調

Ｃ ：達成度７０％未満
［１５点］

Ｃ ：基準値より低下（－５ｐｔ以下）
［１５点］

Ｃ ： 計画より遅れ
（構成事業２事業以上が計画より遅れ）

［１５点］

85点

Ａ ：基準値より向上（＋５ｐｔ以上）
［２５点］

　Ａ ： 計画以上
（構成事業２事業以上が計画以上）

［２５点］

やや遅れ：Ｃ評価が２つ以上
（Ａ評価が２つある場合を除く）

［７５点未満］

Ｂ ：達成度７０％以上１００％未満
［２０点］

Ｂ ：基準値同水準（±５ｐｔ未満）
［２０点］

Ｂ ： 計画どおり
（主に構成事業４事業以上が計画どおり）

［２０点］

②市民意識
調査結果
（満足度）

③主要な構成事業の
進捗状況

順調 ：Ａ評価が２つ以上
（Ｃ評価がある場合を除く）

［９０点以上］

①施策指標
（産出指標）
（成果指標）

③主要な構成事業の進捗状況　　　　　※　各事業の詳細は「３　主要な構成事業の状況」を参照

指標名（単位） 評価

Ａ

施策の満足度（％）
（「満足」と「やや満足」の合計）

まち・ひと・しごと創生総合戦略

0

0

政策の柱 基本施策目標
市民・事業者・行政が連携した環境配慮行動が実践され，エコで無理のない快適な生
活が送れています。

令和２年度　行政評価　　施策カルテ

施策名 廃棄物施設課
総合計画
記載頁

基本施策名「産業・環境の未来都市」の実現に向けて 環境への負荷を低減する

廃棄物の適正処理の推進 施策主管課

関連する
SDGs目標

総合評価

・国においては，平成３０年６月に「循環型社会形成推進基本計画」を改定し，７つの柱として「持続可能な社会づくりとの統合的取組」「多種多様な地域循環共生圈形成による地域活性化」「適正処理の更なる推進と環境再生」「適正な国際資源
循環体制の構築と循環産業の海外展開の推進」「ライフサイクル全体での徹底的な資源循環」「万全な災害廃棄物処理体制の構築」「循環分野における基盤整備」の取組を推進している。
・環境やコストに対する意識の高まりから，市民の快適な生活環境の確保に向けて，効果的・効率的なごみ処理体制の構築について十分な検討を求められている。

施策の評価・分析　（現状とその要因の分析）

・ごみの適正処理については，ごみ処理施設が安定稼働している状況や，不法投棄の未然防止の取組などにより，市民満
足度は，前年度と比較して向上している。

施策目標 市民・事業者・行政がそれぞれの役割・責任を十分に果たし，廃棄物を適正に処理しています。

産
出
指
標

①
施
策
指
標

指標名（単位）

市民１人１日あたりの資源物以外のごみ排
出量（ｇ/人日）

【

参
考
指
標

】

※
評
価
の
考
え
方

概ね順調 ：主にＢ評価が３つ以上
［７５点以上９０点未満］

総合評価

Ａ ：達成度１００％以上
［２５点］

※『①施策指標』の単年度の達成度の計算について

★ 逓増型の指標（目標値が基準値より増加することが望ましいもの） × １００ （％）

★ 逓減型の指標（目標値が基準値より減少することが望ましいもの） × １００ （％）

実績値

目標値

目標値
実績値

41.3 43.8 
48.7 
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60

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

調査結果 基準値+5pt
基準値-5pt

（％）



３　主要な構成事業の状況 ※　その他の事業の評価結果については，別途「事業評価一覧」を参照ください。

対象者・物（誰・何に） 取組（何を）

1 ごみ処理施設整備（クリーンパーク茂原） SDGs 施設の安定稼動 市民，事業者
整備工事の実施等に
よる施設の適正な
維持管理

計画どおり 496,551 Ｈ13 　

【①昨年度の評価（成果や課題）：中間処理施設の適切な整備】
・供用開始から19年が経過し，設備機器の更新時期を迎えていることから，施設の安定稼働を確保
するために，長寿命化総合計画に基づき，計画的に整備工事を実施している。

【②今後の取組方針：検査・点検等に基づく計画的な整備工事の実施】
・平成30年度に実施した精密機能検査や日常点検結果等に基づき，計画的・効果的な整備工事を
行い，施設の安定稼動を確保していく。

2 中間処理施設整備推進事業
SDGs

戦略事業
中間処理施設の整備 市民，事業者

中間処理施設の
計画的な整備

計画どおり 5,714,327 Ｈ24

【①昨年度の評価（成果や課題）：計画的かつ円滑な施設整備の推進】
・適切な工事管理（工程，品質，環境保全等）に努め，密に事業者と調整を図りながら整備事業を
推進した。

【②今後の取組方針：地元住民との信頼関係の確保と施設整備の推進】
・令和２年５月の供用開始に向け，引き続き，地域住民との良好な信頼関係を確保しながら，計画
的に中間処理施設の整備を行うと共に，地域振興事業を推進していく

3 最終処分場整備推進事業
SDGs

戦略事業
最終処分場の整備 市民，事業者

最終処分場の計画的
な整備

計画どおり 3,475,511 H24

【①昨年度の評価（成果や課題）：計画的かつ円滑な施設整備の推進】
・適切な工事管理（工程，品質，環境保全等）に努め，密に事業者と調整を図りながら整備事業を
推進し，工事を完成した。

【②今後の取組方針：地元住民との信頼関係の確保と安定稼働の推進】
・令和２年１２月の供用開始に向け，引き続き，地域住民との良好な信頼関係を確保しながら，既存
施設からの円滑な切り替え並びに維持管理委託業務の発注を行うと共に，地域振興事業を推進し
ていく。

4 ごみのないきれいなまちづくり事務事業 　
市民等と協働したきれいな
まちの実現

市民及び来訪者

①きれいなまち条例に
基づく警告
②イベント時の周知・
啓発

計画どおり 3,689 Ｈ20

【①昨年度の評価（成果や課題）：巡回指導や周知啓発による市民理解の促進】
・ごみのポイ捨て防止等を啓発するため，中心市街地の「美化推進重点地区」において，指導員に
よる土日を含めた毎日の巡回指導，大型商業施設やプロスポーツチーム，警察等と連携した夜間
巡回指導を行ったほか，劣化している路面標示の計画的な修繕や，イベント，自治会回覧，アプリ
ケーションなどを活用した周知を行った結果，徐々に「きれいなまち条例」の理解が進んでいるとこ
ろである。

【②今後の取組方針：より効果的・効率的な周知啓発の推進】
・今後も，これまでの取組を継続して実施するとともに，近年，居住者・旅行者として増加している外
国人にも条例周知を行うなど，新たな周知方法を検討・実施しながら，より効果的・効率的な取組を
行っていく。

5
中間処理施設・最終処分場・事業所への立
入検査

　 廃棄物の適正処理確保
中間処理施設，最終処
分場及び収集運搬事業
所を有する事業者

立入検査
①中間処理施設
②最終処分場
③収集運搬事業所

計画どおり 80 H8

【①昨年度の評価（成果や課題）：処理業者における適正処理の確保】
・廃棄物処理業者に立入検査し，指導，助言したことから，適正処理の確保が図れたが，不適正処
理を未然に防止するためには，継続的に立入検査する必要がある。

【②今後の取組方針：処理業者への立入検査の継続】
・中間処理施設，最終処分場及び収集運搬事業所への立入検査を，計画的に実施することで，廃
棄物の適正処理を確保していく。

４　今後の施策の取組方針

・効果的・効率的なし尿・浄化槽汚泥処理体制の確保
　し尿処理については，効果的・効率的な処理を継続して行うため，下水と浄化槽汚泥等を一体的に処理する施設の管理運営体制等につい
て，関係課と協議を進めていくとともに，一体処理を開始するまでの間，老朽化した現在のし尿処理施設を適正に維持管理する必要がある。

・効果的・効率的なごみ処理体制の構築
　クリーンセンター下田原とエコパーク下横倉においては，引き続き地域住民との良好な信頼関係の構築を図りながら，円滑な施設運営に取り
組む必要がある。

・適正なごみ収集運搬体制の確保
　今後の社会環境の変化に対応したごみの収集運搬のあり方（委託手法及び収集方式等）について検討する。

・効果的・効率的なごみ処理体制の確保
　ごみ処理施設の安定稼働を確保するため，計画的かつ効果的・効率的な施設の整備修繕工事を行う。

・効果的・効率的なし尿・浄化槽汚泥処理体制の確保
　下水道施設における下水と浄化槽汚泥等を一体的に処理するための施設が，令和２年度内の運用開始を予定していることから，引き続き，管理運営体
制について関係課と協議を進めるとともに，老朽化したし尿処理施設においては，施設閉鎖時期を考慮しながら，計画的かつ効果的・効率的な施設の修
繕工事を行い，浄化槽汚泥等の安定処理を確保する。

・効果的・効率的なごみ処理体制の構築
　クリーンセンター下田原は，引き続き，地域住民との良好な信頼関係を確保しながら，円滑な施設運営を図ると共に，地域振興事業を推進していく。
　エコパーク下横倉は，令和２年１１月末の供用開始に向け，引き続き，地域住民との良好な信頼関係を確保しながら，既存施設からの円滑な切り替え並
びに維持管理委託業務の発注を行うと共に，地域振興事業を推進していく。

・不法投棄の未然防止，拡大防止の推進
　監視カメラやパトロールなどによる監視を継続して取り組んでいく。

事業内容

№
事業の
進捗

Ｒ１
概算

事業費
（千円）

①課題

・不法投棄の未然防止，拡大防止の推進
　不法投棄については，林道奥や高速道路沿いなど，目に留まりにくい場所において，大規模な不法投棄事案が発生していることから，不法
投棄監視活動をより効果的・効率的に実施していく必要がある。

②取組の方向性（課題への対応）

開始
年度

日本一
施策
事業

「①昨年度の評価（成果や課題）」と「②今後の取組方針」事業名

好循環Ｐ
・

戦略事業
・

SDGs

事業の目的

・適正なごみ収集運搬体制の確保
　ごみの収集・運搬については，超高齢化や人口減少など，今後の社会環境の変化に対応しながら引き続き安定的にごみ収集運搬を行って
いく必要がある。

・効果的・効率的なごみ処理体制の確保
　ごみ処理は，市民生活にとって欠かすことのできない基本的で重要なサービスである。施設の安定稼動を確保するため，長期的展望のも
と，計画的かつ効果的・効率的に施設の整備修繕を行い，適切に施設の維持管理を行っていく必要がある。
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１　施策の位置付け

Ⅴ １９

２　施策の取組状況 指標

産出 0

成果 0

H３0 R１ R２ R３
R４

（目標年）
評価 満足 やや満足

満足度
（計）

やや不満 不満 わからない

単年度
目標値

100 100 100 100 100
基準値
（Ｈ２９） 9.2% 27.7% 36.9% 19.3% 5.9% 34.9%

基準値
（Ｈ２８）

100％ 実績値 100 100 Ｈ３０ 6.5% 30.2% 36.7% 22.8% 4.6% 29.4%

目標値
（Ｒ４）

100％
単年度の
達成度

100.0% 100.0% Ｒ１ 7.9% 36.1% 44.0% 17.2% 6.6% 27.0%

単年度
目標値

Ｒ２ .0%

基準値
（Ｈ２９）

実績値 Ｒ３ .0%

目標値
（Ｒ４）

単年度の
達成度

Ｒ４ .0%

単年度
目標値

92.2 93.6
最新の全国

平均以上
最新の全国

平均以上
最新の全国

平均以上

基準値
（Ｈ２８）

92.7% 実績値 91.0 92.7

目標値
（Ｒ４）

最新の全国
平均以上

単年度の
達成度

98.7% 99.0% Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

単年度
目標値

中核市平均 7.9 7.7

基準値
（Ｈ２９）

実績値 本市実績 1.9 1.7

目標値
（Ｒ４）

単年度の
達成度

本市順位 5位/54市中 7位/58市中 指標 評価

産出
指標 Ａ

成果
指標 Ｂ

市民
満足 Ａ

構成
事業 Ｂ

市民満足度

環境法令規制対象施設への
立入検査による監視率（％）

Ａ

成
果
指
標

Ｂ

光化学オキシダントの環境基
準達成率（％）

中
核
市
水
準
比
較

指標名（単位）

Ｂ

評価の
組合せ

②
市
民
満
足
度
の
推
移

施策を取り
巻く環境等

施策指標

・良好な生活環境を確保するため，環境法令規制対象施設への立入検査による監視を計画的に実施し，適
切な事業者指導を行うとともに，工業団地に立地する工場と市が締結している環境協定を推進するほか，エ
コ通勤等の啓発チラシを配布するなど，環境行動の促進を図ってきた結果，成果指標である「光化学オキシ
ダントの環境基準達成率」を目標値である最新の全国平均と同水準にすることができた。

順調

Ｃ ：達成度７０％未満
［１５点］

Ｃ ：基準値より低下（－５ｐｔ以下）
［１５点］

Ｃ ： 計画より遅れ
（構成事業２事業以上が計画より遅れ）

［１５点］

90点

Ａ ：基準値より向上（＋５ｐｔ以上）
［２５点］

　Ａ ： 計画以上
（構成事業２事業以上が計画以上）

［２５点］

やや遅れ：Ｃ評価が２つ以上
（Ａ評価が２つある場合を除く）

［７５点未満］

Ｂ ：達成度７０％以上１００％未満
［２０点］

Ｂ ：基準値同水準（±５ｐｔ未満）
［２０点］

Ｂ ： 計画どおり
（主に構成事業４事業以上が計画どおり）

［２０点］

②市民意識
調査結果
（満足度）

③主要な構成事業の
進捗状況

順調 ：Ａ評価が２つ以上
（Ｃ評価がある場合を除く）

［９０点以上］

①施策指標
（産出指標）
（成果指標）

③主要な構成事業の進捗状況　　　　　※　各事業の詳細は「３　主要な構成事業の状況」を参照

指標名（単位） 評価

Ａ

施策の満足度（％）
（「満足」と「やや満足」の合計）

まち・ひと・しごと創生総合戦略

0

0

政策の柱 基本施策目標
市民・事業者・行政が連携した環境配慮行動が実践され，エコで無理のない快適な生
活が送れています。

令和２年度　行政評価　　施策カルテ

施策名 環境保全課
総合計画
記載頁

基本施策名「産業・環境の未来都市」の実現に向けて 環境への負荷を低減する

良好な生活環境の確保 施策主管課

関連する
SDGs目標

総合評価

・持続可能な社会を実現するための国際社会の共通目標であるＳＤＧｓの達成に向けて，国や他自治体を始め，関係する様々な主体と連携を図りながら，良好な生活環境の保全について，市民・事業者・行政が責任と役割を分担して積極的に
施策を推進していくことが求められている。
・アスベスト含有建築材料を使用した建築物の老朽化に伴い，当該建築物の解体等工事が令和10年頃をピークに全国的に増加することが見込まれ，令和２年度には解体等工事の規制対象拡大に係る大気汚染防止法の改正が行われるなど，
アスベストの飛散防止に係る一層の強化が求められている。
・令和元年度台風19号による水害など，昨今，大規模な自然災害が全国的に発生しており，生活環境への被害発生を予防・抑制するための自然災害への備えが求められている。
・工場排ガス・排水処理技術が進歩するとともに，企業の社会的責任への意識が高まっている中で，事業者による環境行動の一層の促進が求められている。
・光化学オキシダント及び微小粒子状物質（ＰＭ２．５）については，全国的な環境基準の達成に向けて国が自治体のデータを基に発生源等の原因の解明を進めているところであり，市域大気環境の正確な状況把握が求められている。

施策の評価・分析　（現状とその要因の分析）

・環境法令に基づく立入検査や事業者指導を適切に実施するとともに，市民・事業者への環境配慮に関する意識啓発を充
実させることで，大気や水質など本市の生活環境を良好に保全することができたことから，前年度以上の市民満足度を得
ることができた。

施策目標 大気や水の汚染，騒音など，公害のない良好な生活環境が確保されています。

産
出
指
標

①
施
策
指
標

指標名（単位）

公害苦情件数／工場・事業所数（％）

【

参
考
指
標

】

※
評
価
の
考
え
方

概ね順調 ：主にＢ評価が３つ以上
［７５点以上９０点未満］

総合評価

Ａ ：達成度１００％以上
［２５点］

※『①施策指標』の単年度の達成度の計算について

★ 逓増型の指標（目標値が基準値より増加することが望ましいもの） × １００ （％）

★ 逓減型の指標（目標値が基準値より減少することが望ましいもの） × １００ （％）

実績値

目標値

目標値
実績値

36.9 36.7 
44.0 
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３　主要な構成事業の状況 ※　その他の事業の評価結果については，別途「事業評価一覧」を参照ください。

対象者・物（誰・何に） 取組（何を）

1 大気汚染状況の監視

大気汚染物質の環境基準
等の達成状況を把握すると
ともに，大気汚染物質やア
スベストによる被害を防止
する。

市民
・大気汚染防止法に基づく大
気汚染状況の調査・公表
・アスベスト飛散防止対策

計画
どおり

28,388 S46

【①昨年度の評価（成果や課題）：大気汚染の適切な状況把握】
・大気汚染防止法に基づき，市域における大気中の光化学オキシダントやPM２．５など，大気汚染物質の常時監視を適切に実施した。本
市の大気環境は良好に保全されているが，大気汚染の状況を引き続き適切に把握する必要がある。
【②今後の取組方針：継続的な大気汚染の状況把握】
・大気汚染常時監視体制を適宜見直すとともに，測定機器等については適正保守や費用対効果も考慮した計画的な更新により測定値
の信頼性を確保しながら，大気汚染の適切な状況把握を行っていく。

【①昨年度の評価（成果や課題）：災害発生時におけるアスベストの飛散防止】
・「宇都宮市災害時における石綿飛散防止に係る対応マニュアル」に基づき，調査対象となる建築物等のリストを作成した。災害発生時に
は当該マニュアルに基づく対象リスト等を活用しながら，建築物等の倒壊・破損に伴うアスベストの飛散を防止する必要がある。
【②今後の取組方針：災害発生における迅速かつ適切な現地調査の実施】
・本マニュアルに基づく対象リストについて，適宜情報を更新し，災害発生時に迅速かつ適切に現地調査を行っていく。

2 水質汚濁状況の監視

水質汚濁物質の環境基準
等の達成状況を把握すると
ともに，地下水汚染や異常
水質事故による被害を防止
する。

市民

・水質汚濁防止法に基づく河
川・地下水の水質調査・公表
・異常水質事故や地下水汚
染の未然防止と当該事故等
発生時における被害抑制

計画
どおり

6,620 S46

【①昨年度の評価（成果や課題）：河川・地下水の水質の適切な状況把握】
・水質汚濁防止法に基づき，市域における河川・地下水の水質調査を適切に実施した。本市の水環境は良好に保全されているが，河川・
地下水の水質の状況を引き続き適切に把握する必要がある。
【②今後の取組方針：継続的な水質の状況把握の実施】
・発生源の所在や水質の現況等を考慮し，調査地点や調査項目について適宜見直すとともに，適切な委託管理により測定結果の精度を
確保しながら，河川・地下水の水質の適切な状況把握を行っていく。

【①昨年度の評価（成果や課題）：異常水質事故や地下水汚染の未然防止等】
・河川への油類流出等，異常水質事故が１５件発生し，地下水汚染が２件判明したが，すべて適切に対応した。災害発生時を含め，異常
水質事故や地下水汚染は未然に防止するとともに，当該事故等の発生時においては被害を最小限に留める必要がある。
【②今後の取組方針：異常水質事故や地下水汚染の未然防止等】
・異常水質事故や地下水汚染防止のための事業者等への啓発を継続するとともに，当該事故等への対策を最適化・迅速化するため，当
該事故等への対応マニュアルの見直しを検討していく。

3 騒音振動調査 　

自動車や新幹線騒音等の
環境基準等の達成状況を
把握するとともに，関係機
関等への要望・要請により
騒音振動の低減を図る。

市民

騒音規制法等に基づく自動
車騒音，航空機騒音，新幹
線騒音振動の調査・公表と，
関係機関等への要望活動

計画
どおり

7,497 S51

【①昨年度の評価（成果や課題）：騒音・振動の適切な状況把握と快適な生活環境の確保】
・騒音・振動の状況を適切に把握し，防衛省，自衛隊に対し，各１回要望書を提出した。本市の生活環境は概ね良好に保全されている
が，航空機騒音等による市民からの苦情が発生していることから，引き続き，市域における騒音・振動の適切な状況把握や，騒音等原因
者への要望活動などを行っていく必要がある。

【②今後の取組方針：継続的な状況把握と要望活動の実施】
・測定精度を確保しながら，騒音等の適切な状況把握を行っていく。また，その結果や苦情の発生状況等を基に，関係機関等への要望活
動を行っていく。

4 工場・事業場の監視・指導 　

環境法令に基づく届出の適
切な審査や厳格な立入検
査等により公害の発生を未
然に防止する。

・市民
・事業者

・環境法令に基づく工場・事
業場等への立入検査・指導
・解体等工事におけるアスベ
ストの飛散防止
・公害苦情相談への適切対
応

計画
どおり

560 S43

【①昨年度の評価（成果や課題）：法令遵守の徹底】
・工場・事業場における排水基準超過が５件，揮発性有機化合物に係る排出基準超過が１件発生したが，生活環境への影響が生じない
よう，速やかに行政指導を行い改善させた。引き続き，法令遵守を徹底させるため立入検査や指導を実施していく必要がある。
【②今後の取組方針：計画的な立入検査や指導の継続等】
・法令遵守の徹底を図るため，各工場・事業場への計画的な立入検査や指導を継続するほか，過去に規制基準を超過した工場・事業場
に対しては，立入検査回数を増やすなど監視・指導を重点的に行っていく。

【①昨年度の評価（成果や課題）：解体等工事におけるアスベストの飛散防止】
・大気汚染防止法に基づく届出のあった解体等工事について，すべて立入検査を行い，作業基準への適合を確認した。民間建築物の解
体棟数が令和１０年（２０２８年）にピークを迎えると見込まれることなどから，解体等工事におけるアスベストの飛散防止対策について更
に強化を図る必要がある。
【②今後の取組方針：アスベストの飛散防止に係る監視・指導の強化】
・令和２年度に予定されている規制対象拡大に係る同法の改正も踏まえ，建築関連部局と連携を図りながら立入検査数を更に増加させ
るなど，アスベストの飛散防止に係る監視・指導を強化していく。

【①昨年度の評価（成果や課題）：公害苦情相談への適切対応】
・公害苦情等に関する各種相談を１３２件受け付け，すべて適切に対応した。法令の規制対象とならない公害苦情相談や多分野にまたが
る公害苦情相談が顕在化していることから，関係課と連携を図りながら適切に対応していく必要がある。
【②今後の取組方針：関係課との連携による公害苦情相談への適切対応】
・関係課の業務内容を幅広く理解し，関係課と連携を図りながら最適な対応に努めていく。

5 事業者等への意識啓発 　

市民・事業者への意識啓
発により公害の未然防止と
更なる生活環境の向上を
図る。

・市民
・事業者

・環境協定の推進
・周知等による意識啓発

計画
どおり

22 H20

【①昨年度の評価（成果や課題）：環境協定の推進】
・新たに５工場と環境協定を締結した。引き続き，事業者による主体的な環境行動を様々な方策により一層拡大していく必要がある。
【②今後の取組方針：環境協定の一層の推進】
・環境協定を引き続き推進していくとともに，協定の締結対象について工業団地内の大規模工場のほか，新たに産業拠点に立地する工
場への拡大を検討していく。

【①昨年度の評価（成果や課題）：周知等による意識啓発】
・近隣公害防止に係るチラシを全地区に自治会回覧し，工業団地内全企業へ環境行動啓発チラシを配布した。また，小学生を対象とした
環境にやさしい工場見学会を２回開催した。引き続き，様々な方策により市民や事業者の環境配慮に係る意識啓発を行っていく必要があ
る。
【②今後の取組方針：周知等による一層の意識啓発】
・今後についても，啓発チラシの配布や環境にやさしい工場見学会の開催などにより，市民や事業者の意識啓発を図っていく。

４　今後の施策の取組方針

・事業者環境行動の促進
　工場排ガス・排水処理技術が進歩し，事業者による自主的な環境行動も拡大しつつあるが，事業活動に伴う環境負荷の更なる低減に向け，今後も様々な
方策により，事業者による環境行動を一層促進していく必要がある。

・適切な環境状況の監視と工場・事業場の法令遵守の徹底
　大気環境や河川・地下水の水質など，本市の生活環境の適切な状況把握を行っていくため，測定機器等の適正保守や委託の適正管理等により測定値の信頼性を確保するとともに，調査
地点や調査項目については適宜見直しを行っていく。また，規制基準超過事業場数の削減のため，各工場・事業場への定期的な立入検査を継続するほか，過去に規制基準を超過した工場・
事業場については，立入検査回数を増やすなど監視を重点的に行っていく。

・アスベスト飛散防止対策の強化
　本市におけるアスベスト飛散防止対策について一層の強化を図るため，解体等工事の規制対象拡大に係る令和２年度の大気汚染防止法の改正も踏まえ，建築関連部局と連携を図りなが
ら立入検査数を更に増加させるなど，アスベストの飛散防止に係る監視・指導を強化していく。また，「宇都宮市災害時における石綿飛散防止に係る対応マニュアル」に基づき，災害発生時は
迅速かつ適切に現地調査を行っていく。

・事業者環境行動の促進
　事業者の環境行動の一層の促進を図るため，環境協定を一層促進していくとともに，協定の締結対象について工業団地内の大規模工場のほか，新たに産業拠点に立地する工場への拡大
を検討していく。また，市ホームページや啓発チラシの配布などを通じて継続的に周知を行い，主体的な環境行動の促進を図っていく。

事業内容

№ 事業の
進捗

Ｒ１
概算

事業費
（千円）

①課題 ②取組の方向性（課題への対応）

開始
年度

日本一
施策
事業

「①昨年度の評価（成果や課題）」と「②今後の取組方針」事業名

好循環Ｐ
・

戦略事業
・

SDGs

事業の目的

・適切な環境状況の監視と工場・事業場の法令遵守の徹底
　本市の生活環境は良好に保全されているが，引き続き，大気環境や河川・地下水の水質などの状況を適切に把握するなど，市民の安全安心を今後も確
保していく必要がある。また，工場・事業場に法令遵守を徹底させるため，立入検査や指導を継続的に実施していく必要がある。

・アスベスト飛散防止対策の強化
　過去の建築物等にはアスベスト含有建築材料が使用されており，今後はこれらの建築物等の老朽化に伴い解体等工事が増加するとともに，災害時にお
けるアスベストの飛散リスクも増大すると思われることから，アスベスト飛散防止対策について一層の強化を図る必要がある。



⑥ 162ページ

１　施策の位置付け

Ⅴ １９

２　施策の取組状況 指標

産出 0

成果 0

H３0 R１ R２ R３
R４

（目標年）
評価 満足 やや満足

満足度
（計）

やや不満 不満 わからない

単年度
目標値

929 1,322 1,715 2,108 2,500
基準値
（Ｈ２９） 5.2% 23.2% 28.4% 20.0% 4.4% 40.5%

基準値
（Ｈ２８）

143人 実績値 1,498 1,976 Ｈ３０ 4.8% 26.7% 31.5% 16.8% 4.6% 43.5%

目標値
（Ｒ４）

2,500人
単年度の
達成度

161.2% 149.5% Ｒ１ 5.9% 32.4% 38.3% 16.5% 4.7% 35.4%

単年度
目標値

Ｒ２ .0%

基準値
（Ｈ２９）

実績値 Ｒ３ .0%

目標値
（Ｒ４）

単年度の
達成度

Ｒ４ .0%

単年度
目標値

30.7 38.0 45.3 52.6 60.0

基準値
（Ｈ２８）

－ 実績値 68.0 86.4

目標値
（Ｒ４）

60％
単年度の
達成度

221.5% 227.4% Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

単年度
目標値

中核市平均 － －

基準値
（Ｈ２９）

実績値 本市実績 － －

目標値
（Ｒ４）

単年度の
達成度

本市順位 － － 指標 評価

産出
指標 Ａ

成果
指標 Ａ

市民
満足 Ａ

構成
事業 Ｂ

市民満足度

総合評価

・国においては，自然がもたらすもの（生態系サービス）は，世界的に劣化し，自然変化を引き起こす要因は過去５０年間に加速したとの報告があり，次期国家戦略において重視する内容として，SATOYAMAイニシアティブの更なる展開，生態系
を基盤とした気候変動対策，防災・減災対策，経済活動における生物多様性への配慮，物流に非意図的に侵入する侵略的外来種への国際的な対処が挙げられている。
・地球規模での環境問題に対し，国を挙げて対応することが不可欠な状況であり，「ＳＤＧｓ未来都市」の選定を受けた本市としても，持続可能な社会を実現するための国際社会の共通目標であるＳＤＧｓの達成に向けて，国や他自治体を始め，
関係する様々な主体と連携を図りながら，良好な自然環境の保全について積極的な施策の推進が求められている。

施策の評価・分析　（現状とその要因の分析）

・平成２８年度から「うつのみや生きものつながりプラン」に基づき，様々な広報媒体を活用した周知啓発を拡充し，もったい
ないフェア２０１９におけるネイチャーゲームをはじめとした自然に親しむ機会の確保・提供や出前講座の実施による学ぶ
場の創出などに取り組んできたことから，生物多様性保全に関する意識の醸成を促進しているとともに，本市の公共事業
の実施にあたり，自然環境アドバイザー会議を開催し，自然環境専門家からアドバイスを受けて公共事業による自然環境
への負荷の低減を図ることで，生きものとその生息・生育環境の保全を推進していることから，市民満足度は向上してい
る。

施策目標 人と自然との共生により，豊かな生物多様性の恵みを享受しています。

産
出
指
標

①
施
策
指
標

指標名（単位）

－

【

参
考
指
標

】

※
評
価
の
考
え
方

概ね順調 ：主にＢ評価が３つ以上
［７５点以上９０点未満］

総合評価

Ａ ：達成度１００％以上
［２５点］

政策の柱 基本施策目標
市民・事業者・行政が連携した環境配慮行動が実践され，エコで無理のない快適な生
活が送れています。

令和２年度　行政評価　　施策カルテ

施策名 環境保全課
総合計画
記載頁

基本施策名「産業・環境の未来都市」の実現に向けて 環境への負荷を低減する

生物多様性の保全 施策主管課

関連する
SDGs目標

順調 ：Ａ評価が２つ以上
（Ｃ評価がある場合を除く）

［９０点以上］

①施策指標
（産出指標）
（成果指標）

③主要な構成事業の進捗状況　　　　　※　各事業の詳細は「３　主要な構成事業の状況」を参照

指標名（単位） 評価

Ａ

施策の満足度（％）
（「満足」と「やや満足」の合計）

まち・ひと・しごと創生総合戦略

0

0

施策を取り
巻く環境等

施策指標

・「うつのみや生きものつながりプラン」に基づき，広く市民に向けて様々な機会や広報媒体を活用した周知
啓発に積極的に取り組むとともに，出前講座や人材育成講座など，受講者の目的や段階に合わせて内容を
充実させた講座を実施したことにより，生物多様性保全に係る講座の累計受講者数，生物多様性保全活動
の実践・参加を希望する人の割合ともに目標値を達成することができた。 順調

Ｃ ：達成度７０％未満
［１５点］

Ｃ ：基準値より低下（－５ｐｔ以下）
［１５点］

Ｃ ： 計画より遅れ
（構成事業２事業以上が計画より遅れ）

［１５点］

95点

Ａ ：基準値より向上（＋５ｐｔ以上）
［２５点］

　Ａ ： 計画以上
（構成事業２事業以上が計画以上）

［２５点］

やや遅れ：Ｃ評価が２つ以上
（Ａ評価が２つある場合を除く）

［７５点未満］

Ｂ ：達成度７０％以上１００％未満
［２０点］

Ｂ ：基準値同水準（±５ｐｔ未満）
［２０点］

Ｂ ： 計画どおり
（主に構成事業４事業以上が計画どおり）

［２０点］

②市民意識
調査結果
（満足度）

③主要な構成事業の
進捗状況

生物多様性保全に係る講座
の累計受講者数（人）

Ａ

成
果
指
標

Ａ

生物多様性保全活動の実践・参加
を希望する人の割合（％）

中
核
市
水
準
比
較

指標名（単位）

Ｂ

評価の
組合せ

②
市
民
満
足
度
の
推
移

※『①施策指標』の単年度の達成度の計算について

★ 逓増型の指標（目標値が基準値より増加することが望ましいもの） × １００ （％）

★ 逓減型の指標（目標値が基準値より減少することが望ましいもの） × １００ （％）

実績値

目標値

目標値
実績値

28.4 
31.5 

38.3 
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Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

調査結果 基準値+5pt
基準値-5pt

（％）



３　主要な構成事業の状況 ※　その他の事業の評価結果については，別途「事業評価一覧」を参照ください。

対象者・物（誰・何に） 取組（何を）

1 生物多様性保全の推進

・生物多様性保全に関す
る意識の醸成を図る。
・生きものとその生息・生
育環境の保全の推進を図
る。

・市民
・事業者

・自然に親しむきっか
けづくり
・学ぶ場の創出
・活動へつなげる支援
・生きものとその生息・
生育環境の保全
・生きものとその生息・
生育環境の変化への
対応

計画どおり 247 H23 　

【①昨年度の評価（成果や課題）：生物多様性に関する意識の醸成】
・令和元年度は，引き続きパネル展や出前講座など生物多様性に関する各種周知啓発を実施したが，生物
多様性の認知度をさらに向上させるためより効果的な周知啓発の手法を検討する必要がある。
【②今後の取組方針：本市の地域特性を踏まえた効果的かつ実効性の高いプランの改定】
・現行計画の推進については，環境学習センターなどと連携し，周知啓発や人材育成講座を効果的に実施
するほか，「宇都宮市生物多様性地域計画（うつのみや生きものつながりプラン）」（以下「プラン」という。）
が中間年次を迎えることから，現行プランの分析・評価を行い，生物多様性の保全における更なる意識の
醸成に関する施策等の検討を行う。

【①昨年度の評価（成果や課題）：生きものとその生息・生育環境の保全の推進】
・令和元年度は，自然環境保全地域をはじめとした重要な地域について，盗掘等の防止対策を目的とした
監視活動を実施したほか，更に県南地域で被害が拡大している特定外来生物クビアカツヤカミキリに関す
る市民相談への対応や周知啓発を栃木県と連携して実施するとともに，被害木の伐採費用の一部を交付す
るクビアカツヤカミキリ補助金制度を創設した。特定外来生物については，引き続き，種に応じて栃木県等
と連携して対応するとともに効果的な周知啓発に取り組む必要がある。
【②今後の取組方針：自然環境の保全，外来種等対策の推進及びプランの改定】
・今後は，自然環境保全地域等の定期的な監視活動を継続するとともに，クビアカツヤカミキリについては，
補助金制度の活用及び栃木県や関係機関との連携により，被害拡大の防止を図る。
・プランの改定にあたっては，本市の地域特性を踏まえた生きもの生息・生育環境の保全策，効果的な外来
種対策及び気候変動への適応策について検討を行う。

2 自然環境アドバイザー会議

公共事業の実施にあた
り，自然環境専門家からア
ドバイスを受け，自然環境
への負荷を低減しながら
事業の推進を図る。

市（公共事業）

アドバイザー会議を適
切に運営し，自然環
境の保護・保全対策
について，アドバイス
を行う。

計画どおり 103 H10

【①昨年度の評価（成果や課題）：公共事業の実施に係る自然環境への負荷低減】
・令和元年度は，全２回のアドバイザー会議を開催し，事業実施課において専門家からのアドバイスを事業
手法に反映した。引き続き，公共事業の実施にあたっては，専門家によるアドバイスを行い，自然環境への
負荷低減を図る必要がある。

【②今後の取組方針：アドバイザー会議の継続的な開催】
・今後も公共事業に係る自然環境への負荷低減を図るため，事業の進捗状況に合わせて，適宜，アドバイ
ザー会議を開催していく。

４　今後の施策の取組方針

事業内容

№
事業の
進捗

Ｒ１
概算

事業費
（千円）

①課題 ②取組の方向性（課題への対応）

開始
年度

日本一
施策
事業

「①昨年度の評価（成果や課題）」と「②今後の取組方針」事業名

好循環Ｐ
・

戦略事業
・

SDGs

事業の目的

・生物多様性保全の推進
　生物多様性保全の推進にあたっては，広く市民に向けて様々な機会や広報媒体を活用した周知啓発に積極的に取り組むとともに，出
前講座や人材育成講座など，受講者の目的や段階に合わせて内容を充実させた講座を実施したことにより，施策指標及び市民満足度
は順調に推移しているが，　「うつのみや生きものつながりプラン」（以下，「プラン」という）全体を評価すると，成果指標（「生物多様性」の
言葉の意味を知っている市民の割合）は，３１．４％（基準年（平成２６年度）と比較して１３．５％の増）と着実に上昇しているものの，目標
値７５％（令和７年度）の達成に向けては，プランの基本方針である生物多様性保全に関する意識の醸成及び生きものとその生息・生育
環境の保全に基づき，効果的な取組を充実させる必要がある。

・生物多様性保全の推進
　令和２年度は，プランの改定を予定していることから，国等の動向を注視しながら，これまでの取組状況を評価し，抽出した課題や市民・事業者・自然環境保
全に関する市民団体等のニーズを踏まえて，認知度の向上につながる生物多様性保全に関する意識の醸成や本市の地域特性を踏まえた生きものとその生
息・生育環境の保全に関する効果的な取組を充実させるとともに，ＳＤＧｓの達成に貢献するため，様々な主体と連携強化に取り組む。


